
平成 26年 7月 7日

基安計発07 0 7第l号

都道府県労働局労働基準部

健康安全主務課長殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部

計画課長

平成26年度臨時全国健康安全主務課長会議の開催について

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」（平成26年法律第82号。以下「改正法」と

いう。）は、平成26年 6月25日に公布され、その内容等については、平成26年6月2

5日付基発 0625第4号「労働安全衛生法の一部を改正する法律について」により、当面

の周知等については、平成26年6月27日付基安計発 0627第 1号「「労働安全衛生法の

一部を改正する法律」の当而の周知等について」により、それぞれお示ししているところ

ですが、今般、改正法の各改正項目の詳細な内容や施行に係る留意事項等について、下記

のとおり平成26年度臨時全国健康安全主務課長会議を開催し、ご説明させていただきた

いと思いますので、ご出席下さるようお願いします。

コい

1. 開催日時平成26年8月1日（金） 1 3 : 0 0～1 6 : 0 0 

2. 開催場所 中央合同庁舎第5号館会議室（未定）

3. 内 容改正法の内容及び、施行に係る留意事項等について

平成26年の労働災害発生状況について

直近の安全衛生行政に係る制度改正等について

4.留意事項 当日の会議室の座席数に限りがございますので、原則、出席は健康安全主

務課長及び随行各局1名までとします。





平成26年8月1日

臨時全国健康安全主務課長会議

1 3 : 1 5～13:45 

計画課長説明（要旨）

1.はじめに
・第 12次労働災害防止計画の初年度実施状況一

．直近の労働災害発生状況

2.改正労働安全衛生法について

－資料の構成

・改正内容・今後の施行スケジュール

．改正法成立の経緯

－改正法の周知

．問い合わせ・相談への対応

3.特別安全衛生改善計画制度の導入等について

ー特別安全衛生改善計画制度の導入

－優良企業を評価・公表する仕組みの導入

4.過労死等防止対策推進法について

s.おわりに





平成26年度臨時全国健康安全主務課長会議議事次第

1 .労働基準局長訓示（5分）

2・.安全衛生部長訓示（10分）

日程：平成26年 8月1日（金） 13: 00～15:00 

場所：共用第8会議室

1 3 :・ 0 0～1 3 : 0.5 

1 3: 0 5～1 3 : 1 5 

3.計画課長説明（30分） 1 3 : 1 5～1 3 : 4 5 

－改正安衛法全般について

・重大な労働災害を繰り返す企業への対応について

．安全衛生優良評価制度について

・過労死等防止対策推進法について

4. 安全課長説明（30分） 1 3 : 4 5～1 4 : 1 5 

－平成 26年上半期の労働災害発生状況を踏まえた緊急対策について

．足場対策の制度改正等について

・外国に立地する検査機関等の登録制度について

．規制・届出の見直しについて

5.労働衛生課長説明（40分） 1 4: 1 5～ 1 4 : 5.5 

・ストレスチェック制度の創設について

( 6.環境改善室長説明（10分） l 4: 5 5～15:05 

－受動喫煙防止対策の推進について

7. 化学物質対策課長説明（20分） 1 5 : 0 5～15:25 

・化学物質のリスクアセスメントの義務化について

・電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定・譲渡制限の対象への追加について

8..化学物質評価室長説明 (10分） 15:25～15:35 

・労働安全衛生法施行令等の改正について

9.労働条件政策課賃金時間室説明（10分） 1 5 : 3 5～15:45 

・パワーハラスメント防止対策について

10.質疑応答 (15分） 15:45～16:00 
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平成26年度臨時全国健康安全主務課長会議座席表
平成26年8月1日（金）13:00～16:00

於：共用第8会議室（19階）
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8月の重点施策・業務項目（労働基準局）
平成26年労働災害発生状況（1月～6月速報値）を踏まえた緊急対策について

1 趣旨・背景
0 平成26年6月末現在の労働災害発件数（速報値）において、死亡者が対前年比 19.4% 

の大幅な増加、休業4 日以上の死傷者も 3.6~の増加となっており、極めて憂慮すべ

き事態にあることから労働災害のない職場作りに向け、緊急対策を講じる必要がある。

2 特に重点とすべき具体的業務

0 平成26年6月末現在の死傷災害の発生件数が前年同期を上回っている局においては、

主要な経営者団体（経営者協会、商工会議所、中央会等）に局幹部が直接出向くなど

して、労働災害の発生状況を説明し‘会員事業場に対し、職場内の安全衛生活動の総

点検と災害防止に向けた取組の実施について働きかけを行うよう要請すること。

（ ※，本省では、戸月 5日（火）に災防団体、事業者団体等に緊急要請を実施。

0 労働災害防止以外の業務であって、実施時期を変更しても支障がないものについて

は、例えば、実施時期を年度後半に遅らせ、その分の業務量で労働災害防止対策を前

倒して実施するなど、局幹部の指揮の下、労働災害防止対策に最優先で取り組むこと。

0 建設業では、管内の労働災害発生状況を踏まえ、墜落・転落、はさまれ・巻き込ま

れ及び熱中症による災害防止のための点検・対策について、

①建設事業者に対する集団指導や個別指導等の機会を捉えた周知指導

②建災防都道府県支部と連携して、点検・対策を重点としたパトロール

を実施すること。

特に②の円滑な実施のため、局幹部は、建災防都道府県支部長等と面会し、点検・

（ 対策の徹底等について理解を求める己と。

0 陸上貨物運送事業では、局幹部は陸上貨物運送事業労働災害防止協会都道府県支部

が実施する予定の主要行事（フォークリフト運転競技大会、事例研究会、荷役作業の

、安全対策ガイドラインの講習会など）への参加、或いは都道府県トラック協会に出向

くなどして、交通労働災害の防止と併せ、荷役作業の安全対策への取組、トラックドー

ライパーに対する荷役作業の安全教育の実施について要請すること。

【本件に関する問い合わせ先］

労働基準局安全衛生部安全課武部、徳武

連絡先： 03-5253-1111（内線5481)



平成26年度

臨時全国健康安全主務課長会議資料

平成26年8月1日



平成？6年度臨時全国健康安全主務課長会議資料（平成:26＇年8月1日）

j去。＇No.1

法 No.2

一
i去 No.3

法 No.4

法 No.5

j で下十干ケ~. 口干 f恥？「ーτ7
リーフレット（労働安全衛生法が改定さ批ます）

労働安全衛生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

労働安全衛生i去の改正について（講演資料）

労働安全衛生法改正の施行スケヲュー）（；（案）

（公開）

5 

9 

25 

27 

〔陸
労働安全衛生法の一部を改正する法律の再検討の経緯について

労働安全衛生法の一部を改正する法律の前回の法律案との比較

労働安全衛生法の一部を改正すg法律について（公布通達）

28 

29 

法 No.8 「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の当面の周知等について 37 
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百十 No.1 第12次労働災害防止計画の実施状況（報告）（平成25年度の状況） 39 

計 No.2 安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組み（イメージ） 40 
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~i No.2 ストレスチエツウ制度に係る今後のスケジュール（案） 60 

衛 No.3 職場における受動喫煙防止対策に関する厚生労働省の支援事業 61 

衛 No.4 「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 63 
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労働安全衛生法が改正されます［
～平成26牛g」から平成28年6月までの聞に順次施汁～

化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定

件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対

策を一層充実するため、 『~働安全衛生法の一部を改正す否法律』 （平成26年法律第82号｝が平

成26年6月25日に公布されました。

改正項目は7項目あり、項目ごとに施行時期が異なりますので、ご留意下さい。
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。［受動喫煙防止措置が努繍叩ます
園施行日 に施行される予定（今後政令で規定）

。
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。 法第88条第 1~買の園出を廃止します
国施行日 に施行され｛.）予定（今後政令で規定）

。
電動フ）7＇，ノ付審呼畷周保護奥が

型式検定譲渡制限ω対象J；なりまd
圃h包tJ l.::l （こhi!!ii δI l るす勺主（／7j~119 わてμ心1ご）

域

｜ ゆ厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

厚生労働省のホームペーラちご覧ください。
htto://www mhlw口o.io/stf/seisakunitsuite/bunva/kovouroudou/roudoukiiun/anz巴n/an－巴ihou/



0労働安全衛生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

（平成二十六年四月八日参議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきで

ある。

ー リスクアセスメントの義務化については、化学物質のリスクに対する事業

者の認識を高めるよう制度の周知を図るとともに、事業者の取組状況を把握

し、適宜、化学物質管理対策にいかすこと。

ニ ストレスチェック制度については、労働者個人が特定されずに職場ごとの

ストレスの状況を事業者が把握し、職場環境の改善を図る仕組みを検討する

こと。また、小規模事業場のメンタルヘルス対策について、産業保健活動総

合支援事業による体制整備など必要な支援を行うこと。

三 受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは「たばこの規制に関する世界保健

機関枠組条約」においても明示されており、また「二O二O年までに受動喫

煙のない職場を実現すること」が政府の目標となっていることも踏まえ、受

動喫煙の防止のための設備の設置を促進するための援助に必要な予算措置を

講じ、中小企業に対する支援に努めるとともに、本法律の施行状況を見つつ、

受動喫煙防止対策の在り方について検討すること。

四 重大な労働災害を繰り返す企業への対応については、今回の改善計画制度

を着実に実施する一方、当該企業の個別事業場の法令違反に対しては、引き

続き、厳格に対応すること。

五 外国に立地する検査 M 検定機関の登録制度については、圏内の検査・検定

機関と同等の機能性 R安全性を担保するよう、厳格に運用すること。

i 六 一定の規模以上の工場の新設等に係る事前届出規制の廃止については、廃

止による影響を把握し、労働者の安全衛生を担保できないと判断できる場合

には、廃止の見直しを含め、適切に対応すること。

七 一般の労働者の口腔の健康を保持することの重要性に鑑み、第百七十七回

国会において本委員会提出により成立した歯科口腔保健の推進に関する法律

の趣旨も踏まえ、業務と歯科疾患の関連についての知見の収集に努め、収集

した知見をもとに、労使関係者の理解を得つつ、職域における歯科保健対策

について具体的に検討を行うこと。
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0労働安全衛生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

（平成二十六年六月十八日衆議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきで

ある。

ー リスクアセスメントの義務化については、化学物質のリスクに対する事業

者の認識を高めるよう制度の周知を図るとともに、事業者の取組状況を把握

し、適宜、化学物質管理対策に活かすこと。

ニ ストレスチェック制度は、精神疾患の発見でなく、メンタルヘルス不調の

未然防止を主たる目的とする位置付けであることを明確にし、事業者及び労

働者に誤解を招くことのないようにするとともに、ストレスチェック制度の

実施に当たっては、労働者の意向が十分に尊重されるよう、事業者が行う検

査を受けないことを選んだ労働者が、それを理由に不利益な取扱いを受ける

ことのないようにすること。また、検査項目については、その信頼性掴妥当

性を十分に検討し、検査の実施が職場の混乱や労働者の不利益を招くことが

ないようにすること。

三 ストレスチェック制度については、労働者個人が特定されずに職場ごとの

ストレスの状況を事業者が把握し、職場環境の改善を図る仕組みを検討する

こと。また、小規模事業場のメンタルヘルス対策について、産業保健活動総

合支援事業による体制整備など必要な支援を行うこと。

四 受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことが「たばこの規制に関する世界保健

機関枠組条約」に明示されていること及び受動喫煙のない職場を実現すると

の政府の目標に鑑み、受動喫煙の防止のための設備の設置を促進するための

援助に必要な予算措置を講じ、中小企業に対する支援に努めること。また、

本法律の施行状況を見つつ、受動喫煙防止対策の在り方について検討するこ

と。

五 重大な労働災害を繰り返す企業への対応については、今回の改善計画制度

を着実に実施する一方、当該企業の個別事業場の法令違反に対しては、引き

続き、厳格に対応すること。

六 外国に立地する検査・検定機関の登録制度については、圏内の検査・検定

機関と同等の機能性・安全性を担保するよう、厳格に運用すること。

7 



七 一定の規模以上の工場の新設等に係る事前届出規制の廃止については、廃

止による影響を把握し、労働者の安全衛生を担保できないと判断できる場合

には、廃止の見直しを含め、適切に対応すること。

八 全ての労働者の口腰の健康を保持することの重要性に鑑み、歯科口腔保健

の推進に関する法律の趣旨も踏まえ、業務と歯科疾患の関連についての知見

の収集に努め、収集した知見をもとに、労使関係者の理解を得つつ、職域に

おける歯科保健対策（歯科検診のあり方、産業歯科医の位置づけ等）につい

て具体的に検討を行うこと。

九 じん肺法施行後五十年以上を経過した今なお、多《の粉じん職場でじん肺

が発生し続けていることを踏まえ、事業者への対策及び作業員への安全教育

の徹底を図ること。また、東日本大震災によるがれき処理や復興に向けた作

業現場における粉じんやアスベスト被害防止のため、作業員への防じんマス

クの着用や安全教育などの対策を十分に行うこと。

8 



厚生労働省安全衛生部計画課

平成年月日 ぞう厚生労働省

化学物質による健康被害が問脳となった/l!J.1~；がん事案の発生や、精神附容を原因とする労災認定件数の精力｜！など、
最近の社会情勢の変化や労働災容の!fv1向に即応し、労働者の安全と健康のY(1保対策をーl罰充実するための改正

1 

同 2 ストレスチヱツク及び面筏指導の実施 ー－－ーーーーーー－ー－－ーーーーーー－－ーーーー－ーーー聞~田ー『
IF＇c百司詰寄琵頭市扇 E志百古田苗百逗詰函？総制御ill溜§I]慌掘搬出制他民病捌低温盟友泊四瑚砂I
II ＆説7区岡樹液滞日i広l€司M矧訟僅総括~IWJ古紙.＂Ji] ・・- l 
It @ （［泊三五斗＝手掛日~~m1 '&ii出誕ゆ制抑制b娼！論Jヨ百回巡回醍高温跡倒錯臼；五蹴；翠嵐地 Jふj

用 3.受動喫煙防止措置の努力義務 ーーーー田ーーーーーーー田ー－－－ー田ーー－ー~・E・－田
｜冶在閑語耐T；正義側支脚本.1問問担制：国溺噛却鰯縦断私 守司

時輯鞠韓臨融関覇鱒醐朝鴨｜
開 条第1項に基づく届出の廃止 戸一一一一~『

bは御一世間跡｛；氏側恥邸福間鰍珊白臨離制捌抽。 ：副

施行期日：平成26年6月25日（公布日）から、それぞれ5、6は6か月、3・4・7は1年、 21ま1年6か月、 11;1:2年以内で政令で定める日
9 



［ 改正事項の施行田 l 
安衛法の改正事項の施行日は、以下施行期日までの聞に政令で定める日となる。

I 施行予定 ｜ 改正事項 I 

:i ；，司宮脇盛百年明嘱衛事：！母願倍

率成26年12月までに施行

－F
3一

3 

0特に危険・有害な物質とされている特別規則の物質以外でも、使用量や使用法に
よっては労働者の安全や健康に害を及ぼすおそれがあり、対策を強化する必要。
（胆管がん事案の原因物質は発生時は特別規則以外。）

平成，；27年6丹までI~施符

6 

7 

暗闇鱒購麟韓関院宵！？世相購締轡鶴瞬r
4 重大な労働災害を繰り題す企業への対応 平成27年6月までに施行

.＜！糊糊蜘錦繍棚機瞬時 l

付呼眼用保櫨具の型式検定

【化学物質のリスクに応じた規制の体系】

4 

施行後

10 

E冨冨・
現行

竃彊冨置



[ 1. 化学物質のリスクアセスメントの条文 ］ 

「実施すべき事業者 ］ 
対象の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者（業種、規模を聞
わなしりが行わなければならない。

~ 
安全データシート（SOS）の交伺義務の対象である640物質。

－軍軍謹週・
新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時など、従来の労働
安全衛生法第28条の2に基づくリスクアセスメツトの実施時期を基本
として今後省令で定める予定。

j隣組醐幽盟曲語詞魁齢亙謡盈溢魁議崎監語誌関二日；；；；；山二：；；；；－；；~－－

~o 全体としては44%が実施している。平成23年と平成1砕を比較すると4鵬横ばい。 : 

10 事業場規模別に見ると、 500人以上の事業場では約7割だが、 50人未満では3害l～4割と中小企業の取組が l
I 遅れてい否。 I 

・平成23年度

5 

圏平成18年度

61.6噛

69.B崎

70.1拍

47.9哨

10～ 29名

50～99名

100～299名

500～999名

1000名以よ

Z十

30～ 49名

300～499名

事
業
所
規
模

6 

70拓 自口同

RA実施率（%）

6日明50帖40唱

11 

30~色20崎

（資料出所）労働災害防止対策等重点調査報告（平成23年）
労働環境調査報告（平成18年）
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［ ろ化学物質の均一以マト俗宗（その幻ーゴ

ーマー－" l 三.. .～＇ .' '• ' 
・＇神的山 μ ！ ！ 均一A九 ム 4 c ιd 小 一 日 ι.. "' n，～......ι＂＇ A時

瓦
止
リスクアセスメントの結果に基づく措置は、

》労働安全衛生j去に基づく労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規
則等の特別規則に規定がある揚合は、当該規定に基づく措置を講じる
ことが必要。

〉法令に規定がないi君合は、結果を踏まえた事業者の判断により、必要
な措置を講じることが努力義務；

7 

第2Z条の3
3 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるちののほ

Y 力、一前ユ項の措置に関して、そーの適切かつ有効な実施を図るため
；必要な指針を公表する：ものとする。

~ 1-厚生労働大臣ぽ、前項ゐ指針！こ従い＼事業者又i誌の；団体に対：｜
し、必要な指導J援助等を行宮ごとができJるよ

ι ' M ー令・＂町山「 A 一一“～」LH い '''""  

「適切かつ有刻な実施を図るだめ必要な指針」

易
施行までに公表

（参考〉化学物質等による危隙性ヌは有害性等の調査等に
関する指針について（18.3.30位け基発第0330004~）

8 
12 



「 リスクアセスメシト及びリスクアセスメ〉ト指針の概要 l 

；嬬糊糊職事
易

特定された危険性又は有害性によって生ずるおそ
れのある負傷又は疾病の重篤度と発生する可能性
の度合を組み合わせたちの

i陣－
以下の情報を入手し、危険性又は有害性を特定す否。

－安全データシート（SDS｝、仕様書、機械・設
備の膚報

－作業標準種、作業手順書
．作業環境測定結果
－災害事例、災害統計 等

－発生するおそれのある負傷・疾病の重篤度と発生の
可能性の度合から見積る．
－化学物質等による疾病では、有害生の度合と
ばく露置を用いる。 （ぱく露限界ち考慮する。）

リスク低減措置の優先順位 ←一一一一一

①危険有害生の高い化学物質等の使用中止
②化学反応プロセス等の運転条件の変更等
③工学的対策（局所俳気装置の設置等）
④管理対策（マニュアル整備等）

仁優先度に対応したリスク低糊置の実施 ⑤個人用保護具の使用 ~ 

， 

' ' ' ' 
’ 

，四四帽’”・ーーー－－－－ーーー・・ーー－－－町四帽開伺帽－－・・ーーー．．”ーーーー，・ー”ーーー・ー”・・ーーーーー・司”ーー－－－－－－ーーーーー司両国M ・ーー，司開・・ーーーー同開帽ω ・司－－－－－－－－－－－－－－－ー、

「化学物質リスク簡易碑価法」とは・．
リスクアセスメント実胞のためのツールであり、一定の項目（以下の項目）を入力すると講ずべき指置が示され否ちの
（厚生剣動省ホームペーラ内「職場のあんぜんサイト」で公開）

項目 入力項目

化学物質名 I (SDSを確偲して入力．簡易名で右可）
一ーー戸－－－－ーー－－－－－－－…一一一一一一，－－－－－－一ーーー－－－一一一一一一一一一一一
作業内容（i巽択式） ｜貯蔵・保管、野積み、粉じん処理、充筑及び輸送、移送及び輸送、充嶋、計盤、混

1合、選別、塗装、洗浄及びメνキ、乾燥、成形、その他

[J~空塑i~堕型亡二二二二二二二二ープゴ プ］
（事業場ごとに入力）

: f I担級彊単仲｛選択式1 1液体：kE単位人 S単位人 me単位
I 1粉体：トン単位、キログラム単位、グラム単位

！［講ず反き掻置 lo他制時期質への代替化
I Io全体換気、局所排気装置の設置等 I 

、

I Io呼吸用保護具の使用 ｜ 

',_1.:・－－－’開開園－－－－・網”・”“－－回ー－－－－－－ー‘”ー－－－帽圃岨－＇－－－ －ーー司例制帽－－－－司唱・・回国ーーー・司・・回ーー”・・－－－－－同嗣聞・ーーーー田司困司圃ーーー縄開－－同開幽恒司開品。
13 



（ リスクアセスメシト離間する相談窓口、軒爾ごま事支夜一一「

SOS・ラベル
を作成

譲渡提供先
（使用者等）

… … 
目＂、zττ1.!!..・~ nu … 一一

リスクアセスメント
を実施

1.相談窓口（コールセシター）を設置し、電話やメール等で相談を受付
sosやラペルの作成、リスクアセスメシ卜（「化学物質リスク簡易評価法」の使い方等）

※「化学物質リスク簡易評価法Jの支援サービス r一一一一
セシターが入力を支援し、評価結果をメール等で通知

について

＂＂＂＇~＂ 使用輔、作織内書籍.~.がJ .. , ・＂＇~＇~戸山由盟四叩問問押細川~＇：＞

_,,,_, - I .. a毘‘守、 J ≪ι臼浬叫緬潤－町‘白a“川4

<.. } ~ 、 醇価結果を通知
・4 『 ｛メーJ仏 FAX)

入力を支慢

・’＇＂＂＂＇胃....戸市 日イ

~－ 1~妥当主；；ー1
！医j:'il)i;

:1 よ•；巴Iι 引 ＝ ご口

2.専門家によるリスクアセスメシトの訪問支援
相談窓口における相談の結果、事業場の要望に応じて専門家を派遣、
リスクアセスメン卜の実施を支援

， 
h陣

織3.好事例集の作成・公表
訪問指導を通じて改善された事案を好事例としてとりまとめて、事業者が
I)スクアセスメントを実施するための参考資料として公表

11 

J【背景1
i 0 平成24年度の精神障害に関する轄の労災請求慨は、日57件で高水準で推移。 : 
10 支給決定（認定）件数は前年度比150件憎の475件で過去最多の件数。
10 支給決定（認定）された475件のうち、未遂を含む自殺件数は93件。
~ －［祥］ーーーー回目ーーーーーー田ーーーーー－－ --－目ーーーーーーーーーーーーーーーー－ －園田 F
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。
H12年 H13年 H14年 HlS年 Hl6年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年
度度度度度度度度度度度度度度

！労働者がメンタルヘルス不調に陥ることを未然に防止するためには、労働者自身のストレスへの 1
1気付きを促すととちに、ストレスの原因となるH能場環境の改善につなげることが重要である。 I 

lこのため、ストレスチェック制度を創設することとし、メンタルヘルス不調の未然防止（一次予；
l防）のための取組みを強化するごととした。
L－－－ーーーーーーーーー回目ーー田ーーーーーーー回目ーーーー四－－ー田ー四ーーー－ －園田也

14 



[ 2. ストレスチエvク及び面接指導の条文 」

〉労働者50人未満の事業揚は当分の閏努力義務。
》検査の対象者は常時使用する労働者。
〉検査項目は、 「職業性ストレス簡易調査票」 (57項目による検査〉を

参考とし、今後標準的な項目を示す予定。
》検査の頻度は1年ごとに1固とすることを想定。

〉ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師
のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。

13 

一一一一一一一一一一一一一
輔聞置量盟趨嵐臨晶趨幽幽幽幽

※1 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者など
を含める予定。

※2 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮レ、就業揚所の変更、作業
の転換、強働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うこと。
なお、大臣が就業上の措置に関する指針を定める予定。
（参者〉健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 CH20.1.31公示〕

15 
14 



ストレスチエvクの流れ ] 
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1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない

2. 時間内に仕事が処理しきれない

3. 一生懸命働かなければならない

4. かなり注意を集中す吾必要があ吾ー

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ

6. 勤務時間中はいっち仕事のことを考えていなければな8ない

7. からだを大変よく使う仕事だ

8. 自分のペースで仕事ができる

9目 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる

10.職場の仕事の方針に自分の意見在反映でき吾

11.自分の技能や知閣を仕事で使うことが少ない

12目私の部署内で意見のくい遣いがある

13.私の部署と他の部署とはうまが合わない

14.私の職場の雰囲気は友好的である

15.私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない

16目仕事の内容は自分にあっている

17.働きがいのあ否仕事だ

日最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最ちあて
はま否ちのにOを付けてください。

1. 活気がわいてくる

2. 元気がいっぱいだ

3. 生き生きする

4. 怒りを感じる

5. 内心腹立たレい

6. イライラしている

7. ひどく疲れた

8. へとへとだ

9. だるい

10目気がはりつめている

11.不安だ

12目落着かない

連携

21目頭が重かったり頭痛がする

22.菖筋や肩がこる

23.腰が痛い

24.目が疲れ否

25.動惇や息切れがする

26.胃腸の具合が悪い

27.食欲力沿い

28.便秘や下痢をする

29.よくE尉1ない

Cあなたの周りの方々についてうかがいます．最ちあてはまるもの
にOを付けてください。
次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか？

1. 上司
2. 職場の同僚
3. 配偶者、家鼠友人等
あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか7
4. 上司
王 職場の同僚
6. 配偶者、家族、友人等
あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいて
くれますか？
7. 上司
8. 職場の同僚
9. 配偶者、家族、友人等 …出…
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D満足度について

1. 仕事に満足だ

2. 家庭生活に満足だ
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（ ブ引シ一保護不利益取扱の防止 ｜ 
～ストレスチェック及び面接指導を安心して受けていただくために～ ！ 

① 第66条の10の規定〈前述〉
・労働者に受診義務はない。
・労働者の同意なく、結果が事業者に通知されることはない。

（第66条の10第21頁〉
・面接指導を申し出たことによる不利益取扱いは禁止。

〈第66条の10第31頁〉

③指針等
・ストレスチェックやその結果を踏まえた面接指導について不利益な
取扱いと考えられるものを指針等で示す。

17 
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0メンタルヘルス不調の未然防止のためには、①職場環境の改善等により心理的負担を軽減さぜるこ
と｛職場環境改善｝②労働者のストレスマネヲメントの向上を促すこと（セルフケア）が重要。

0このため、ストレスチェック制度を設け、労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや、
職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止のための取組（一次予防）を強化する。

18 
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メシタルヘルス対策の取組の現状 I 
~－凶】】ーーー出回－ - － 国国 ι 」岨 - － 】 国 】凶 M ... ... ... ... －－－－－－－－－－－－－－－凶 盲圃圃凶

I Oメンタルヘルス対策（下のうちいずれか）に取り組んでいる事業場の割合は47.2拍（平成24年） ． 
~ 労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査している事業場は旦盟 ' i 

メシタルヘルス対策について、安全衛生委員会等での調査審議

メンヲJνリレスケアに関する問題点在解決するため叩計画の策定と実施

メンヲ）~川レスケアの実務在行う担当者の選任

労働者への教育研修・情報提供

管理監督者への教育研修・情報提供

事業所内の産業保健スタッフへの教育・情報提供

職場環境等の評価及び改善

労働者か告の相談対応の体制整備

健康診断後の保健指導におけるメンタルへんスケアの実施

社内のメンヲJI/、ルスケア窓口の設置

社外のメシヲ＇J0Jレスケア窓口の設置 1

誠司H成19年のみ飼査した項目

図H19年

日H24年 l

0.0 s.o 10.0 15.0 20 0 25.0 

※平成19・24年労働者健康状況調査（労働者10人以上の事業所に対して調査） （%） 

0 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳j

時扇面示L記長jし示通詞扇風一 つ明許可明一
；；甥f想浮島三基献日識 I !I i .. ；：~i:.::1：·；；·：，·；~ •·• 。；＇！：
O事業揚の取組事例 I ド即断1，，＿.，，：日；；；巴
O各種支援．助成制度 I l～ 

O専門の相談機関や医療機関 ｜ い{,l；・：：.」＇＂，雪：一；一 L叫叫

I H仰， ・'1 ~~ •. r.:o ：；瓜 d

0統計情報 I 1日号訴汚品主＃ふ芸評；
O関係行政機関の情報 等 ｜ 」1而刀両面五O←耐w.両p/

O 職場のパワーハラスメントの予防聞解決に向けたポータルサイト

「みんなでなくそう！職場のパワーハラスメントあかるい職場応援団j

職場のパワーハラスメントに関する情報提供を
実施

0パワーハラスメントlご関する基礎知識
O事業揚の取組事例
0裁判事例
O統計情報 等 一~1:t

18 

場面白~
I~魚3：ニチ
I Y＂＇＇＇＇＂可 i~1f:.i（五五~ "=:"'' }j 

一 ≪==- P」2竺笠主主主P剛一

＂＂＇－ーー一日句盟主主主 L一一一一一－ E出羽ι回司
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l 3.受動喫煙防止措置の努力義務 ］ 

【背嚢】受動喫煙を受けている労働者の割合
－事業所規模が小さいほど、受動喫煙を受けている労働者の割合は高い傾向にある。

（%） 100 80 60 40 20 。
I
t
E
E
l－4
t
v
Bト
P
吋
炉

rtuL

体

上

人

全

以

ぬ
は

ぬ
α
～
 

n
u
u
n
u
 

z
、
nunu 

全体（平成24年度）

500～999人

300～499人

100～299人

［出典I平成24年労働苛他1；）（状況制'i't

21 

一一一一）一一 一一一－ ＂＇＂＂~＇·ト

I OH23→H24で全面禁煙・空間分煙で対策を行っている事業主が大幅に増加。

~o事業場規模が大きいほど対策は進んでいるが、事業場規模が小さくなるほど全面禁煙を行っている事業場は多い。 ； 

690 

63 1 

83 6 

812 

75 3 

89 2 

58.7 「~ 1: 

--fl参考；ーキ鴻1ま”23$ゐ扇蚕E抗E板” H

（羽。80 60 空間分煙40 20 全面続短
。

50-99人

30～49人

事車所E十

500～999人

300～499人

100～299人

5000人以上

1000-4999人

10～2目人
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［ 【背嚢】受動喫煙防止対策への取組上の問題点 寸
「o事業場における受動喫煙防止対策の取組について問題点があると回答した事業所は48.2%。 -. 
E問題の内容として、 「受動喫煙に対する喫煙者の1里解が得られないj、 「顧客に喫煙をやめさせるのが困難であ！
：るJ等が挙げられており、受動喫煙防止対策の必要性について、さらなる周知啓発が必要な状況となっている。 ； 

問題があると回答した事業所（48.2%）の問題の内容
（問題があると回答した事業所を100とした場合の%）

,:o : : ＇＇＞～ ・20. '. ' 一柑＂・＂＇：.句 、~（%）
' ギー一ー一ー竺＝＇・ ' 二土♂＆ ← ＇卜J、

i矧説得l制棚田理解畑付こ二二二二」制 ~ 140.~ [': 

腿からのた彼煙棚1続量抑止が固蝿片＝＝「す!!!!!!J!!!!!!!!盟割引 l
聞書に崎をやめ捕の細附る山田 12.3 制

服制Mース川町臼 I 29,4 

唖

施設上由制曲

呈動蝉防止封盟《の取淵同附村郁、日Ii ； 
取り組む減岐阜じ主い戸内日

＼一一一一一一主主一二一印刷上4 巴10-29人

労働者が望む受動喫煙防止対策

空間分煙を望
む労働者

I O敷ttEi内全面禁煙と屋内全面禁煙（屋外喫煙可）を合わせた全面禁煙を望む労働者は約43%、喫煙室を用いた空間 ： 
！ 分煙を望む労働者は約35%であり、約8割の労働者が全面禁煙又は空間分煙を望んでいる。 i 
』 田ー四ー園田園ーーーーーー四ーー回目ーーーーーーーーーーー園田ーーーー四ーーーーーーー回目－ --"23' 

第~8条の 2 （受動喫煙の防止｝

事業者は、労働者の受動喫煙f室内又はこれに準ずる環境においi

｜℃他人のたばこの煙を吸わされることをいうo第一第1項に
おいを画。。うιを防止するため、；当該事業者及獄事 E ゎ実情！こ

l 応じ通切な措置を講ずるようき努めるちの注意るヨ~ : "'・' 

20 



［ 職場における受動喫煙防止対策の支援事業 ｜ 
( 1 ）受動喫煙防止対策助成金

すべての業種の中小企業事業主
喫煙室の設置のための費用

換気装置の設置等の受動喫煙を低減する措置の費用（飲食店・宿泊業を営む事業場に限定）
受動喫煙防止対策のための費用の 1/2 （上限200万円） ふγ
各都道府県労働局健康主務課 l臨
※ 平成25年度から以下のとおり支給要件を見直した． 組

対象事業主目飲食店、宿泊業等に限定→すべての業種に拡大 咽ー幅l

助成率 目1/4→1/2に拡充
※ 平成26年7月から以下のとおり支給要件を見直した．

助成対象 ・「換気装置の段置等の受動喫煙を低減する措置」を追加

(2）受動喫煙防止対策に関す否相談窓口

0対象事業主
O助成対象

0助成率、助成額

O問い合わせ先

IMI 
0 喫煙室の設置、飲食店の喫煙エリアにおける浮遊粉じんの濃度基準への対応など各種相献について、

専門家による電話相談を実施。
0 依頼者の希望に応じて、実地指導も実施。
0 平成25年度から、経営者、人事担当及び安全衛生担当者を対象とした受動喫煙防止対策に関する説明会を実施。
0 費用は無料（電話相談、実地指導及び説明会参加のいずれも）

（平成26年度事業受託業者株式会社イン告ーリスヴ総研）

(3）たばこ煙の濃度等の測定機器の貸出

0 職場の空気環境を確認するために、たばこ煙の濃度や喫煙室の換気の状態を測定
する機器（粉じん計、風速計）の貸し出しを実施。

0 依頼者の希望に応じて、貸出機器の使い方を電話・実地で説明。
0 貸出費用は無料（平成26年度から機器の往復の送料も無料）

（平成26年度事業安託業者・柴田科学株式会社）

詳細については、厚生泊働省車的匂 v・ (http，伽刷w.mhlw.go.jpbunya/roudoukijun/jigyousya kitsuer巾oushi／）を参照レてください。

r~＂~つ·：'I~鴎蔽欝都議事砿辺部一…プ

！~ 戸叩宇 I 

B造船所

平成23年
H営業所 4月27日

広
U

申

玄

「

4

さ
れ
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「 --4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応の条文 ］ 

ー でミ 1「 一 一 一

一 ..ゐ同省働四ムー...：.......I

※1今後定める予定で、例えば、死亡災害、障害等級第1級～第7級に
相当する労働災害を想定。

※2今後定める予定で、例えば、法令に違反し、 3年間に同一企業の複数の
事業揚で同様の災害が発生レた揚合などを想定。

作成しない

園園田

実施しない

22 

27 
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［ 5・第88条第1頃に基づく計画届の廃止 J 

機械等の事前届出規制

①規模の大きい工場等で生産ライ
ン等を新設・変更する場合は事串
届出

②危険な機械等を設置・移転等す
る場合は事前届出

③大規模建設工事は事前届出

④一定規模以上の建設工事は事前
届出

！現
；状
！維
i持

廃止

②危険な機械等を設置・移転等する
場合は事前届出

③大規摸建設工事は事前届出

④一定規模以上の建設工事は事前届
出

29 

105~ ファン付J昔日事：腐保護口走涜別表第2（第42条関係）、法別；
表語4.（錆44集のゑ樹首；剰に！加する。 ！ 

これによっ：譲渡竺制限の対象及？型式検定の対象宇な号。一 !I 
電動ファン付き呼吸用保護具は、特に粉じん濃度が高くなるおそれがある次の作

業での使用が義務付けられている。
》 粉じん障害防止規則：ずい道の建設の作業のうち、 コンクリー卜を吹き付ける
場所における作業など

》 石綿障害予防規則：吹き付けられた石綿の除去の作業
〉 特定化学物質障害予防規則：インラウム化合物を製造し文は取り扱う作業（作
業環境測定の結果で濃度が一定以上のもの）

ふ勺~i;;c；；君lll~語、ー閉 黒人J是~ii；：ぬih ,11：謹遮盟店事誕詰臨塞副議？総説記1A0'.附J\rt;i~秘話雌
除機縦縞組踊画撮楢醐嵐盈絹紬融調掛踊揃雌隔蕗檎湖幽蹴強燃鰍 11 （譲渡等の制限について）

主こ電動ファン、ろ過 , 「＼ 11 法第42条において、別表第2IC:掲げ否樹品等で政令で定めるものにつ
＇.~て土＇.：°＇：＂＇＇ ::: .：.二＼三日 ¥ I lいて、その種類に応じて、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具
材、面体から構成 さ れ i .-A I l備しなければ、譲渡、貸与、設置をしてはならないこととされている

環境空気中型有害物望を 定一一＼ 11 （型式検定について）
除去した空気を装着者ヘ 、_ 1 11 法第44条の2において、法第42条の附晶、器具その他の設備似下
供給するろ過式呼 吸用保 、81 II 「機械等」という。）のうち、法別表滞41こ掲げる樹店等で政令で定
護具。古 体 内 が 慨にな 必r>' 11 め砧のを製齢、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた
竺で。 ？：！と： ，＇：＿＂ 明占』。、 a副思 II 者（登録型式検定機関）が行ラ当該機械等の型式についての検定
ることが特徴。 ・ 也 </ )lけなけれ蹴らないこととされている。 3Q 



［ 7 外国に立地する検査機関の間一一－「

登録を受けた外国立地機関の検査・検定を受けた機械等は、圏内で改めて
検査・検定を受ける必要はない。（労働基準監督署が行う落成検査は受け
る必要あり。）

輸出時の機械等の検査・検定の流れ

／日本圏内町、1 ／ 外国 ＇~ 

③輸出
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労働安全衛生法改正の施行スケジューjレ（案）

園菌
6月

H26年12月までに施行

H27年6月までに施行

．外国検査・検定機関
．特別安全衛生改善計画
圃受動喫煙防止

H27年12月まで

巨盈丘

H28年6月までに施行

．リスクアセスメント
－ラベル

4月

E
E
E
E
E
E
E
E
 

12月6月4月

〔計臨届（蹴項）の
廃止

〔電動ファン付呼吸用〕
保護具 j 

I 
I 

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
Z
E
E
－
E
E
 

問
一

一一噛一一一一ザ

［~~＝査・検定機関）

義国改
設

生

創

衛
の

会
度

安
制

別
画

特
計

f
i
l
l－
－

L同
町

〔受動喫煙防止の努
力義務化

E
E
E
E
E
B
E
E
S
E
 

唱~. 一一一～

〔 ~~iTI'Y＇／制度〕

〔鉱セスメン叶

〔ラベル成分削除

［ラペ州象物拡大
※政令改正事項（H25.12

の審議会建議iこ記載｝
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,_, 
－、』

労働安全衛生法の一部を改正する法律の再検討の経緯について

~ 1 .労働安全衛生法改正案の経緯 ］ 
一一一一

平成22年12月
平成23年12月
平成24年 8月
平成24年11月

労働政策審議会建議

国会提出

衆・厚労委で提案理由説明

衆議院解散により廃案
〆

r 2.建議後の労働安全衛生を巡る動き ］ 
労働災害が3年連続増加

、印刷業における胆管がん問題

・圃・・・『『司＿..........－

第12次労働災害防止計画を策定（平成25年2月）

r 3.労働政策審議会や国会における審議等 ） 

｜安衛法改正案の概要｜

0 ストレスチェックの義務化による

メンタルヘルス対策の強化

0 全面禁煙文は空間分煙の義務化

による受動喫煙防止対策の強化

。電動ファン付き呼吸用保護具を

型式検定対象等に追加

・平成25年6月10日から第12次労働災害防止計画の検討事項などについて議論を開始

．平成25年12月24日に報告書をとりまとめ、労働政策審議会建議

・平成26年1月23日に労働安全衛生法改正法律案要綱の諮問、 2月4日に答申

冨平成26年3月13日に国会提出

・平成26年6月19日に衆議院本会議で成立（参先議のため）、 6月25日に公布
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の追加

※第179回国会にメン告ルヘルス対策、受動喫煙防止対策などを内容とする労働安全衛生；去の一部を改正する法律案を提出し、第181回国会で衆議院の解散により審議されず廃案となった。



都道府県労働局長殿

基発 06 2 5第4号

平成 26年 6月 25日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労働安全衛生法の一部を改正する法律について

労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成 26年法律第 82号。以下「改正

法」としづ。）については、本年3月 13日に第 186回国会に提出され、 6月 19

日に可決成立し、本日公布されたところである。

近年、事業場で使用される化学物質の数が年々増加する中、その危険性又は

有害性の調査等、事業者の化学物質管理が適切に行われていないことを原因と

する労働災害：が依然として多く発生している。また、労働者が職場から受りる

ストレスは商い状況で挽移しており、精神障害を原因とする労災給付の支給決、

定の件数は年々地加している状況である。さらに、同一企業の異なる事業場に

おいて、同様の重大な労働災害が繰り返し発生する事案が生じており、企業全

体で安全衛生の改善を図ることが必要となっている。

改正法は、こうした最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働

者の安全と健康を碓保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを

目的としており、その主たる内容は下記のとおりである。また、改正法の施行

期日は、その内容に応じて、改正法の公布の日から起算して6月、 1年、 1年

6月又は2年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

改正法の施行のために必要な関係政省令等については、今後、労使等の関係

者の意見を聴きつつ検討することとしている。貴職におかれては、改正法の円

滑な施行に万全を期すため、以上のことを十分御理解の上、所要の準備に努め

られたい。

言己

第 1 外国登録製造時等検査機関等

1 登録製造時等検査機関に対する適合命令及び改善命令に係る規定は、外
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固にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関

（以下「外国登録製造時等検査機関Jという。）について準用するものとし

たこと。この場合において、これらの規定中「命ずるJとあるのは、「請求

するJと読み替えるものとしたこと。（第 52条の 3関係）

2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次のいずれかに該当する

に至ったときは、その登録を取り消すことができるものとしたこと。（第 53

条第2項関係）

(1) 登録製造時等検査機関の登録の欠格事由等に該当するとき。

(2) 1により読み替えて準用する適合命令及び改善命令に係る規定によ

る請求に応じなかったとき。

(3) 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が（1）又は（2）のい

ずれかに該当すると認めて、 6月を超えない範囲内で期間を定めて製造

時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請

求に応じなかったとき。

(4) 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を

確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検

査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係

のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、そ

の立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質

問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

(5) 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外

国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合におい

て、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

(6) 3による費用の負担をしないとき。

3 2の（4）の検査に要する費用（政令で定めるものに限る。）は、当該検

査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とするものとしたこと。（第 53

条第3項関係）

4 1から 3までは、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検

定機関について準用するものとしたこと。（第 53条の3、第54条及び第 54

条の2関係）

第2 表示義務の対象物及び通知対象物について事業者の行うべき調査等

1 事業者は、第57条第1項lこ規定する表示義務の対象物及び通知対象物に
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よる危険性又は有害性等を調査しなければならないものとしたこと。（第 57

条の3第1項関係）

2 事業者は、 1による調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく

命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止する

ための必要な措置を講ずるように努めなければならないものとしたこと。

（第57条の 3第2項関係）

3 厚生労働大臣は、 1及び2による措置に関して、その適切かっ有効な実

施を図るため必要な指針を公表するものとしたこと。｛第 57条の3第3項関

係）

4 厚生労働大臣は、 3の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な

指導、援助等を行うことができるものとしたこと。（第 57条の3第4項関係）

5 労働者に危険又は健JJ)ii障害を生ずるおそれのある物を秘渡し、又は提供

する｜燃にその容器又は包装に表示しなければならないこととされているも

ののうち、成分を削除するものとしたこと。（第 57条第1項関係）

第 3 心理的な負担の程度を把握するための検査等

1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、

保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「医師等」という。）による

心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものと

したこと。（第 66条の 10第1項関係、）

2 事業者は、 1による検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定める

ところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるよ

うにしなければならないものとしたこと。この場合において、当該医師等は、

あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、 l当該労働者の検査の

結果を事業者に提供してはならないものとしたこと。（第 66条の 10第2項

関係）

3 事業者は、 2による通知を受けた労働者で、あって、心理的な負担の程度

が労働者の健康の保持を考慮、して厚生労働省令で、定める要件に該当するも

のが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該

申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による

31 



面接指導を行わなければならないものとしたこと。この場合において、事業

者は、労働者が当該申出をしたことを理由。として、当該労働者に対し、不利

益な取扱いをしてはならないものとしたこと。（第66条の 10第3項関係）

4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、 3の面接指導の結果を

記録しておかなければならないものとしたこと。（第66条の10第4項関係）

5 事業者は、 3の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持する

ために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意

見を聴かなければならないものとしたこと。（第66条の 10第5項関係）

6 事業者は、 5の医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、

当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短

縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員

会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他

の適切な措置を講じなければならないものとしたこと。（第 66条の 10第6

項関係）

7 厚生労働大臣は、 6により事業者が講ずべき措置の適切かっ有効な実施

を図るため必要な指針を公表するものとしたこと。（第 66条の 10第7項関

係、）

8 厚生労働大臣は、 7の指針を公表した場合において必要があると認める

ときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うこ

とができるものとしたこと。（第 66条の 10第8項関係）

9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する

医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、 2により通知された検

査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の

健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるもの

としたこと。（第66条の 10第9項関係）

10 1の検査又は3の面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関

して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないものとしたこと。（第 104

条関係）
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11 産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場についての 1から

9までの適用については、当分の問、 1のうち「行わなければJとあるのは

「行うよう努めなければ」とするものとしたこと。（附則第4条関係）

第 4 受動喫煙の防止

1 事業者は、労働者の受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他

人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。）を防止するため、当

該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとし

たこと。（第 68条の2関係）

2 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図

るため、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努

めるものとしたこと。（第 71条第1項関係）

第 5 事業場の安全又は衛生に関する改善t昔置等

1 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの（以

下「重大な労働災害Jという。）が発生した場合において、重大な労働災害

の再発を防止するため必嬰がある場合として厚生労働省令で定める場合に

該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対

し、その事業場の安全又は術生に関する改善計画（以下「特別安全衛生改善

計画」という。）を作成し、これを厚生労働大医に提出すべきことを指示す

ることができるものとしたこと。（第 78条第 1項関係）

2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事

業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働

組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過

半数を代表する者の意見を聴かなければならないものとしたこと。（第 78条
第2項関係）

3 1の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければな

らないものとしたこと。（第 78条第3項関係）

4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止

を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、

事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示すること

ができるものとしたこと。（第 78条第4項関係）
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5 厚生労働大臣は、 1又は4に規定する指示を受けた事業者がその指示に

従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が特別安全

衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発

するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再

発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができるものと

したこと。（第 78条第5項関係）

6 厚生労働大臣は、 5の勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、

その旨を公表することができるものとしたこと。（第78条第6項関係）

第6 計画の届出の廃止

第88条第1項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務

を廃止するものとしたこと。（第88条第1項関係）

第7 電動ファン付き呼吸用保護具

1 電動ファン付き呼吸用保護具を、その譲渡、貸与又は設置に際して厚生

労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならないものに追加

するものとしたこと。（別表第2第 16号関係）

2 電動ファン付き呼吸用保護具を、その製造又は輸入に際して厚生労働大

臣の登録を受けた者が行う型式についての検定（以下「型式検定」という。）

を受けなければならないものに追加するものとしたこと。（別表第4第 13号

関係）

3 電動フプン付き呼吸用保護具に係る型式検定を行おうとして2の主主録の

申請をした者（以下「登録申請者」という。）について、厚生労働大圧が必

ず登録をしなければならないものとされるための要件のーっとして、登録申

請者が別表第 14に掲げる設備（材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装

置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏

れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計）

を用いて型式検定を行うものであることを規定するものとしたこと。（別表

第 14関係）

第8 その他

その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。
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第 9 附則

1 施行期日

この法律は、公布の日から起算して 1年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行するものとしたこと。ただし、第9の2の（4）は公布

の日から、第6、第7並びに第9の2の（ 1）から（3）まで及び4の一部

は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら、第3は公布の日から起算して 1年6月を超えない範囲内において政令で

定める日から、第2及び第9の4の一部は公布の日から起算して2年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行するものとしたこと。（附則第

1条関係）

2 経過措置

(1) 第7の施行日前に製造され、又は輸入された電動ファン付き呼吸用

保謎具については、第7の1を適用しないものとし、第7の2の型式検

定を受けることを要しないものとしたこと。（附則第2条及び第3条関

係）

(2) 第6の施行目前に改正前の労働安全術生法iii'488条第 1項の規定によ

り計画の届出をした事業者に係る同条第7項の規定の適用及び労働基

準聡管署長が第6の施行目前にした問項の規定による工事の開始の差

止め又は当該計聞の変更の命令｛同条第1項の規定による届出に係る場

合に限る。）の効力については、なお従前の例によるものとしたこと。（附

則第4条関係）

(3) この法律の施行前にした行為、（2）によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働

安全衛生法第 88条第1項の規定に違反する行為（第6の施行日以後に

した行為のうち、問項に規定する届出をせずに第6の施行日から起算し

て29日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。）に対する

罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。（附則第

5条関係）

( 4) ( 1）から.（3）までのほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定めるものとしたこと。（附則第6条関係）
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3 検討規定

政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとしたこと。（附則第7条関係）

4 関係法律の整備

その他関係法律について、所要の規定の整備を行うものとしたこと。（附

則第8条及び第9条関係）
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都道府県労働局労働基準部長殿

基安言十発 06 2 7第 1号

平成 26年 6月 27日

厚生労働省労働基準局安全衛生部

計画課長

「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の当面の周知等について

「労働安全衛生法の一部を改正する法律J （平成 26年法律第 82号。以下「改正

法」とし、う。）は、平成26年6月 19日に可決成立し、平成 26年6月 25日に公布

され、平成26年6月 25日付基発 0625第4号「労働安全衛生法の一部を改正する法

律について」により、その内容等について、都道府県労働局長宛て通達されたとこ

ろである。

今後、改正法の施行期日や施行に必要な関係政省令等が定められることになるが、

当面の聞の周知については、下記のとおりとするので、述調なきをWlされたい。

1 改正法の周知について

( 1 ）周知する事項

記

ア 労働安全衛生法が改正されたこと。

イ 改正法の内容は、平成26年 6月 25日付基発 0625第4号「労働安全衛生法

の一部を改正する法律について」において示したとおり、以下の（ア）から

（キ）までの内容であること。

（ア）労働者に危険又は健康障害をもたらすおそれのある一定の化学物質につ

いて、危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）を行うことを事

業者に義務付－けたこと

（イ）労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）

等を行うことを事業者に義務付けたこと（従業員 50人未満の事業場に対し

ては、当分の問、努力義務としたこと）

（ウ）重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が企業単位での改善計画の

作成を指示し改善を図らせる仕組みを創設したこと

（エ）受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置を講
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ずることを事業者の努力義務としたこと

（オ）外国に立地する検査・検定機関について、新たに登録を受けられること

としたこと

（カ）改正前の労働安全衛生法第 88条第1項に基づく建設物又は機械等の新

設を行う場合の事前の計画の届出を廃止したこと

（キ）特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられてい

る電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加したこ

と

ウ 具体的な施行期日を定める政令を含め、関係、政省令等については、その内

容ごとに、本年夏頃以降、順次定められる予定であること。

( 2）周知の方法

新制度についての本格的な周知方法は、関係政省令等の制定を踏まえ、追っ

て指示することとしているので、それまでの聞は、別添1の周知用資料の窓口

への設置及び配布、労働局ホームページへの掲載によって行うこと。

事業者団体等が主催する講習会等において改正法を周知する必要のある場合

は、周知用資料を用いて説明すること。

2 問い合わせ・相談への対応について

改正法に関する問い合わせ・相談が寄せられた場合には、周知用資料に記載さ

れた内容の説明までに止め、関係政省令等の内容等それ以上の内容については今

後定められる予定であり、現時点では未定であることを説明し、理解を求めるこ

と。

3 その他

( 1）附帯決議について

国会審議の過程で附帯決議が別添2のとおり決議されていること。

( 2）臨時全国健康安全主務課長会議の開催について

平成26年8月1日（金）に、臨時全国健康安全主務課長会議を開催し、改正

法の内容や留意すべき事項等について説明する予定であること。詳細は別途通

知すること。

( 3）関係政省令等が定められた後の周知等について

労働局主催による説明会の開催等、本格的な周知については、関係、政省令等

の制定に併せて適宜実施することとし、具体的には別途指示すること。
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第 12l央労働災書防止針薗の実施状況（報告）（平成25年度の状況）

平成24年 平成25年 目標（平成29年）

全体 休業4日以上の死傷者数（人） 119,57() 118,157 (1.2%減） 101,640 (15%減）

目標 死亡者数（人） 1,093 1,030 (5.8%減） 929 (15%減）

【第三次産蝶（特に小売難、社会福祉施殿、飲食店｝対策】

休業4日以上の死傷者数（人）

小売業

社会福祉施設

飲食店

［陸上貨物運送’線対策】

目標

目標
陸上貨物運送事業におけあ

休業4日以上の死傷者数（人）

【建餓蝋対策］

平成24年 平成25年

1旦到~808 (2.2%減）

6,480 

4,375 

.駒田盟側側咽
置盟血盟幽週E

前
一
側
一
側
一
輔

、4
J

－0
・－
o一－
o一

戸
ご

nu
一O
－o

庇－

2
一
1τ
．4

押
一
円
一
見
一
∞

一
4
一日一

5

様
一
叫
－
，
一

白一

1

目標（平成29年）

12,451 (10%減）

目標｜ 建設業における死亡者数（人）
平成24年

367 

平成25年 ｜目標（平成29年）

342 (6.8弘滅lI 294 <20%減）
【製造蝋対策］

目標｜ 製造業における死亡者数（人）
平成24年

199 

平成25年 ｜目標（平成29年）

Z曜日l.0°/a.増JI 1s9 <s.%減）

［メンタルヘルス対策］

いる事業場割合

I メンタルヘルス対策に取り組んで｜平成24年
目標

47.2% 

平成25年

集計中

目標（平成29年）

80%以上

【過重労働対策】

回一 l週労働時間60時間以よの雇用者の戸医伊
・1m: I 割合 I .2% 

平成25年

8.8% 

目標（平成29年）

6.5% (30%減）

【化学物質による健康陣膏防止対策】

危険有害性の表示と sosの交付を 1平成24年｜平成25年
目4票｜

行っている化学物質製造者の割合
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【腰痛予防対策】

目標
休業4日以上の死傷者数（人）

社会福祉施設

平成24年｜ 平成25年 ｜目標（平成29年）

6,480 鴎欝塑盤璽麗纏｜ 5,832 (10%）.戚）

【熱中症対策】

口相 lH磁場での熱中症による休業4日
目標 ？ー吻
一一 以上の死傷者数（5年合計値）

【受動喫煙防止対策］

醐で受動喫煙を受けている労働｜平成24年｜平成25年
目標｜

者の割合 I si.8% I 集計中

，． 

平成20年～24年｜ 平成21年～25年 ｜目標（平成25年～29伺

1,948 麟懇盤盟議翻醸｜ 1,558 (20%蹴

目標（平成29年）

15% 
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安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組み（イメージ）

r：！；~翠＆~~~~~~寝室主の確認戸
↓ L取量内容の改善の実施

認定基準を満たさず

書面！とよる審査
（特に必要な場合には実地調査）
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平成26年上半期労働災害発生状況の分析

1 労働災害の発生扶況について

( 1）死亡災害

平成.26年上半期の全産業における互主童盟主は、 437人で、前年同期に比べ

て71人、 19. 4%で大幅に増加している。

業種別で見ると、建設業、第三次産業L製造業、。陸上貨物運送事業の順で災害

が多発している。

事故の型別で毘ると、『墜落・転落1、『交通事故（道路）J、「はさまれ・巻き

込主主Lの順で災害が多発している。

難榔IJ死亡災害罪生状況

ぐ
生直9障に担け昌事故の型別死亡災

害発生状担

I 22 ... 

( 2）死傷災害

平成26年上半期（ 1月から6月末まで）の全産業における死傷者数（休業4

E旦よ2_！ま、 47;.288人で前年同期に比べて 1' 6. 2 5人、立L主登撞担し

ている。

業種別で見ると、第三次産業、製造業、建設業、陸上貨物運送事業のl慎で災害

‘仁 が多発している。

事故の型別で見ると、『転倒j、「墜落・転落I、「はさまれ・巻き込まれJの順

で災害が多発している。

業種別死傷災害発生状況

建設業

15’・

全産業における事故の型別死傷災
害発生状混

その他.. .. 

転伊
W
惜
別

盛

""' 

1 
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2 労働災害ぬ増加要因についゼ • '.,,'. 
( 1 ）死亡者数を，発生月別！こ見ると、平成26年2月及び3月に、前年に比べて顕

著な増加が認められる。．

同様に死傷者数を、発生月別に見ると、平成26年字月l乙前年に比べて顕著な

。増加が認められる。 • ’ ～ 。 ' ' ・' 

こうした状況から、本年における労働災害増加についでは、⑦平成2§年2月

の2図の大雪による交通労働災害や転倒j災害の増加、②消費税増税前の駆げ込み

重重に伴う生産活動や物減量の増加が大きな要因のーっと考え邑れる。

(2）しかじながら、 4月以降の死亡災害、死傷災害の発生状況を見ると、 2月、 3

月程ではないものの、対前年を上回る場合が殆どである。

こめような状況にある要因としては、消費税増税の反動から回復し、経済活動

が一層活発化しているものと考えられ、労働災害防止に向けた速やかな対策の実（ 1
・施が必要I二なっτいる。 ' 

120 ' 1,1却∞

100 t ;' - ' 1.:10000 ' 

1 ... •：園。 I sooo 

40由自由E冒六E
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ぐ

c 

0製造業の災害発生状況 l

7月の月例労働経済報告によると、生産は弱含んでいるとされている、一方、 6

月に発表された労働力調査によると、本年1～5月：においては対前年同月と比し

て製造業の就業者数が増加している。

製造業の労働災害は、死傷災害で平成23年以降減少を続けていたが、製造業で

は、死傷者数は 11,111人となっており、前年同期に比べ45 9人、 4.3% 

土首力日している。

事故の型別では、死傷災害では、「はさまれ・巻き込まれJ、「転倒J、「切れ・こ

ーすれ」の順で災害が多発Lている。前年に比べて、「はさまれも・巻き込まれ｜、「飛

来・落下」、「切れ・こすれJ、の増加が認められる。

起因物別にみると、金属加工用機械、材料、人カ機械工具v木材加工用機械、

動カクレャーン等の増加が認められる。

製造業における事故の型別死傷災
害発生状況

そ町他

41% 

ロ
『盟国 .u 

0% 

2ぬO

2000 

1500 

1000 

500 

。

•H26 

圃E也5

1月 2月 3月 4月 5月 6月

製造業では、死亡者数怯82人となっており、前年同期に比べ9人、 12. 3% 

増加している，o

死亡災害における事故の型別では、「はさま「I 製造業における事故の型別死亡災
．れ・巻き込まれ」、「墜落・転落J、「爆発Jの順｜ 害発生状況

I はさま

で多発し、増加している。「はさまれ・巻き込｜ 抑的 』 a・h れ・制
I ユー－ - 込哀れまれJの災害は、機械を止めずにそうじゃ調整 i 1'0＂＼..－・ 41% 

作業を行い、機械に巻き込まれて被災している

盟主盆ヒ。
また、製造業における死傷災害の発生状況を

みると、食料品製造業が28%を占めている。

これらの災害を防止するため、昨年度に労働

安全衛生規則を改正して、防止対策の推進を図っているところであるが、施行後

間もないこともあって、その成果が十分に現れていないと考えられる。

厚生労働省においては、平成24年4月に努力義務とされた「機械譲渡時におけ

る機械の危険情報の提供Jを促進させるため、機械安全人材の育成のための研修、

機械ユーザーから機械メーカーへの災害情報等のフィードパックを促進するため

の通達を本年4月に発出し、現在、積極的な周知に努めているところである。

3 
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ーまた；次の事例のように、I

・生コシミキサの中で作業Lていたところ、か4はん周の羽に巻き込まれて死

亡した。

・フホークリフトのフオ｝クの部分iと乗って作業をしていたところ墜落じて死

亡した。

コンベア｝の清掃作業中に、ロナラーに巻き込まれて死亡した。

など、作業方法に問題が見られる災害が散見されるところである。

死亡災害の増加の要因としては、消費税増税前の駆け込み需要の影響が考えら

れる0 ・
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製造業月別死亡災害発生状況
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0建設業の災害発生状況

建設業では、死傷者数は6, 9 2 2入となっており、前年同期に比べ26-_9人、

4. 0%増加している。平成23年以降3年連続で増加している。

事故の型別では、「墜落・転溶j、「転倒j、「はさまれ・巻き込京れIの順で多発

している。

墜落・転落の起因物は、屋殺等‘足場等が多く、「はさまれ・巻き込まれJの起

因物は、建設機械古動力運搬機‘（トラジグなど）が多い。。

建陵業における司匹敵の型別死傷災
・害発生状況

その他
41% 

墜事・転
- ......－・』‘樺
_..-,.ae特

園田’ G922入 国 ．

司．．．．．．．．．．． ，はさま
ー‘司．．．．．．． ，れ・畢き

転倒司・－－ 込官れ
11% 12% 

1的0

1400 

1200 
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800 

途絞業月}jlj死傷災害発生制兄

回H26

・E包5制

制

加

。

1月 2月 3月 4月 5月 6月

建設業では、死亡者数は15 9人となっており、前年同期に比べ35人、 28. 

2%増加している。

事故の型別では、「墜落・転落」が 78人（建設業の 49.1%）、「はさまれ・巻き

込まれ」が 24・人（同 15%）となっており、それぞれ、－17人（＋28%）、 16人（＋

200%）増加している。

f墜溶・転落j の起因物を見ると、屋根等、足場、建築物等が多く、大幅に増加

している「はさまれ・巻き込まれj災害の起因物は、建設機械の比率が増加してい e

る。

昨年過去最少タイを記録した建設業の死亡災害であるが、今年は大きく増加して

( いる。

これらの増加の要因の背景には、平成 24年に増加に転じた建設需要が引き続き

a 高水準にあり、これに伴い、特に鉄筋工、型枠工、とび工などの建設技能労働者の

需給状況は逼迫し、若年入職者の減沙等高齢化の進展が見られるなど建設業界を取

り巻く厳しい状況がある。なお、労働災害が増加している要因を事故の型・起因物

別に見ると、従来から問題となってきたものによる災害が増えており、基杢血主主

とが適切に行われていないこと、安全衛生管理活動が低調になっていることが懸念

主主豆L

建設業は、平成 26年Z月及び3月に死亡災害の発生の顕著な増加が認められた

業種である。建設総合統計による出来高をみると、平成26.年1月から 3月までは、

対前年比 10%以上の増加、 4月及び5月においても対前年比で増加を示しており、

消費税の増税前の駆け込み需要による工事量の増加や公共投資が堅調に推移して

いた。このことが死亡災害の増加要因どなった可能ド性がある。

5 
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建設業にお’ける事故の型,SJJ死亡災
害発生状況

その）fill －ー．圃圃』
28% 4・・・・・・・‘

交通事故
（道路1

a・・If is9人司．．． ・・・ a・・
8% Iまさ
れ・巻き
込まれ
15%. 

聾曙・転

落
49%' 

’. 40. 

.. 35 

30 

26 

20 

I~ 

10 

5 

" 0 
1局 2月

6 

48 

, 
..’リ「.• . • 'i 

，． 

建設業月別死亡災害発生状況

3月 4月 5月 6月

•f包6

綱H2~

(1 

、



ぐ

0陸上貨物運送事業の災害発生状況

陸上貨物運送事業の労働災害は、休業4日以上の死傷災害で見ると既に4年連

続で増加している状況にありト死傷者数は5; 8 8 9人となっており、前年同期

に比べ285人＇ 5. lo/o増加している。

事故の型でみると、トラyクの荷台等からの「墜落・転落j災害が全体の30 o/o 

を占めることから、この災害の防止を図る必要がある。

陸上貨物運送業における事故の型
別宛：iii災害発生状況

陸上貨物運送業月別死傷災害発生状況

moo 
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4()(j 
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0 .－－ー「一一丁τ戸亡一「－－－－：：－：；－ :-r「.，. －，－－「

1月 2月 S月 4月 5月 8月

"'H26 
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陸上貨物運送事業では、死亡者数は55λとなっでおりL前年同期に比べ21 

人、 61. 8 %増加Lている。
消費税増税直前の駆け込み需要等により、 3月には前年 2傍超の死亡災害が発

生している。

陸上貨物
運送諜における事故田盛別死亡災

害発生状況

織峨・倒
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f」

。0第三次産業の災害発生状況 f’ , ::・Y＇・；＇＂＜.：・：’T iρ可々トご~＜八川：＼＇~ •, 
－第三次産業では、死傷者数は19, 966λとなっており、前年同期に比べ5

87人、 .3.0 %増加している。

死傷者数を事故の型)jijで見る.！：：，J:藍盟よ、「動作の反動・無理怠姿勢I、f墜溶・

転落』、のj慣で1災害が発生している。
第三次産業についてはえ就業構造の変化に伴う労働者数の増加しているζとの

ほ力、 J第三次産業の特徴として製造業や建設業のように重篤な災害が発生しにく
く、事業者、労働者ともに安全に対する意識が不十分であることなどが、中長期

的な災害増加の一因と考えられるの

第三次産業をさらに細かい業種て具、ると、特に災害の多い「小売業」では7'.8弘

「桂会福祉施設J では 4~ 5話、「飲食店」では6.舗の増加となっている。

第三次産業における事款の型別死
傷災害発生状況

その他
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2月 3月 4月 5月 6月

第三次産業では、死亡者数は92人となっており、前年同期に比べ4人、 4.

2%減少している。

死亡者数を事故の型別で見ると、「交通事故（道路〕」；「墜落，・転落j、「はさま
れ叩・巻き込まれJのJi慎で災害が発生している。

30 （） 
第三次産業.！UIJ;o亡災害発生状況

活三次産業における事故の酬苑
亡災害発生状況

交通事棋
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40% その他
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•H:問、
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。
1月 2月 8月、 4）司 6月

小売業では5;.2, 1 6人の死傷者数で前年比7.8部増加しでおり、事故の型別で

は、」藍盟よ、「交通事故（道路）J、「墜落・転落Jの順で発生している。
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小売業における死傷災害発生状混
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［具体的な事例1
＋遇路に置いた荷物や段差につまずくなどによる

「転倒」

＋営業活動中や配達中の「交通事故J
＋階段や脚立からの「墜落・転落J

社会福祉施設では2,4 4 8人の死傷者数で前年比 4.5%増加しており、事故の

型別では、」藍盤！ょ、「動作の反動、無理な動作」、「交通事故（道路）Jの順で発生

している。

社会福祉施設における死傷災害発
生状況

飲食店では 1,6 3 9人の死傷者数で前年比 6.2出増加しており、事故の型別で

は、よ藍盤lょ、「切れ・こすれJ、「高温・低温の物との接触Jの）I頂で発生している。

［具体的な事例］
＋欄理場等水で濡れている床を滑る、通路に置いたあ

った荷物や段差につまずくなどによる「転倒J
＋調理中に包寸等刃物で手などを切るJ食器の洗浄中

に混入していた割れた食器で手などを切る、また、

稼働中に食品加工用機械の手入れをしようとして
誤ってスライサ｝部分に触れでしまうことによる

「切れ・こすれJ
＋揚げ物調理中に高混のフライヤーの油がはねる、鍋

の運搬時に転倒し、鍋の内容物が身体にかかること
による火傷

〔
伝聞

"" 
突通事前
｛道路J... 

μ 

飲食店における苑備災害発生状況
その他
，.，.ー

「
筒iI・低

111.<0物と
の按肱
18殉

4・・・・・・・・・Iii. ＇輯問
4・・・・・・・田圃・・・・・・・・.36~－ 

圃・・E l 0'9.A. ・・・・

'"' 

［具体的な事例I
＋施設利用者の入浴介助作業中に床が濡れてい

たことや、移動時に段差や物に蹟くことによる
「転倒J

＋施設利用者をベッドから車いすに移乗する際
の「動作の反動・無理な動作Iによる腰痛など
の負傷

＋施設利用者を乗用車で送迎する際に；発生した
F交通事故J

9 
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飽食瞳童の皆様ぬ
1埼玉県肉の労働災害は増加 制

【対前年同期比＋ 9入、4.9%増加】

2機械や道具等での災害に注意！

3・・45（整理・整頓・清掃・清潔）活動で転倒誕 ： 
害を防ごう！

岡削～12 H201-12 
c ... 人．〈叫.•i<n

－ 
平成25.年1～12月に労働災害により被災した死傷者（休業4日以上）は、確定値で 193人と麗

年同時期と比較して9人（＋4.9%）増加。

作業場所の設備・環境改善や採用時の安全衛生教育を実施し、不安全行動を起こさない職場作

りを進めよう！

飲食店における事故の型店i）労働災害内訳t辛勝掬～12月l金制入｝

司切れ、こ柏 崎飼 白紙jj,，鋭掛ij＇~効蝋 唱副総 同州

o~ 10書 2ol ~o陪 40目。 50略 G05・ 705 $0~ 905 100悼

事故の型（種類）5J!Jでは、①道路等での転倒、②包丁等による切れ・こすれ、③作業中のやけど、

④墜落a転落の順。

災害防止の基本となる4S（整理・整頓田清掃・清潔）活動を進めるとともに、作業ごとに安全点検

を行い、設備改善、適正な道具の使用、作業方法の見直しを行い、危険をなくしE封じよう。l

受動喫煙の防止にも留意Lてください。
埼玉労働局では、『埼玉第12次労働災害防止計画』を策定じ、平成25年度ーから5年聞で、盤金

店の労働災害を、20%以上（H29/H24比）減少する目標に向け、取り組んでいます。

(" ,,, ,,.,,...,. ＂＂＇唱 先転倒】①キッチンカウンターから客席へ出ょうとしたところ、ドアの仕切に足
. 

を引っ掛け蹟から倒れて受傷、顔面挫傷で1か月の休業（女・64歳）

②出勤時‘！とリンクパーの床がぬれていたため足を滑らせ転倒、左足

首を骨折、1か月の休業（女26.歳）。

【切れ・ごすれ1豚骨を切っている時、機械カッターの刃部に左手を

入れ左手甲部分を切傷、3か月の重傷（男・22歳）

【火傷】①キッチンガス台付近で、沸騰したそばっゅの鍋を運ぼうとした

’時、手が滑って右足にかけ火傷、3か月の重傷（女・44歳）

②中，筆鍋のj由を熱し鍋を持ち上げようとしたところ、手が滑り左手甲

から手首にかけて火傷、35日の休業（男・.36歳）

。埼玉労働局・労働基準監督署
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1~ ； 4s活動を進めきさしまラ
‘.. ' 

。§

砂川 ． 
h ・

ー， a

「転倒・転落災害及び荷による災害の防止等」に効呆のある活動主し。てィ：4s＜整理・整
。頓［ー清掃・清潔）。活動がありま京。

【整理】必要な物k不要な物に分け、不要な物を処分するρ 。 ’F ＇，一・・＇ ' ‘ '' 唱l’i ' 

’. ，・..＇

①工不区場域要長’本ご等物とが、のに定廃、期所棄、属的基従に準巡業の判会し断整が員理がつの掃か状除な況いし占きに要不要を判断物すをる廃責棄す任者を決める。
F進め方 ③ ② 員 、定期的に不要な る

回 をテエックする。
④ 'Tヱツク結果に基づき改善しvまた、必要に応じ廃棄基準を見直す。

【整頓】必要な時に必要な物をすぐ取り出せるよラ、わかりやすく安全な状態で置く

③骨骨①擦置取置現をきき棋り短場出場をく所担所しすや握、ごる置すkすこのるも〈と輸管）〈じ理の晶．ま種担毘い類当、や者置、す必をきい要決場置数め所き量る．方。置をを決宮渓定方め、する使る．閉晴の移動限能も綾川
（種類・量とも り込み、移動im

進め方l

@:I& 以ょのルールに従って登坂する「
⑤定期的I二チェックじ、必要に応じ改善する。

【清掃】身の回りをきれいにし、衣服や作業場のゴミや汚れを取り除く
【清潔】整理呼整頓・清掃を繰り返し、衛生面を確保しィ快適な状態を実現・維持する

：！・ 袋J害防止のポイシト職場を点検しましょう！
， ー一 一一一・一

① 床面、 通路はLくぼみや段差がたを置い設物なもしのなはけく放滑をるい着m置．り用せにてすずーい構造とする。②床の水たまりや氷、滑りやす 、必ず除去する。

転倒災③遜履階路物段、はに階は、段滑、。りいくく、安定し る。害防止④ 滑り止めや手すり
⑤ 、出入口l三物を放置しな
⑤確認してから次の動作に移ること、走らないことを徹底する。

① 機機様擁回檎相様械転のの部のこ巻作分操電動件源止き手込を中力ま順入，にミれ柑ーれや斜注たなを意等甚まL、事のよまける項出、ラに適切な作業帽、 作業服を着用する。機械災 掃除，調整作業を行わない。へ

害防止 g し人れを山、。 ,' 

⑤ 械の 注意事項を克やすい箇所に表示する。

運搬作 使ラ荷台草は押して使う。’

！業る防災に止害よ 。作業場内では台車の通行範囲が作業区域と

の安全を確認する。
i墜落災①踏台 rはしご・脚立は、安定した場所で、正，じい使用方法で用いる。
害防止②倉庫などの高所の床の端には、手すりや柵安設ける。

i安全権進者を選佳し蒙しよう！
平成26年3月28・自に、「安全推進者選任のガイドラインjが策定されました。安全管理体制を充
実し、災害防止活動の実効性を高めて労働災害を減少させることを目的とするものです。
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祉鎖富雄麟震の皆脚＇~4: -" 

1埼玉県内の労働災害が急増l 270 

【対前年同期比＋53入、25.1%増加1 ~： 
2 48（整理a整頓・清掃・清潔）活動で転倒災害誌

を防ぎましょう l
2回

3腰痛予防対策を進めましょうl !so 

14 KY（危険予知）活動を進めましょう！
同4.1～12 同5.1～12

C喝aA.i唱：5.1ffil

平成25年 1ャ12月に労働災害により被災した死傷者（休業.4日以上）は、確定値で264人となっ

ています。前年同時期と比較して＋53人（＋25.1%）と大幅に増加、安全な職場作りが急務です。

社会福祉施設における事故の製別労働災害内部河田急時1-12月：jjl閥均

lロ無理な動作F動怖反動胃岡 崎取れ暗号闘相n・こすれロ瑚事故院の他｜

45 

OS 10覧 ~b員 3(¥jG 40事 50品 的拡 70声 80錨 S叫 100ー

事故の型（種類）}]1］では、①介護中の動作の反動・無理な動作（腰痛）、②廊下、浴室等での転

倒、＠激突され、墜落・転落のJI慎。

動作の反・動・無理な動作（34.1%l と転倒災害（33.~%）の 2つで約 7 害lを占めます。
転倒災害では、半数の死傷者が骨折しており、休業日数も長くなっています。

崎玉労働局では、『埼玉第12次労働災害防止計画』を策定し、平成25年度から5年間で、韮金

福祉施設の労働災害を 10%以上（H29/H24比〉減少する目標に向け取り組んでいます。

ー【災害事例I

(' 

，－一一一ー－ー
【動伐の反動，a無理'fi,割引①ベッドから車イスへの移乗介助時、介護者 a

を抱きかかえ、右足に童心を置いた時に腰を痛め、腰痛で休業90日（59

歳、女） ②入浴介助中に4利用者の体を浴蜘？ら引き上げる際、腰に｜ 建設
負担がかかり腰痛で動けなくなり休業1か月（37歳、女） 親

亡璽里

【転倒】①風呂場から漏汎たサンダルで涜濯室に移動中、滑って転倒、左

手首を骨折し休業2か月（40歳、女）②浴室で利用者の介助のため、小走

りで移動中に足を滑らせ転倒、右膝蓋骨骨折で休業3か月（33歳、女）

【墜落噌刻①階段を2階から1階へ下りる途中足を踏み外し転落、左ひじ骨

折で休業.10日（48歳、男）②脱衣室ペ着替えを届けるために階段を降りた

時、スリッパが滑り階段から転落、腰部と左腕を打撲し休業1か月（29＇歳、男）

』

。埼玉労働局・労働基準監督署

55 

(H26. 4) 



、 t勾活動jを進めj挙以争予（ぞ···~~J;:, ＜~ .• .• •• 
F転倒・転落災害及び荷による災害の防止等Jiこ効果のある渚勤’~~て、·4S （整理i整額面

清掃、R清潔）活動があります。 ． 
【盤理】必要な物と不要な物に分け、l不要な物を処分すること ・
. . 

①施不区題場要委なご鞠がど定iの＝廃鋼、商棄的義属iζ誕磐従乗闘の判員し整断会理が見込のつ鴨状か珍況除い壷L，チを要定ヱきk期にツタ蕗要的不す不巴E安る要ti.棄なを物基判断を廃す棄る東す径る者．を決める．' ‘ F ' ・  

進的方
' ，＠ ④⑨ チ手ツタ結果lミ基づき改善しh、また、必 棄基準を見直すa’

【整頓】必要な時に必要な物をすぐ取り出せるように、わかり’やすく安全怠状態で置くこと

＠現状き場を所把握、置する物（訪の種日類、置、必き要場数所量、置き方、使用時の移動距離）。
②置 く を決定する（種類・量とも絞り込み、移動距

進め方
離を短くする〕。’

③置取定期きり場所ごとの管理担当者を決める。
④ 的尚しーやす〈、しまい必や要すにい応置じき改方善を決める。以上のルール！こ従つで整頓する。
⑤ l』チェックじ、 善すてる。

【清掃】身の回りをきれいにーし、衣服や廊下のゴミや汚与を取り除く」と
【清潔I整理〉整頓1 清掃を繰り返し、衛生面を確保L、快適な状態を実現・維持すること！

2 腰痛対策のポイシト職場を点検しましょう！
目・立位からベッド上の利用者を抱きかかえる時は、片足を少し前に出し、膝を曲

E 作ーに業関姿司勢と動作
する事項

作業標準

げてしゃがむように抱え、、膝を伸ばすようにして抱え上げる。（両膝を｛申｛ました
まま上体を下方に曲げないり
・立った状態で抱え、体の前方で保持する時は、できるだけ身体の近くで支え、
腰の高さより上！こ持ち上げない。
・食事介護をする時は、腹部のひねり費避けるため、ベッドに様廃りしての介助
は避け‘精子！こ座って利用者の正面Iこ向式等の姿勢を取る。

使用する機器・設備、作業方法な．どの実態に応じたものとし、利用者の身体の
状態別、作業の種類別の作業手JI頂、職員の役割分担や時間管理も作業場所を
明確にする。

、1

介護者の配置
特定の職員I二腹部負担の大きい業務が集中しないように配慮する。また、作業、

'. I、

量に見合対た適切な人数を配置する。。 • , -・ /-・-¥ 
適切な介護設備、福祉機器などの導入および介護に関連じた業務のための設 f' 
備を整える。

今施。設や設備I

．の改善
（伊I：部屋の構造、舗の構造、ベッドの構造；付帯設問休睦等） ｜ 

s· ’ t<.~v活動ー窃手権選て 」

K・Yとはν（K=1芭険・Y；＝予知）のことです。不安全l行動（ヒューマンエラー）l二よ
る事故・災害を防止するために、次のプロセヌで『KY活動』を進めましょう。

①業務を始める前Iこ「どんな危険が潜んでいるか」を職場で話し合う。
②『これは危ない』とし汚危険のポイントにヨい芝、舗で合計る。 ｜ 

③対策を決めるJ
④簡潔な行動目標や指差呼称項目を設けるパ清掃後に「水濡れなし！ ヨ 理主
シ！：J等）」

＠ー入ひとりがあらかじめ危険を回避（安全衛生の先取引するため、④を実践する。

4安全権進者を選｛吾し蒙しよきE （平成26年3R2a日策定の
「安全推進者選任のガイドライシJIこ沿って安全推進者を配置し、労働災害を防止しましょう。），
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「

妻都嘉義露呈音＠琶議長ヘ
1埼玉県内の労働災害がやや増加

平成2U時の小実業＂＂叫 UIO盟国

【対前年同期比＋25人、4.1%増加】 蜘

2 安全な店舗づくりを進めましょう！

3 4$（整理・盤頓a清掃田清濃）活動で転倒災害を ： 
防ぎましょう！

同，.. ，~，， ＂＇副’•12。.，，ん何.nor

平成25年1-12月に労働災害により被災した死傷者（休業4日以上）lま、確定値で回5人と車

年同時期と比較して25人（＋4.1%）増加。・建設業や製造業等を含めた全労働災害（5,639.人）の

11.3%1こ当たり、災害多発業種となっていますa 安全な店舗作りが急務です。 ノ

小売業における事故の型}.JI］労働災害発生状況t平成舗年1叫 2月：全e犯人）

｜ロ転調 a祭壇な鵬作h動作のE勤 ロ実辺事前回切れ、ζすれ 回墜落、転落 ロその他｜

一一一．一一一目.....; . : .：・： 187:29~ ：ー：’〉：．：〈・：目
M・．．－．－．－．ー－... -. -,.・・ .-. 147 

。覧 10~ 20諸 30量 40覧 SOl 60百 70弘 閲覧 S叩 1001:・ 

’事故の型（種類）別では、①通路・店舗肉での転倒、②荷運搬時等での動作の反動・無理な動

作〈腰痛）、③踏ゆ台・脚立・階段などからの墜落・転落、④交通事故（道路上）の！順。

特に、転倒災害lま全体の約3害ljを占め、死傷者の約半数の方が骨折し、休業日数も長くなって

います。

埼玉労働局では、『崎玉第 12次労働災害防止計聞』を策定し‘、平成25年度から5年間で、企

売業の労働災害を20%以上（H29/H24比）減少する目標に向け取り組んでいます。

【主；な災害事例】 一ι島……一一
陪倒】①ブオ一クリフト．泊

掛け転倒、腰部と骨盤部分を打撲旬骨折、休業 3か月の重傷（59歳、男） ·1λ＇＇.~謹翻！f'.,1~＼可： 

②パツク：ヤ一ド通路を歩いている際、掃除のあと水気を吸L、取るためIこ置・ 14揖..I!!!瞳 玄
いていたダンポ一ルにつまずき転倒、手と足の打撲で休業 60日0(55歳、 ） 望視

‘篭a’
【切れ・乙守れ】鮮魚作業場でマグロの柵取作業中、包Tの刃で左手を

切り左人還し指の腿2本を切断、休業20日（59歳、男）

［動作の反勃・無理者動的①巴ールケースの晶出し中に腰をひねり、ぎっ

くり腰から併発Lたヘルニアで休業3か月（48歳、男）。

②売り場肉で商品箱を持ち上げようとして、ひざを曲げずに腰だけ曲け可持

ち上げたところ、激痛が走り動けなくなった。腰痛で休業7日（37歳、男）

。埼玉労働局・労働基準監督署 仰26.4) 
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11··4s活動を進［~i撃しょラ； ： 店主
「転倒・転落災害及び荷による災害の防止等』に効果のある活動と。して、 .4.g. （整理・整

頓・清掃f清潔Y）舌勲があります。
句V ’『、．

【整理l必要な物c!::不要な物r：：.分rt、，不要な物を処分する己と ’、，..． 
①不要念物の廃棄基準の判断がうかないときrt要不要を．判断する責定期任的者iを決める。
②区域ごとに、所属従業整改員善理会員が掃除し、不要な物を廃棄する（定期 I三行う〉。③進め方
④店長チが定期ク結的に巡に基回してき のし状況をチェックする。

エッ 果 づ 、また、必要に応じ廃棄基準を見直す’。
【整頓1必要な時に必要な物をすぐ取り出せるよラに、わかりやすく安全な状態で置くこと

②①現置状き場を把所握、貴する （品目、置き場要数所量、置き方、使用’（種時類の移・量動距と離も）絞。
所、 〈物の種類、。必要 を決定する り込み、移動揺

離を短くすること）。
進め方 ③置き場出所しやごすとの管理担当者を決める。 。

④取り く、しまいやすい置き方を決める。

⑥⑤定以期上のルールに従って整頓する。
的！こヂェックし、必要に応じ改善する。

【清掃】身の回りをきれいにして、衣服や作業場iのゴミや汚れを取り除くこと
【清潔】整理・整頓・清掃を繰り返じ、衛生面を確保し、快適な状態を実現・維持すること

職場を点検しましょう！
①床面‘通路i弘、くぼみや段差がなく滑りにくい構造とする。
②床の水たまりや氷、滑りやすい物は放置せず、必ず除去する。

転倒災l③履物は、滑りにくれ安定Lたものを着用する。
害防止｜④階段には、滑り止めや手すりを設ける。

⑤通路、階段、出入．口！こ物を放置しがい。
⑥確認してから次の動作に移ることよ走らないことを徹底する＇ o.. 

墜落災l①踏台、はしご、脚立Iま、安定した場所で、正しい使用方法t!・用いる
害防止IR倉庫などの詰所の床の端には、手すりや柵を設ける。， l 、

み I~台車は決めBれた場所に置く。
I 積む荷の形や大き注！と応じた台車を使う。台車は押して使う。

合寧に｜＠荷崩れLないよう積む。前が見えない高さまで積まないσ 最後に降ろす物から先
よる災｜ に積む。
害防止｜④他の作業者やお客様などに衝突しないようにする。特に、パックヤードiこは台車

の通行範囲が作業区域と交わらないよ引乙白線で区画する。
⑤曲がり角ではいったん停止し、左右の安全を確認する。，

｜①倉庫誌界トツクヤード肉には必ず遵絡を確保する。，
相こよ＇R重い物や大きい物師に積み荷崩れや荷が落下 LないようI二する。
る災害｜③棚に商髄置くときは、落下防止め柵な段設問こと「則、振動や衝撃で商品購
防止｜ ちないようにする。④いつ毛使うものI点取りやすい場ゐ二置く。

3安全権進者を選佳し蒙しょ号，！
平成26年3月28日lこ、「安全推進者選任のガイドラインJが策定されました。安全管理体制を充
実し、災害防止活動の実効性を高め、労働災害を減少させることを目的とするものです。
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201,4年 7月 8月

函量最
9月 10月 11月 12月 1月 2月

陣鐘繍蕗磁厳重t~闘騒金（検討会でのとりまとめ後、 I 
』品福山もプ 時 加 でτ斗｜省令事項等について審議｜
1鍾・~ー塑璽到居訟g tt.V l会で議論 J 

専門検討会：rストレスチェック項目等に関する専門検討会」

3月

目的：改正安衛法に基づくストレスチェックについては、国が標準的な項目を示すこととしており、ストレスチェック項目の選択及びストレ
スーチェック結果の評価方法等について、行政検討会における検討に資するよう、専門家による検討を行う。

マ参集者：産業保健及び精神医学の分野の専門家
マ開催（予定）目：7月7日（月）、 7月15日（火）、 7月25日（金）

.、行政検討会①：ストレスチェック項目、実施方法、面接指導方法など主に産業保健に関わる事項についての検討会

マ検討項目・
・ストレスチェック項目、評価方法（上記専門検討会の検討結果を反政） ’結果の通知方法（個人及び集団）
・スドレスチェック実施時の留意事項（労働者に対するストレスチェック制度の趣旨等の説明、面接指導の勧奨、保健指導の実施等）
・高ストレス者の面接指導の実施方法等 ・医師からの意見聴取の留意事項
・産業医の役割、医師等に対する資質向上のための研修の実施、看護師、 PSW（等）への研修

マ参集者：労使及び専門家
マ検討時期：8月下旬から11月頃にかけて5回程度開催

．行政検討会＠：ストレスチェック結果等の情報管理及び事後措置・不利益取扱など主に人事労務管理についての検討会

マ検討項目
・労働者の同意取得方法 ・事業主への結果の提供方法、結果の保管・情報管理

・事後措置の具体的な内容及び留意事項
・不利益取扱いの具体的範囲 ・実施状況の評価（衛生委員会の活用）、事業場からの報告内容

マ参集者：労使及び専門家
マ検討時期：8月下旬から11月頃にかけて5回程度開催
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職場における受動喫煙防止対策に関する厚生労働省の支援事業

( 1）受動喫煙防止対策助成金

0対象事業主 ・すべての業種の中小企業事業主
O助成対象 ：喫煙室の設置のための費用

換気装置の設置等の受動喫煙を低減する措置のための費用（飲食店・宿泊業を営む事業場に限定）
O助成率、助成額：受動喫煙防止対策のための費用の1/2（上限200万円）

0問い合わせ先：各都道府県労働局健康主務課
※平成25年度から以下のとおり支給要件を見直した。

対象事業主．飲食店、宿泊業等に限定→すべての業種に拡大
助成率 :1/4→1/2に拡充

※平成26年7月から以下のとおり支給要件を見直した。
助成対象：「換気装置の設置等の受動喫煙を低減する措置」を追加 r

(2）受動喫煙防止対策に関する相談窓口

0喫煙室の設置、飲食店の喫煙エリアにおける浮遊粉じんの濃度基準への対応など各種相談について、
専門家による電話相談を実施。

0 依頼者の希望に応じて、実地指導も実施。
O 平成25年度から、経嘗者、人事担当及び安全衛生担当者を対象とした受動喫煙防止対策に関する説明会を実施。

O 費用は無料（電話相談、実地指導及び説明会参加のいずれも）
（平成26年度事業受託業者：株式会社インターリスク総研）

(3）たばこ煙砂濃度等の測定機器の黛出

0 職場の空気環境を確認するために、たばこ煙の濃度や喫煙室の換気の状態を測定
する機器（粉じん計、風速計）の貸し出しを実施。

0 依頼者の希望に応じて、貸出機器の使い方を電話・実地で説明。

O 貸出費用は無料（平成26年度から機器の往復の送料も無料）
（平成26年度事業受託業者：柴田科学株式会社）
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［平成26年度版 ver.2(H26. 7作成）］

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主の皆さまへ

. ~： §Jll~l~J:；~ ~：.il困問明預謂~副長雪~－－
平成26年6月25日に、改正『労働安全衛生法』が公布されました。

改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策（事業者・
事業場の実情に応じた適切な措置）が努力義務になります。
事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置

のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。

受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫
煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

業種
常時雇用する

資本金、
労働者数

小売業 i小売業、飲食店、配達飲食ザービス業 50人以下 5,000万円以下

サービス業
；物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、
複合サービス（例：協同組合）など 100人以下 5,000万円以下

卸売業 ；卸売業 100人以下 1億円以下

その他の業種 i! 農業、林業、漁業、建設業、製造業、
運輸業、金融業、保険業、不動産業など 300人以下 3億円以下

(3）事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

'ff＊··~q.網棚機器開
助成対象経費

喫煙室の設置などにかかる
工費、設備費、備品質、機械装置費など

・交付は事業場単位とし、 1事業場につき1固とします。

助成率

1/2 

・同じ事業場で複数の場所に措置を講じ否場合は、 lf＇牛の申請としてまとめて行ってください。
( 1申請の上限額は200万円），

助成の対象となる措置

( 1）一定の基準※を満たす喫煙室の設置・改修

※喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上

(2）一定の基準※を満たす換気装置の設置など（宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ）

※喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/m3以下、または必要換気量が70.3×（席数） m3/h以上

。厚生労働省・都道府県労働局
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（ 申請内容の検討

↓ 
｜ 交付申請

｜ 交付決定通知書受領

工事の発注・施工

工事費用の支払い

事業実績報告

¥'./ 

） 交付要綱などを読み、この助成金の制度を把握し、申請書の作成、
関係資料を準備しましょう。不明な点があれば、所轄の都道府県
労働局や相談窓口（最終ページ参照）にお気軽にご相談ください。

） 申請書類を2部ずつ、所轄の労鯛労働基準部健康安全課（健康課）
に提出してください。労働局での審査期間は原則1カ月以内です。ド

） 助成金の交付が適当と認められると、労働局で「受動喫煙防止対策
助成金交付決定通知書Jを発行します。
この交付決定通知書を受領してか6、工事に省手してください。

交付決定の内容に従って工事を実施してください。
事業内容に変更がある場合は、 「交付決定内容変更承認申請jを
所轄の労働局に提出し、承認を受ける必要があります。

） 工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細を受領してください。
分割払いやリース契約による支払いの場合には、助成金は交付でき
ませんので、ご注意ください。

報告書類を2部ずつ、所轄の労働局労働基準部健康安全課（健康課）
に提出して、実績報告をしてください。
報告は、交付決定の際に指定された期固までに行ってください。

l交付額確定通知書受領 l最終的に助成金の交付が適当と認められると、労働局で「受動喫煙
防止対策劫成金交付額確定通知書」を発行します。

↓ 
助成金の受領

日品Eコ

交付申請時または事業実績報告時に指定した口座に、助成金を振り
込みます。

設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について、交付額
確定の際に指定された期日（おおむね助成金交付の5年後）までに、
所定の様式に従って、所轄の労働局に報告してください。

【交付申請に必要な書類］※所定の様式があります。

・受動喫煙防止対策助成金交付申請書※

・受動喫煙防止対策についての事業計画※
・不交付要件に該当しない旨の書類※

・直近の労働保険概算保険料申告書の写し
（保険関係が成立して間ちない場合は、労働保険関係成立届）

・中小企業事業主であることを確認するための書類（資本金・労働者数を記載した資料など）

・措置を講じる場所の工事前の写真（申請白から3カ月以内に撮影したちの）
・設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料

・講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料
・事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を

説明する書類

・講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し
・その他都道府県労働局長が必要と認める書類
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【実績報告に必要な書類】※所定の様式があります。

・受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書※
・受動喫煙防止対策についての事業結果概要報告書兼助成金振込先申請書※
・受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の写し
・交付決定内容を変更した場合、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書の

写し（複数回変更してい否場合は、すべての写し）
・工事に関しての領収書※、経費についての内訳の写し

＊＇育求醤で実績報告するとともできますが、その場合也、助成金交付後 1カ月以内に、施工業者か5
申贈者宛ての領収曹の写しを提出す否必要があります。

・措置を講じた場所や受動喫煙を防止するための設備・備品の詳細を確認できる写真
（工事終了後速やかに撮影したちの）

・交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類
・講じた措置が要件を満たしていミることが確認できる資料
・その他都道府県労働局長が必要と認める書類

Ql 複数高融議運開持輯者の場合、中小倉議事業主の判断lまとう！桁臥~＇~9'か？
→申請械の：議場選政統制。フ 必様掛川者数逮判断必前J

崎、＇$／J.~~~~九r·~~~~t~~:t~1ゑ｛目当Jい悦！こi申請が；可能セす。
Q2テナントIt出店しでいる事業者ち申請できますかフ

→施設管理者φ椅若的野丸刈式、南請土き寺下

Q3 新築時などに、喫煙室以外の工事と同時に喫煙室~，工事を実施する場合、
交付決定前lこ建物全体め基礎ヱ事、などに着霊8~l}＼たら、；山南講トせきないの7でしょうか？

→剣持！！~時三i者坊！？説明問、：骨骨急針。→ι
Q4支払い方法色町；＞ •• ;w.11~~‘要事；~；~~r~普段~~~~；対；：.＂.＇.：；＇：） ；，，.~，－＇.；；マ

：暗号麟踏んたいill；札即e~
知県蟻援！i1~γ韓犠轍~f~~繍叩）繭咋J川戸川、掛川十
；当－ R 選議盤議議議螺路一二瞬静~~：＇－~~~~＼r－~~；~］＼·：；；い計勲付号ん！様 ~1；~~~＼~2t1::1:::·;.Jj1設立はi粧品~~正当：lk~~ － •• 
く申請に当たっての注意点＞

・この助成金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律Jの対象の
ため、厳格な運用が求められる制度です。助成金の交付要綱、交付要領その他
の規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。

・交付申請・実績報告の審査時に、根拠となる資料を求めることがあります。
資料に不備があると、交付決定や額の確定がされない場合があります。

・偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた場合、交付決定の内容や
付された条件に違反した場合は、助成金の返還を求めることがあります。
また、 5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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厚生労働省が実施する支援事業

厚生労働省では、職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対する支援を
行っています。申請書類の書き方や風速の要件の満たし方など助成金の申請の
際に参考になる助言や、実績報告の際に必要となる測定機器を提供します。
利用はすべて無料ですので、ぜひ、ご利用ください。

川：~＇.説明：＇i.，， ~11 ，··.： ·~11 ！~tN/rf ：，予選覇喫漣防止F繰鱗繍樹闘機ト；j注目，＇.＇＇.＇.＇＇＇Kt'.···:'.-:y,:f•.

国相談支援業務

①事業場における喫煙室の設置、浮遊粉じんまたは換気量の基準への対応
など技術的な内容について、専門家による電話相談を行います。
（必要に応じて実地指導ち実施）

②受動喫煙防止対策に関する説明会を全国で実施します。
③企業の研修や団体の説明会に講師を派遣し、受動喫煙防止対策について

説明します。

【相談ダイヤjレ］ ①について 050・3537・0777
②③について 03.:.5296圃 8947
http://www.irric.eo.jp/contract/index.html 
株式会社インターリスク総研（平成26年度）

喫煙室などの要件の確認や事業場の実態把握

【ホームペーヲ］
［事業委託先］

圃測定支援業務（測定機器貸出し）

①職場環境の実態把握などを行う際の支援として、デヲタル粉じん言十
（浮遊粉じん濃度の測定）、風速計の無料貸出しを行います。
［平成26年度か5、機器の往復の送料名無料になりました］

②専門家が事業場に行って、測定や測定方法を説明レます。
③企業の研修や団体の説明会で、専門家が実演を交えながら、測定方法を

説明します。

l
i
l
i－
－

、

03圃 5600圃 1100(FAX:OS0-3730圃 0345)
http://www.sibata.co.jp/tobacco/index. html 
柴田科学株式会社（平成26年度）

【受付ダイヤル】
【ホームペーヲ】
【事業委託先］

岨一一一『～
厚生労働省のホームペーラ

0申請様式のダウンロードや、申請についてのQ&A、書類作成要領などの閲覧ができます。

http://www. mhlw .go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsu巴nboushi/
ホーム＞政策について＞各平副力成金・奨励金等の制度＞受動喫煙防止対策に関する各種支援事業

0改正「労働安全衛生法」 （平成26年法律第82号）については、こぢらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouー「oudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/
ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞雇用・労働＞労働基準＞安全・衛生＞労働安全衛生法
の改正について

•C:、不明な点は、事業場のあ~都道府県労働局健康安全課（健康諜） l<:t:＇.相談く悲さい。
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穴
資料1

厚生労働省発基安 07 2 4第 18号

労働政策審議会

会長樋口美雄殿

l与．生労働省設 [1~1＇.法第 9 条第 1 項 tJ'.5 1号の規定に法づき、別紙「労働

安全i:'1<i 生法施行令の一審｜：を改正する政令案要制」について、 I，~［会の；；0:

見を ~R める。

平成 26年 7月 24日

厚生労働大臣 田村
問問
r
k
E

前
川
川
川
川
凶

山
土
広
げF

m
 

憲
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労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第

名
称
等
の
表
示
の
対
象
と
な
る
物
の
追
加

譲
渡
又
は
提
供
時
に
そ
の
名
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
と
し
て
、
ジ
メ
チ
ル
｜
二
・
二
｜
ジ
ク
ロ
ロ
ピ
ニ

ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

（
別
名
D
D
V
P
）

（
以
下
「
D
D
V
P」

と
い
う
。
）
及
び
D
D
V
P
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の

物
（
以
下
、

D
D
V
P
と
合
わ
せ
て

と
い
h

フ
。
）

を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

「

D
D
V
P
等」

第

健
康
診
断
を
行
う
べ
き
有
害
な
業
務
の
追
加

有
害
な
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
健
康
診
断
の
対
象
業
務
と
し
て
、

り
扱
う
業
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

D
D
V
P
等
を
製
造
し
、

又
は
取

68 

有
害
な
業
務
に
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
行
う
健
康
診
断
の
対
象
業
務

と
し
て
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）
若
し
く
は
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

を
含

（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
又
は
D
D
V
P
等
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第

特
定
化
学
物
質
の
追
加

特
定
化
学
物
質
の
第
二
類
物
質
に
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、

四
塩
化
炭
素
、

一
・
四
ジ
オ
キ
サ
ン
、

－
二
｜
ジ
ク
ロ
ロ



第
四

第
五

第
六

エ
タ
ン

（
別
名
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）
、

D
D
V
P
、

－
二
・
二
｜
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ
ン
）
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ス
チ
レ
ン
、

（
別
名
パ

l
ク
ロ
ル

エ
チ
レ
ン
）
、

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
及
び
こ
れ
ら
の
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物

（
以
下
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
」

と
い
う
。
）

を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

適
用
除
外

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
は
作
業
主
任

者
を
選
任
す
べ
き
業
務
、
作
業
環
境
測
定
を
行
う
べ
き
業
務
及
び
健
康
診
断
を
行
う
べ
き
有
害
な
業
務
の
対
象
と
し
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

施
行
期
日
等

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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経
過
措
置

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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穴
資料2

厚生労働省発基安 07 2 4第 20号

労働政策審議会

会長個口美雄殿

厚生労働省設位法ti'i9＇条第 1項:rn1号の規定に基づき、別紙「労働

安全術生規則そ干の一部を改正する省令2主要綱」について、）；＇（会の意見

を：：Jミめる。

平成 26年 7月 24日

厚生労働大臣
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労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

ジ
メ
チ
ル
｜
二
・
二
｜
ジ
ク
ロ
ロ
ピ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

（
別
名
D
D
V
P
）

（
以
下
「
D
D
V
P
」
と
い
う
。
）
を

そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
有
す
る
製
剤
等
を
、
譲
渡
又
は
提
供
時
に
名
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物

に
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
の
追
加
等

72 

「
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
等
」
を

「
特
別
有
機
溶
剤
等
」

と
し
、
特
別
有
機
溶
剤
等
に
次
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ク
ロ
ロ
ホ

ル
ム
等
」

と
い
ラ
。
）
を
追
加
し
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、

四
塩
化
炭
素
、

・
四

l
ジ
オ
キ
サ
ン
、

－
二
｜
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、

ス
チ
レ
ン
、

・
二
・
二
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及

び
メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

（二）

ト
の
物
の
い
ず
れ
か
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
等



（三）

一
の
物
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
含
有
し
、

か
っ
（一）
の
物

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
又
は
有
機
溶
剤
と
合
わ
せ
て
そ
の
重
量
の
玉
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
等
（
以
下

「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
混
合
物
」
と
い
う
c

）

D
D
V
P
等
の
追
加
等

D
D
V
P
及
び

D
D
V
P
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
等
（
以
下
「

D
D
V
P
等」

と
し、

ぅ
。
）
を
特
定
第
二
類
物
質
に
追
加
し
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
及
び

D
D
V
P
等
に
係
る
適
用
除
外
業
務
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ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、

屋
内
作
業
場
等
に
お
い
て
行
う
有
機
溶
剤
業
務
（
有
機

溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
一
条
第
一
項
第
六
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶

剤
業
務
」

と
い
う
。
）

以
外
の
業
務
及
び

D
D
V
P
等
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務
の
う
ち
、
成
形
、
加
工
又
は
包

装
の
業
務
以
外
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
に
係
る
作
業
環
境
測
定
の
実
施
等

（一）

事
業
者
は
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
紘
一
寸
（
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
混
合
物
を
除
く
。

王
（ー）
及
び
ノ＼

お
し、

て
同
じ



を
製
造
し
、

文
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
物
の
空
気
中
の
濃
度
の
測
定
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
（二）

事
業
者
は
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
混
合
物
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
物

の
空
気
中
の
濃
度
の
測
定
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

玉

健
康
診
断
の
実
施
等

（一）

事
業
者
は
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
又
は

D
D
V
P
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務
に
常
時
従
事
さ
せ
て
い
る

労
働
者
、

又
は
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
業
務
の
経
歴
の
調
査
及
び
作

74 

業
条
件
の
簡
易
な
調
査
の
ほ
か
、
業
務
ご
と
に
次
の
表
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
一
雇
一
入
れ
の
際
等
及
び
そ
の
後
六
月

ごとに一回、定期に医師による健康診断を行うものとすること。

一 ン ク 業
、

ロ 務

ア 一 ロ
ト ． ホ
フ 一 ノレ
ク

シ

ム、
ロ
ロ ク 四
コ二 ロ 塩
タ ロ 化
ン ここ 炭

（ タ 素
ヲF ン

、
」

れ 又
ら lま ． 
を 四
そ ． 

シの
重 ． オ
量 キ
の ． サ

項
歴 目

尿 の 当、

中 有 雪ロメ＃ 

の 無 物
蛋 の
白

調査 よ
の る
有 頭
無 重
の 等
検 の
査 自

他
覚
症
状
及
び
そ
の
既
往



メ Iま 有 （ ア し え ス を
チ 取 す

、．
ト

、
て チ メ凶色、 ノ号」

ノレ り る れ フ 又含 レ む
イ 扱 製 ら ク lま 有 ン

。
セ

ソ つ 剤 を ロ 取 す
） 

ン（ 

ブ 業 そ そ ロ lり る
、F

を ト」

チ 務 の の ここ 扱 製 れ 製 を
ノレ 他 重 チ つ 剤 を 造 超
ケ の 量 レ 業 そ そ し え

ト 物 の ン 務 の の
、

て
ン を 又 他 重 又 メ己合、

（ 

ノ白合、 ／、。 lま の 量 lま 有
ちF

む ト 物 の 取 す」

れ
。

セ リ を り る
を

） 

ン ク メ凸b、 ノ司 扱 製
そ を ト ロ む つ 剤l
の 製 を ロ

。
セ 業 そ

重 造 超 コ二
） 

ン 務 の
量 し え チ を ト 他
の

、
て レ 生2 を の

又 ノ凸会、 ン 造 超 物

ア lま 歴 調リ 歴 ア
当 、、、、 血 京念 尿 。コ 当 定 尿 の 当 、、、、 血
該 ナ f青 中 有 5支 中 有 号ii~ ナ 1青
物 グ 塩 の 無 物 の 無 物 グ

ゼ ノレ 化 蛋 の 蛋 の ゼ ノレ

よ （ タ 物 白 調 よ 白 調 よ （ タ
る G 、句、、 の の 査 る の 査 る G 、、、、

頭
。

ツ 量 有 頭 有 頭 。
ツ

重 T ク の 無 重 無 重 T ク
） 

調リ
） 

等 オ の 等 の 等 オ
の 等 キ

疋’~」．． 

検査
の 検 の 等 キ

自 の t サ 自 査 自 の サ
他 検ロ 及 他 及 他 検 ロ
A見＂＂‘, 査 ァ び 覚 び 品見A』 査 ア
症 セ ト 症 てr 症 セ
状 チ リ 状 ン 状 チ
及 ツ ク 及 ア 及 ツ

び ク ロ び ノレ び ク
そ ト ノレ そ 酸 そ ト
の フ 酢 の の の フ
既 ン 酸 既 量 既 ン
往 ス 又 往 の 往 ス

75 



D を ト ジ ，同A. ノ号

D 製 をク む

v 造 超 ロ
。

セ
p し え ロ

） 

ン

等
、

て メ を ト

を 又 ノ凶ι タ 製 を

製 は 有 ン 造 超

造 取 す （ し え

し り る
、， 、

て」

、
扱 製 れ 又 ノ己ι 

又 つ 剤 を lま 有

lま 業 そ そ 取 す

取 務 の の り る

り 他 重 扱 製

扱 の 量 つ 弗j

フ 物 の 業 そ

業 を 務 の

務 ノ己弘 ／＼ 。 他

む の
。

セ 物
） 

ン を

一
往 ア そ 歴

血 歴 当
、、

血 の 当 尿 の句、

j青 の 呈ロメす ナ 清 既 呈日メブア 中 有

コ 有 物 グ 往 物 の 無

リ 鑑 ゼ ノレ 歴 蛋 の

ン の よ （ タ の よ 白 調

ニE 調 る G 、、 有 る の 査、、

ス 査 皮
。

ツ 無 集 有

ア 膚 T ク の 中 無

フ
） 

調炎 オ 力 の

等 等 キ 査 の 検

ゼ の の サ {!.& 査

活 自 量 ロ 下
性 他

の ア 等
値 覚

検 セ の
の 症

査 チ 自
調リ 状 ツ 他
定 及 ク 覚

び ト 症

そ フ 状
の ン 及

既 ス び

76 

事
業
者
は
、
一
の
ほ
か
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
混
合
物
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務
に
常
時
従
事
す
る
、

労
働
者
に
対
し
、
有
機
溶
剤
の
特
性
等
に
即
し
た
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（三）

事
業
者
は
、
一
の
健
康
診
断
の
結
果
、
異
常
の
疑
い
が
あ
る
者
等
で
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

作
業
条
件
の
調
査
の
ほ
か
、
業
務
ご
と
に
次
の
表
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
う
も
の
と
す



ること。

を ト ジ
） 

ン ソ ロ ン ク 業
製 を ク を ト フ コ二

、
ロ 務． 

造 超 ロ 製 を チ チ 一 ロ
し え ロ 造 超 ノレ レ ． ． ホ

て メ し え ケ ン ノレ
又 メ凶』 タ

、
て ト

、
ム

lま 有 ン 又 ノ同合、 ン ト ア ジ
、

取 す （ は 有 （ リ ト ク 四
り る

、戸
取 す

、，
ク フ ロ 塩」 」

扱 製 れ り る れ ロ ク ロ 化
つ 斉リ を 扱 製 ら ロ ロ コ二 炭
業 そ そ つ 斉り を ここ ロ タ 素
務 の の 業 そ そ チ ン

、
こ巳

他 重 務 の の レ タ
、

の 量 他 重 ン ン ス ． 
物 の の 量 又

、
チ 四

を 物 の は ア レ
ユノ

，己d入 ノf を メ ト ン
む 含 ノ〈 チ フ

、
オ。

セ む ノレ ク キ
） 

ン
。

セ イ ロ サ． 
中 液 画 医 の 査 医 項
。コ 中 ｛象 間i 検

、
師 目

の 検 治宝 査 月干 カ5
酸 カ 査 必 を 機 必
化 ノレ

、
要 除 官包 要

炭 ボ c と く 検 と
素 キ A 雪w刃u、

。
査 認、

の め
） 

めシ 19 又
量

"' る は る
の モ 9 場 腎 場
検査 グ 等 i口~ 機 ムロ

ロ の ｝ま 官包 lま
ピ 目重品

、
検

、

ン 蕩i 1夏 査 神
の て7 音日

（ 経
量 の 尿 ~ 
の カ 超 中 的
検 音 の 検
査 の 波 蛋 査
又 検 検 白

、

lま 査 査 の 貧
呼

、
等 有 血

気 血 の 無 検

77 



第第
四

ム

/'¥ 

D
D
V
P
等
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務

赤
血
球
コ
リ
ン
エ
ス
テ
ラ

l
ゼ
活
性
値
の
測
定

作
業
環
境
測
定
の
記
録
等
の
保
存
期
間
等

肝
機
能
検
査

白
血
球
数
及
び
白
血
球
分
画
の
検
査

四

神
経
学
的
検
査

事
業
者
は
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
又
は

D
D
V
P
等
に
係
る
作
業
環
境
測
定
、
作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
及
び
健
康

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
に
係
る
措
置

診
断
の
結
果
に
係
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
事
業
を
廃
止
す
る
際
に
は
こ
れ

七

78 

ら
の
記
録
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者
が
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
等
有
機
溶
剤
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
規
定

を
準
用
し
、

必
要
な
読
み
替
え
を
行
う
も
の
等
と
す
る
こ
と
。

（略）

そ
の
他



第
王

様
式
の
改
正
等
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

施
行
期
日
等

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
闘
し
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

79 
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co 

轟轟舗道藤直磁薗撞輔副画面量
’次の物質を措置対象物質に追加。主要な措置は下記のとおり。

初覧名ミ｜ジメチル－2,2－ジクロロピニルホスフエイト（DDVP)

W: .,, •. 士告さJレー

議全マ~r~：I ・特定化学物質（第2類物質）に追加
： ＝ 三｜ 〉①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け

三｜＠名称等を表示すべき有害物として追加

. ; di・配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加 等

開閉司・物質の類型として、『特定化学物質（第2類物質）」のうち、『特定取類物質」lミ追加
I ＇＇ーたな ζ斗 特化則の適用となる業務を、「成形咽工・包装の業務」に限定
l弘之、もii
一日c.c.；戸－2'二；よ 〉 局所排気装置の設置、容器の使用、貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏洩の防止、
：忠告主判 洗浄設備の設置、緊急時の医師による診察・処置、保護具の備付け等の義務付け

：三（議割．作業主任者は、特定僻物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任

j設ぷ治論7・特殊健康診断（配置転換後のものを含む。）の項目を設定

マケ薬会事も φ 作業環境測定結果4健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け（＝「特別管理物質」に追加） 等

※ただし、一部の規定については必要な経過措置を定める。



C淘
E、3

:iぶ千三τ球回趣亘孟三
発がんのおそれのある有機溶剤について、化学物質のリスク評価検討会において、検討を行ったところ、職業が
んの原因となる可能性があることを踏まえ、これらの物質を製造または使用して行う有機溶剤業務を対象として、
記録の保存期間の延長等の措置を講じる必要があるとの結論となったことから、必要な改正を行うもの。

,:c<Gヤ土主，jl民基Ql由選手与三二斗ぷj

次の物質を措置対象物質に追加。主要な措置は下記のとおり。

物質名 ｜クロロホルム、四塩化炭素、 1,4ージオキサン、 1 2ージクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、
I 1, 1, 2, 2ーテトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロヱチレン、メチルイソヲチルケトン

政令』 ・特定化学物質（第2類物質）に追加（※これに伴い、有機溶剤から削除。）

〉①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け

・ジク目ロメタンについて、配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加 等

（※）名称等を表示する義務については、現行、すでに対象となっている。

特化則 'I・物質の類型として、『特定化学物質（第2類物質）」のうち、「特別有機溶剤等（！日ヱチルベンゼン等）』に追加
特化則の適用となる業務を、「有機溶剤業務」l乙限定

〉容器の使用、有機則に準じた措置等の義務付け、緊急時の医師による診察・処置

E ・作業主任者Iま、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任

" .特殊健康診断（ジクロロメタンについては配置転換後のものを含む。）の項目を設定（※）

・作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け（＝「特別管理物質』に追加） 等

（※）ジクロロメタンについては、配置転換後の特殊健康診断も含め、発がん性に着目した健康診断項目を設定。その他の9
物質については、現行の有機則と概ね同様の項目について、常時従事する労働者に対する健康診断の項目を設定。

二三施経期損嘩比三三J
平成26年8月中旬公布（予定）

・平成26年11月1日施行（予定） ※ただし、一部の規定については必要な経過措置を定める。



（参考）

｜ 労働安全衛生関係法令における主な化学物質管理の体系 ｜ 
規制の程度

作業態様等から
高いリスクあり

’ 【園のリスク評価】 ~ 

ーーーー目ー『『ーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーー

【詳細リスク評価1
．有害性評価楽1

・ば〈露評価抑
116物質

640物質

co 
w 【初期リスク評価1

2有害性評価楽1

・ぱく露評価胞
一定の危険・有害な物質
（産衛学会・ACGIHで

許容漉度の勧告あり等）

約6万
物質

、
※1文献調査及ぴ

必要に応じて動物試験
※Z作業内容等の調査

及び個人ぱく露測定 【有害物Iまく露作業報告】
※作業内容、消費量等を事業者が報告

DDVP （ジメチル－2,

Zージクロロビニル
ホスフェイト）

危険性・有害性が確認されていない化学物質

リスクアセスメント
（義務）

（平成26年安衡法改正

で義務化）

リスクアセスメント
（努力義務）

安
全
デ
ー
タ
シ
l
ト

交
付
（
義
務
）

（

S
D
S）

 

S
D
S交
付

（
努
力
義
務
）



ジメチルー2,2－ジクロロビニルホスフェイト（DDVP）のリスク評価結果

:O発がん性等の有害性を有するジメチル－2.2－ジクロロビニルホスフエイト（DDVP）を含む製剤等

！ の成形、加工文は包装業務については、労働者の健康障害のリスクは高いとの評価。

＝今ぱく露リスク低減のための健康障害防止措置の検討が必要。

仁I会ょ；対象鞠震血性軍基て宅；，，＆，；；

一ーー一三三動強：
γJo＠事業績でて一事雇淘事面剤若しくは文化財局爆

＇；~9作業三一：

仁 性状と有害性E種調圃｜
．．． 

＝争

= ,,. 

ζ ，；~益要塞撞撞盛雄髄轄畏ヰ＝

ジメチルー2,2－ジクロロピニルホスフヱイト（DDVP）を含む製剤の成形、加工又は包装業務については、適切なぱく
露防止対策が講じられていない状況では、労働者の健康障害のリスクは高いものと考えられるため、制度的対
応を念頭においてばく露リスク低減のための健康障害防止措置の検討を行うべき、とされた。

※「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」
キ1有害物ぱく露作業報告のあった数（対象物質の取扱量が500kg以上）
キ2IARC：国際がん研究機関の略称。 26以外の分類は、以下のとおり。

1(発がん性がある）、 2A（恐らく発がん性がある）、 3（発がん性について分類できない）、 4（恐らく発がん性はない）
*3評価値：労働者が勤労生涯を通じて毎日、当該物質にばく露した場合にも‘当設ば〈覆に記因して勢働者が健康に悪影響を受けるこ止はな

いであろうと推測される濃度をあり、日本産業衛生学会が勧告している許容濃度文は米国産業衛生専門家会議［ACGIH）が勧告Lているばく

露限界値等から決定される。
ppm：微少濃度を表す単位で100万分の1
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"' 

発がんのおそれのある有機溶剤のリスク評価結果（1) 

:oジクロロメタンほか9物質を含む製剤等に係る有機溶剤業務については、現在も有機溶剤中
: 毒予防規則によるばく露防止措置等が義務付けられているが、これらの物質については、
': 発がん性のおそれも明らかになっている。

スチレン：



CX> 
由

発がんのおそれのある有機溶剤のリスク評価結果（2)

・・・I~羽・・・ 用途の倒 ｜ 

テトラクロロエチレン代替フ口ンJ合成原料、ドライクリーニ
（テトラクロルエチレン） シタ溶剤三脱脂洗浄、溶剤
（別名パークロルエチ

＂－~i~·～ 性状と有害性

レン）

ト蜘昌弘~ir~＇－＂ ＇；意：？？？醐J醐蹴鞠j、ヘ特徴的な臭気のあるーγ：：一一一葦翠童謡麗議磁語孟戸~
（防1p1昭和二I). C•主融：滞薬一 発がゐ性： IARCIこ晶君尚句麗議事；~j;'(i:;~i議室霊置蜜語調駿J九
メチルイソブチルケト－硝酸セJレロ」ス、合成樹脂、磁気 特徴的な臭気のある無色の液体、沸点117～f1'$宅二重要蚕主E'~.白1語気20~℃〕
ン（MIBK) デープ、ラッカー溶剤、石油製品の発がん性： IARCによる発がん性分類 28（ヒトI持する発がんの十告が

脱ロウ溶剤入脱脂油v製薬工業、
電気メッキ工業、ピレドJン、ペニシリ
ン抽出剤

；ぷ会話刻兵象罷酒鑓義語議i;j

発がんのおそれのある有機溶剤については、

①沸点が低いために高濃度のぱく露のおそれのあるものが含まれるほか、
②作業環境測定において、測定の評価結果が第2管理区分又は第3管理区分に区分される作業場が認められ、

③有機溶剤等健康診断では、生物学的モニタリングに関する検査で分布2又は分布3に区分される結果が認めら
れるなど、職業がん予防の観点からは、発がんのおそれのある有機溶剤の労働者へのぱく露が懸念される。

※「化学物質のリスク評価検討会J

ぷ必要匙措置盛換薗錆畏訟字詰

現在も、有機溶剤中毒予防規則により一連のぱく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能
性があることを踏まえ、これらの物質を製造または使用して行う有櫨溶剤薬轄を対象として、盟録の保存期聞の延長
等の措置を講じる必要がある、とされた。

※「化学物質による労働者の健康障害防止措置仁係る検討会」



C畑町、4

労働者への霊篤な有害性が指摘され、又は健康障害防止措置の導入が求められる物質等を広く募仏国の検討会で選定。選
定物質は、有害物ぽ〈露作業報告（労働安全衛生規則第95条の6）により（取扱量：SOOkg以上の）事業場数、作業実態等の報告が
義務付けられる。

主要検索サイト及び評価機関
の評価資料等から、対象物質
の物性、有害性の情報を収集。

議議醤醤謡髄醤量長：

A~~譜揮I＂訳軍基体業懇寄与ニ

｜ ： ｛ま得票＇.f晋

個人ぱく昆測定結果等からlまく
露漫度値、ぼく露実態を算定。

者重量控評恒一

有害性情報をもとに有害性評価
を行い、評価値（ぽ〈露限界値）
を設定。

ぱく露濃度値と評価値を比較し、
リスクを判定。

ゆ｜また問題となるゆ確認さ
れた場合には、その要因を分析。

この結果を踏まえ、健康障害防
止対策の必要性を判断。

※必要に応じて詳細評価も実施

対策が必要と判断された物質については、リスク評価結果をもとに、最適な健康障害防止措置（措置例Iま下記のとおり）を検討す
るとともに、当該措置の規制化の要否、措置導入に際し必要な技術的事項の検討をおこない、オーダーメイドの対策を決定する。
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都道府県労働局長殿

地発 0910第 5号

基発 0910第 3号

平成 24年 9月 10日

改正地発 0403第 l号

基発 0403第 2号

平成 26年 4月 3日

厚生労働省大臣官房地方課長

（公印省略）

厚生労働省労働基準局長

（公印省略｝

職場のパワーハラスメント対策の推進について

職場のいじめ・嫌がらせ、いわゆるパワーハラスメント（以下「l職場のパワーハラスメ

ント」としづ。）問題については、近年、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続

ける等、社会問題として顕在化Lているとともに、精神障害の労災補償状況においても、

「（ひどし、）嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことによる支給決定件数が増加し

ている状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・解決のための取組

を行っておらず、特に 100人未満の企業においては、 8割以上で何ら取組が行われていな

いことが明らかとなっている。

職場のパワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為で、あると

ともに、職場環境を悪化させるものである。こうした問題を放置すれば、労働者は仕事へ

の意欲や自信を失い、時には心身の健康や命すら危険にさらされる場合があるため、職場

のパワーハラスメントはなくしていかなければならない。

平成 23年7月に厚生労働副大臣の下に各界の有識者の参集を求めて開催した「職場のい

じめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議j では、平成24年 3月 15日に、企業及び労働組合

等の組織と組織で働く労働者に対し、この問題に取り組むことを求める「職場のパワーハ

ラスメントの予防・解決に向けた提言」 （以下「提言」という。別添1参照。）を取りま
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とめた。

厚生労働省としては、この提言を踏まえ、職場のパワーハラスメント対策を推進するこ

ととしたので、貴職におかれでも、下記に留意の上、その推進に取り組まれたい。

記

第1 職場のパワーハラスメント対策を進めるに当たっての基本的な考え方

1 対策を進める必要性について

職場のパワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為で

あるとともに、この問題を放置すると、労働者のメンタルヘルスの不調を引き起こ

す可能性がある。また、使用者が、パワ｝ハラスメントが行われていることを認識

することが可能であったにもかかわらずこれを認識して防止する措置をとらなかっ

たために、労働者の心身の健康が侵害された場合には、労働契約に伴う使用者の安

全配慮義務に違反することもある。さらに、職場のパワーハラスメントが使用者と

労働者の間での個別労働関係紛争に発展する可能性もある。

近年、総合労働相談コーナーへの職場のいじめ・嫌がらせについての相談が増加

を続けるなど、職場のパワーハラスメントは社会問題として顕在化しており、適切

な労働条件の確保や労働者の心の健康の保持増進等良好な職場環境の維持改善を図

る観点から、また、個別労働紛争を未然に防止する観点から、職場のパワーハラス

メント対策の推進は、労働行政にとって重要な課題となっている。

2 行政の取組について

職場のパワーハラスメントについては、企業が労働組合や労働者と協力しながら、

自らこの問題をなくしていくための対策に取り組むことが望ましい。しかしながら、

企業がこの問題の重要性に気付いていない場合や、気付いていたとしても、業務上の

指導との線引きが難しいなどの理由から、取組が難しいと考える場合、取り組む場合

も業務上の指導を行うことに及び腰となってしまうなど問題への対応に困難を感じて

いる場合もあり、当事者の自主的な努力だけでは取組が進展しないおそれがある。

このため、行政が、使用者団体及び労働者団体（以下「労使団体」という。）とも

協力しながら、企業や労働組合がこの問題の重要性を認識し、予防・解決に向けて取

り組むことを支援するために、この問題の現状や課題、取組例などについての周知啓

発を行うことが必要である。

これらの点について、提言では、以下のとおり取組の必要性、予防・解決すべき行

為、取組の在り方を示していることから、職場のパワーハラスメント対策を進めるに

2 
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当たっては、当面の問、この提言の内容を踏まえた周知啓発を行い、職場のパワーハ

ラスメントの予防・解決に向けた労使の自主的な取組を助長し、促進することとする。

(I) 取組の必要性について

① 暴力、暴言、脅迫や仲間外しなどのいじめ行為に悩む職場が増えていること、

② 業務上の注意や指導ーなども、適正な範囲を超えると相手を傷つけてしまう場合

があること

③職場のパワーハラスメントは許されない行為であること

④放置すれば働く人の意欲を低下させ、時には命すら危険にさらす場合があるこ

と

について示しており、職場のパワーハラスメントはなくしていかなければならな

いとしている。

(2) 職場のパワーハラスメントの概念について

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や

人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・

身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいうこととしている。また、

職場のパワーハラスメン卜に該当する典型的な行為類型とともに、その中でも判

｜析が難しい類型や判断のための取組について示している。

(3) 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組について

l隙場のパワーハラスメン卜を予防・解決するために、企業や労働組合は、平成

24年 1月 30日に取りまとめられた「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓

会議ワーキング・グ、ループ。報告J （以下「ワーキング・グ、ループ報告」という。）

が示した取組例を参考に取り組んでいくとともに、組織の取組が形だけのものに

ならないよう、労働者にも、それぞれの立場からの取組を求めている。また、国

や労使団体には、提言及びワーキング・グ、ループ報告を周知し、広く対策が行わ

れるよう支援することを求めている。

第2 周知啓発に当たっての基本的な考え方

職場のパワーハラスメントをなくしていくためには、企業が予防・解決に取り組む

とともに、企業の取組が形だけのものにならないよう、労働組合や労働者がそれぞ、れ

の立場から問題に取り組むことが必要である。

また、こうした取組の推進に当たっては、企業が率先して「職場のパワーハラスメ

ントはなくすべきものである」という方針を明確に打ち出すことが求められる。さら

に、企業の方針を明確化するために、企業のトップマネジメントが問題に取り組む重

要性を理解し、自ら対策に取り組むことが不可欠である。提言においても、企業のト

ップマネジメントに対して、職場のパワーハラスメントは企業り活力を削ぐものであ

3 

91 



ることを意識し、こうした問題が生じない企業文化を育てていくため、自らが範を示

しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を行うことを求めている。

このため、この問題に取り組む社会的気運を醸成するとともに、広く対策が行われ

るよう、提言の内容を踏まえ、労使団体等の関係団体並びに企業のトップマネジメン

トを重点的対象として、積極的かっ効果的な周知啓発を行うこととする。

第3 周知啓発のための対応

1 本省での対応

(1）労使団体への周知依頼

全国規模の労使団体等の関係団体に対して、傘下の企業及び労働組合等の組織に

対する提言の内容の周知を依頼する。

(2）周知広報の実施

提言の趣旨等について記者発表を行うとともに、厚生労働関係広報誌及び厚生労

働省HPへ掲載する。

(3）ポスター等の作成

提言の内容を分かりやすくまとめたポスター、リーフレット、パンフレツト及び

職場のパワーハラスメント対策ノ＼ンドブック（以下「周知用資料」という。）を作

成する。

(4）ポータノレサイト「あかるい職場応援団」の運営

ポータルサイト「あかるい職場応援団」（以下「ポータノレサイト」という。）に、

企業等の取組例の紹介や裁判例の解説、職場環境のチェックリスト等を掲載するこ

とにより、職場のパワーハラスメント対策について周知広報を図る。（URL:

ht to: //www. no-oawahara. mhlw.耳o.jp／）。

(5）パワーハラスメント対策支援セミナーの開催

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた具体的な取組を促すため、参加

者が実務に活かすことができる内容のセミナーを開催する。

(6）地方公共団体との協力関係の確立

独自にパワーハラスメント対策を推進している地方公共団体（都道府県）の取組

状況をポータルサイトにおいて紹介するとともに、各都道府県に対しても国の取組

内容に係る情報を提供するなど、パワーハラスメント対策についての固と地方公共

団体との聞の協力関係を確立する。

2 各都道府県労働局における労働基準行政としての対応

(1）基本的な考え方

以下に示すところにより、提言の積極的かっ効果的な周知啓発を行うこと。
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ア 本省から都道府県労働J局（以下「局」という。）監督課及び各労働基準監督署

に送付する周知用資料やポータルサイトを活用して積極的に周知啓発を図るこ

と。

イ 周知啓発に当たっては、局内関係部署の役割分担を明確化しておくなどにより、

効率的・効果的に実施すること。

(2）周知啓発の方法

周知啓発は、周知用資料やポータルサイトを活用しつつ、以下の方法等によるこ

と。

ア広報活動

広報活動を積極的に実施すること。具体的には、以下のような取組が考えられ

ること。

（了）労使団体等の関係団体及び地方公共団体が発行する機関広報誌（紙）等への

掲載依頼

（イ）関係団体に対する依頼内容の記者発表

（ウ）局 HPへの掲載（本省！IPとのリンクを含む。）

イ 労使団体等への周知依願

j也j戒を代表する労使団体等の関係団体に対して、傘下の企業及び労働組合等の

組織に対する提言の内容の周知を依頼すること。

ワ 各径の指導針；の機会の活用

(7) 集団指導等において実施すべき事項

事業場のトップや人事労務管理担当者など、職場のパワーハラスメント対策

を担うと考えられる者が出席する集団指導等の機会に周知用資料を配布するほ

か、ポータノレサイトを周知すること等により、提言の内容の周知啓発を図るこ

と。その際、事業場内での周知も併せて依頼すること。

また、全国安全週間準備月間、全国労働衛生週間準備月間等の機会も利用し

て周知を図ること。さらに、メンタルヘルス対策を推進する関係労使団体に対

しては、周知用資料の備え置きについて協力を依頼する等、積概的な連携を図

ること。

(,() 監r皆指導、個別指導等の際に実施すべき事項

また、メンタルヘルス不調の未然防止の観点から、監督指導やメンタルヘル

ス対策に係る個別指導等に際し、周知用資料やポータルサイト等を活用して、

職場のパワーハラスメントの予防・解決に関する周知を図ること。

特に、監督指導や個別指導等の対象事業場について、パワーハラスメントが

行われているなどの情報が寄せられている場合には、監督指導又は個別指導と

あわせて、職場のパワーハラスメント対策の必要性について十分に説明するこ

5 

93 



と。

エ各種会合等の機会の活用

労使団体等の関係団体の各種会合等の機会に周知用資料を配布するほか、ポー

タノレサイトを周知すること等により、提言の内容の周知啓発を図ること。まだ、

こうした各種会合等で提言の内容を説明する機会が得られた場合は、本省から各

局に送付した説明会資料等（以下「説明会資料等」という。）も活用しつつ説明

を行うこと。

なお、こうした各種会合等への講師派遣依頼がなされた場合には、積極的に協

力すること。説明会資料等の内容に疑義がある場合は、本省労働基準局労働条件

政策課賃金時間室に相談すること。

オその他説明会等の実施

管内の実情に応じて関係団体等と協力するなどにより説明会等を実施する場

合には、事業場のトップに出席を求めること。

カ 相談時等の対応

リーフレット等を窓口の見やすい場所に備え置き、相談内容に応じてこれを配

付し、可能な範囲で説明を行うなど、懇切・丁寧な対応に努めるとともに、必要

に応じ、総合労働相談コーナーやポータルサイトを紹介するほか、当該サイトに

掲載されている相談機関の紹介を行うこと。

キ パワーハラスメント対策支援セミナーへの協力

本省で開催するパワーハラスメント対策支援セミナーについては、例えば、局

H Pにおける開催情報の掲示など周知、参加勧奨に協力するほか、必要な支援を

行う等、積極的に協力すること。なお、パワーハラスメント対策に係る知識を深

める観点から、局署職員を同セミナーに派遣しても差し支えないこと。

ク 地方公共団体との協力関係の確立

上記 1(6）に記載したとおり、本省において、各都道府県との間でパワーハラ

スメント対策に係る相互の情報交換等を行うこととしており、各都道府県労働局

においても別途指示に基づいて地方公共団体との協力関係の確立に努めること。

3 各都道府県労働局における個別労働関係紛争の未然防止の観点からの対応

(1）相談時等の対応

総合労働相談員が必要に応じて提言の内容を相談者等に説明できるよう、総合労

働相談コーナーにリーフレット等を備えるとともに、個別労働関係紛争について事

業主等に対する説明会等を企画実施する場合には、これらを配布する等により、提

言の内容の周知啓発を図ること。

(2）総合労働相談員に対する研修

6 
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必要に応じて提言の内容を相談者等に説明できるよう、すべての総合労働相談員

に対して十分な研修を実施すること。

(3）関係者への情報提供

あっせんを行う際に参考とすることができるよう、紛争調整委員に対して提言の

内容を情報提供すること。また、都道府県の個別労働紛争担当部局（労政主管部局

及び個別労働紛争解決制度を運用している労働委員会事務局）に対しても、周知用

資料を活用して、情報提供を行うこと。

7 
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悶悶

[01 改正法にはどのような内容が盛り込まれているのでしょうか？

A1 以下の7つの改正事項が盛り込まれています。

① 化学物質管理の在り方の見直し（リスクアセスメントの義務付け等）

② ストレスチェック制度の創設（ストレスチェック及び面接指導の義務付け等）

③ 受動喫煙防止のための事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の努力義務化

④ 重大な労働災害を繰り返す企業に対し大臣が計画作成指示、勧告、公表を行う制

度の創設

⑤ 規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置等を行う場合の事前届出を廃止

⑥ 電動ファン付き呼吸用保護具を譲渡制限・型式検定の対象に追加

⑦ 外国に立地する機関も検査・検定機関として登録ができるような仕組みを整備

[02 改正法の施行はいつですか？

A2  具体的な施行日は政令で定めることとしていますが、 A1の改正事項ごとに、以下

のとおりとなっています。

① 司平成28年6月までに施行される予定

② ＝今 平成 27年12月までに施行される予定

③④⑦司 平成 27年6月までに施行される予定

⑤⑥ 司 平成 26年12月までに施行される予定

r Q 3 政省令等はいつ制定されますか？

A3 政省令等については、今後、労働政策審議会安全衛生分科会や各種専門検討会など

で労使や専門家などのご意見を聴きながら策定していくことになります。そのため、

現時点でば具体的な改正時期は未定ですが、施行までに周知期間を十分にとることが

できるよう検討を進めていきたいと考えています。

Q4  改正法では、施行後5年を経過した場合の検討規定が置かれていますが、具体的に

どのような見直しが行われる予定なのでしょうか？

A4  新制度の施行状況や今後の労働災害の発生状況等を踏まえつつ、労働政策審議会安

全衛生分科会において、労使等のご意見を聴きながら検討をしていきたいと考えてい

ます。
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m量量四匹重詰IJ1~1司闘E姐歯車姐請雇直司

（リスクアセスメント）

Q1 「有害性又は危険性等の調査（リスクアセスメント）Jとは、具体的に何をすれば

良いのでしょうか？

A1 リスクアセスメントとは、化学物質を取り扱う際に生ずるおそれのある負傷圃疾病

の重篤度と発生の可能性を調査し、労働災害が発生するリスクの大きさを評価するも

のです。

具体的には、化学物質を取り扱う事業者が、①安全データシート（SDS）等を通

じて、その化学物質にどのような危険性・有害性があるかを確認し、②各事業場での

lその化学物質の使用量や取扱方法によってどのような労働災害が発生するおそれがあ

るのかを調査し、③発生した場合の負傷・疾病の重篤度や発生する可能性の度合を評

価するもので、その評価結果を踏まえて、労働者の化学物質へのばく露防止のために

必要な措置を検討することになります。これまで、労働安全衛生法第28条の2の規定

により努力義務とされていたものが、新たに義務とされるものです。

事業者は、リスクアセスメントの結果を踏まえ、法令に定められた事項を実施する

ほか、リスクが高いと評価されたものから優先的に、化学物質による労働災害防止の

ための措置を講ずることが努力義務とされています。

改正法によるリスクアセスメントの具体的な実施手順等については、これまでのも

のと大きく変わるものではありませんが、追って指針等によりお示しする予定です。

f 02 リスクアセスメント義務化の対象となる化学物質はどのようなものですか？

A2  一定の危険性・有害性が明らかになっている化学物質として、 SD S交付義務の対

象とされている物質がリスクアセスメント義務化の対象となります（※）。平成 26年

7月現在の対象物質一覧につきましては、パンフレツト「化管法・安衛法におけるラ

ベル表示・ SDS提供制度」の41～45頁に掲載しておりますので、こちらをご参照くだ

さい。

http://w剛.mh I w. go. jp/new回 info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html 

（※）改正法では、リスクアセスメン卜義務化の対象となる化学物質として、ラベル

表示義務対象物質（＝第57条第1項の政令で定める物）とSD S交付義務対象物

質の両方が規定されていますが、ラベル表示義務対象物質は、 SD S交付義務対

象物質の中に全て含まれていますので、実質的にリスクアセスメントが義務化さ

れるのはSD S交付義務対象物質であるとお考えください。

Q3 リスクアセスメントの結果を踏まえた措置については、どのような義務がかかるの

でしょうか？

A3 リスクアセスメントの対象とした化学物質及び業務について、労働安全衛生法に基

づく労働安全衛生規則や特定化学物質障害予防規則等の特別規則に講ずべき措置が定

められている場合、当該措置を講じることはこれまでどおり義務となります。一方、
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リスクアセスメントの対象とした化学物質及び業務について、法令に規定がない場合

は、リスクアセスメントの結果を踏まえ、リスクが高いと評価されたものから優先的

に、各事業者の判断により必要な措置を講じることが努力義務となります。

f Q4  リスクアセスメントの結果を保存等しておく必要がありますか？

A4  リスクアセスメントは、その結果を踏まえて労働災害防止のための措置を講じてい

ただくためのものであることから、結果を記録すること自体を省令等で規定すること

は想定していませんが、その化学物質を取り扱う作業のリスクを労働者にも周知させ

るため、例えばその結果を事業場に備え付ける等により労働者に周知することについ

ては、今後省令等で規定する予定です。

r Q 5 リスクアセスメントを実施する上での支援策などはありますか？

A5  厚生労働省では、ラベル表示や安全データシート（SDS）、化学物質のリスクアセ

スメントなど化学物質管寝全般について相談いただける相談窓口を設けています。

（平成26年度委託先テクノヒル株式会社／

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html) 

また、化学物質について詳しくない方でも簡易にリスクアセスメントが実施できる

よう、 SD Sの危険有害性情報や化学物質の使用量、作業内容等を入力することでリ

スクアセスメントを行うことができる支援ツールである「化学物質リスク簡易評価法」

（コントロール・パンディング）を用意しています。こちらは「職場のあんぜんサイ

ト」に掲載（下記UR L）しておりますので、ご活用ください。なお、この支援ツー

ルついては、今後、より使いやすく改良していく予定です。

http://anzeninfo.mhlw.i.;o.jp/ras/user/anzen/ka巨/rasstart. html 

（省令事項等）

Q6 法第 57条の3第1項の「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的に何を定め

るのでしょうか？

A6  リスクアセスメントを実施するタイミング等について定める予定です。具体的には、

新規に化学物質を採用する際や作業手順を変更する時など、従来の労働安全衛生法第

四条の2に基づくりスクアセスメントの実施時期を基本に、今後省令で定めることを

想定しています。

Q7 法第 57条の3第3項では指針を定めることとされていますが、その内容は具体的

にはどのようなものとなるのでしょうか？ 現行の「化学物質による危険性又は有害

4生等の調査等に関する指針」から内容は変わりますか？

A7  現行の「化学物質による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を基本に、リ

スクアセスメントの具体的な実施方法等について定める予定です。
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（ラベル表示）

QB  これまで表示事項とされていた化学物質の「成分」が削除されているのはなぜです

か？ また、今後は I成分」を記載しではならない、というこ占でしょうか？

AB 改正前の規定では、混合物の場合、含有するラベル表示義務対象物質の名称、を全て

ラベルの「成分」の欄に記載しなければなりませんでした。今後、労働政策審議会の

建識を踏まえ、ラベル表示義務対象物質を｛具体的にはSD S交付義務対象物質の範

囲まで）拡大することを予定していますが、その結果、「成分」欄に記載する物質の数

が非常に多くなり、まず労働者の自に入ることが望ましい絵表示等の危険有害性情報

や取扱上の注意事項が見にくくなるおそれがあります。このため、表示事項（義務）

から「成分」を削除し、「成分Jの表示を任意としたものです。なお、成分を確認する

必要があるときは、 SD Sで確認することができます。

法律で義務付けられる事項ではなくなりますが、主要な成分については、記載して

いただくことが望ましいと考えています。

Q9  労働政策審議会の建議にラベル表示義務対象物質の拡大が盛り込まれたと聞いて

いますが、いつ実施するのでしょうか？

A9  労働政策審議会の建議を踏まえ、ラベル表示義務対象物質をSDS交付義務対象物

質の範囲まで拡大するため、労働安全衛生法施行令等の改正を予定しています。この

ラベル表示義務対象物質の拡大を前提に法律におけるラベルの表示事項（義務）から

「成分」を削除しましたので、成分表示の削除規定と同様、平成 28年6月までに施行

する予定です。政省令等の改正に当たっては、施行までに十分な周知期間を確保する

ことができるよう、検討を進めていきたいと考えています。

Q10 「成分」はいつから削除して良いのでしょうか？ また、それまでは引き続き「成

分」を記載する必要がありますか？

A 10 改正法の成分削除の規定が施行されるまでの聞は、引き続きラベルに「成分」を記

載していただく必要があります。
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聞置~Cf~置四届樹齢i(t)J胡闘

（全般）

Q 1 ストレスチェック制度により、労働者がうつ病か否かが事業者に把握されてしまう

のでしょうか？

A 1 ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握することにより、労働者

自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげていく一次予防を主な

目的とした制度であり、精神疾患の早期発見を行うことを目的とした制度ではありま

せん。

このため、ストレスチェックの内容も、あくまで労働者のストレスの程度を把握す

るための内容とする予定であり、精神疾患かどうかを把握する検査内容とすることは

想定していません。

a2・ ストレスチェックの結果を解雇の理由に使うなど、事業者が悪用するおそれはない

のでしょうか？

A2  ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は、労働者の同意なく事業者

に伝えてはならないこととされており、ストレスチェックの実施者や実施事務に従事

した者に対しては守秘義務が課されています。また、ストレスチェックの結果を通知

された労働者が面接指導を申し出たことを理由とした不利益な取扱いを禁止する旨の

規定が設けられているなど、事業者による不合理な不利益取扱いがなされないような

仕組みとしています。さらに、ストレスチェックの結果や、商接指導の結果などを理

由として、不合理な不利益取扱いがなされることのないよう、今後、労使や専門家の

ご意見を聴きつつ、指針等で不合理な不利益取扱いに当たる事例などについてお示し

することを予定しています。

厚生労働省としては、このような制度の内容を周知するとともに、事業者に対して

必要な指導を行っていきます。また、ストレスチェック制度の主な目的は、労働者自

身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげていく一次予防にありま

す。労働者の健康確保のためには、労働者が安心してストレスチェックを受けること

ができる環境を整えることが重要であること等をしっかりと事業者に周知・啓発して

いき、制度の悪用がなされないよう取り組んでいきたいと考えています己

（ストレスチェック）

[a3 全ての事業場が対象となるの云し丙か子 一一寸
A3 ストレスチヱツクの実施が義務とされるのは、従業員数50人以上の事業場とされて

おり、これは、産業医の選任義務が課されている事業場と同じ対象範囲です。

なお、従業員数50人未満の事業場については、当分の問、ストレスチェックの実施

が努力義務とされています。（原始附則第4条に規定）

ja4 従業員数50人未満の事業場について努力義務とされているのはなぜですか？ ｜ 
A4  従業員数50人未満の事業場では、産業医の選任義務が課されていないなど体制が整
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っておらず、かつ、事業場の規模が小さいため、ストレスチェックの結果等の取扱い

に当たって、労働者のプライパシーに十分配慮した情報管理等を行うことについて懸

念があるため、義務ではなく、努力義務としています。

ただし、従業員数50人未満の事業場であっても、労働者のメンタルヘルス不調を未

然に防止することは重要です。厚生労働省としても、そうした事業場でのストレスチ

ェックを含めたメンタルヘルス対策が促進されるよう、周知・啓発を行うとともに、

全国に設置している産業保健総合支援センター（下記URL参照）による面接指導の

実施体制を整備することなどにより、支援を行っていきたいと考えています。

＜産業保健総合支援センター＞

http://www. rofuku目 go.i p/ sh i setsu/tab i d/578/Defau It. aspx 

Q5  店舗の従業員数は50人未満なのですが、法人全体で従業員数50人を超える場合に

は義務となるのでしょうか？

A5  法人単位ではなく、事業場ごとの従業員数が50人未満か否かを確認しますので、法

人全体で従業員数50人を超える場合であっても、事業場単位でみたときに従業員数が

50人未満であれば、義務とはなりません。なお、この考え方は、現行の産業医の選任

義務の対象事業場と問機です。

なお、義務とならない小規模事業場の中でも、大企業の支店などであって、本社に

よる統括管理等により実施体制が十分整っている場合には、そのような事業場につい

てはストレスチェックを実施していただくことが望ましいと考えています。

Ja6 全ての労働者が対象となるのでしょうか？ ｜ 
A6  対象の労働者は、一般定期健康診断の対象労働者と同じく、常時使用する労働者と

する予定です。常時使用す~労働者とは、期間の定めのない契約により使用される者
（期間の定めのある契約により使用される者の場合は、 1年以上使用されることが予

定されている者、及び更新により 1年以上使用されている者）であって、その者の 1

週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1週間

の所定労働時間数の4分の3以上である者をいいます。

なお、派遣労働者については、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主において

ストレスチェックを実施していただくことになります。

Q7  健康診断とは異なり、労働者にストレスチェックを受ける義務が規定されていませ

んが、労働者は受けなくても問題ないのでしょうか？

A7 労働者にはストレスチェックを受ける義務が課されていないため、これを受けなか

った場合に法令に違反することはありませんが、メンタルヘルス不調を未然に防止す

るためにも、ストレスに気づいていただくことは重要ですので、できるだけ受けてい

ただくことが望ましいと考えています。
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Q8  事業者は、希望する労働者にだけストレスチェックを実施すれば良いのでしょう

ヵ、？

AS 労働者にストレスチェックを受ける義務は課されていませんが、労働者のセルフケ

アを促進していくためにも、労働者が希望するか杏かにかかわ必ず、事業者は、対象

となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。

Q9  ストレスチェックはどれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか？健康診断

と同様に、年に1回実施すれば良いのでしょうか？

A9 ストレスチ主ツクの実施鎮度は、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定

めることにしていますが、健康診断と同様に、 1年以内ごとに 1回以上実施していた

だくことを想定しています。

Q10 ストレスチェックを実施することができるのは、医師、保健師以外にどのような職

手重となるのでしょうか？

A 10 医師、保健師以外では、一定の研修を受けた看護師と精神保健福祉士を想定してお

り、具体的には、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定めることにしてい

ます。

Q 11 健康診断のように、ストレスチェックの実施を外部機関に委託しても問題ありませ

んか？

A 11 問題ありません。委託により実施する際には、ストレスチェックの結果を実施者か

ら直接労働者に通知する必要があり、労働者の同意なく事業者に通知しではならない

ことなどの点にご留意ください。

Q12 「心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）」とは具体的に

どのようなものなのでしょうか？面談形式で行うものですか？

A 12 労働者の心理的な負担の程度を把握するため、労働者自身が該当する項目を選択す

るチエツクシート方式で行う検査です。実施方法については、今後労使や専門家の意

見も聞きつつ検討を行う予定ですが、商談形式に限定することは想定していません。

Q13 ストレスチェックの具体的な項目は決まっているのでしょうか？これまで、 9項目

どいう話も聞いたことがありますが、最低限盛り込まなければならない項目はあるの

でしょうか？また、具体的な項目はいつ頃決まるのでしょうか？

A 13 ストレスチェックの具体的な項目は、「職業性ストレス簡易調査察』などを参考に、

労使や専門家の意見も聴きつつ検討を行い、標準的なものをお示しすることを考えて

います。

なお、 9つのストレスチェック項目は、前団法案において、ストレスチェックのイ

メージとして例示したものであり、今般の改正法においては、従業員数50人未満の事

業場は努力義務とされるなど、前回法案と前提が異なるため、最低限盛り込むべき内

容も含め、改めて検討を行うこととしています。
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なお、今後の検討スケジュールについては、第1困「ストレスチェック項目等に関

する専門検討会」の資料4 （下記UR L参照）をご参照ください。

＜ストレスチェック項目等に関する専門検討会＞

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000Qaiuu.html非shingi203931

＜ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール（案）＞

http ://www. mh lw.四.i p/f i I e/05-Sh i ng i ka i-11201000-Roudouk i junkyoku-Soumuka/00 

00050911.pdf 

Q14 「職業性ストレス簡易調査票」の 57項目を実施していれば、十分なのでしょうか？

また、現在 57項目のほかにも独自に項目を追加して（例えば 100項目）ストレスチ

ェックを実施している企業は、新制度に基づくストレスチェックとして、これまで通

り実施することができるのでしょうか？

A 14 A 13のとおり、ストレスチェックの具体的な項目は、「職業性ストレス簡易調査票」

などを参考に、労使や専門家のご意見も聴きつつ検討を行い、標準的なものをお示し

することを考えています。検討に当たっては、先行して実施している事業者の取組も

考慮しつつ、検討を進めていきたいと考えていますが、こちらからお示しする標準的

なものを全て含んでいるのであれば、基本的にはこれまでどおり実施していただいて

問題ないと考えています。

なお、ストレスチェックの項目として盛り込むことが不適切な内容についても検討

を行う予定です。

Q15 ストレスチェックの実施により、労働者のメンタルヘルス不調の予防に資するとい

うエビデンスはあるのでしょうか？

A 15 現在、ストレスを評価するための調査票としては、産業現場で広く活用されている

57項目の「職業性ストレス簡易調査票」があります。この調査票は、平成7年から平

成11年までの厚生労働省の委託研究により開発されたもので、約1万2千人を対象と

した試験的調査により、その信頼性、妥当性が統計学的に確認されているものです。

ストレスチェックの具体的な項目は、今後、この「職業性ストレス簡易調査票」な

どを基本に、労使や専門家のご意見も聴きつつ検討を行い、標準的な内容をお示しす

ることを考えています。

また、ストレスチェックを効果的に実施するための手法等について、お示しする予

定です。

Q16 現在、健康診断と併せてストレスチェックを実施しているのですが、今後も、健康

診断と一緒に実施することは可能ですか？また、今後は、ストレスチェックの結果を

事業者が把握することはできなくなるのでしょうか？

A 16 ストレスチェックと健康診断を同じ機会に併せて実施していただくことは問題あり

ません。ただし、ストレスチェックの結果については、労働者の同意なく事業者に提

供してはならないこととされておりますので、結果については、健康診断と異なる取

扱いをしていただく必要がある点にはご留意ください。

8 

16 



Q17 新制度の施行後は、例えば、健康診断の医師の問診の場面で労働者のメンタルヘル

ス不調等の情報を把握した場合、事業者にそれを伝えることはできなくなるのでしょ

うか？

A 17 一般定期健康診断の問診等において、医師が把握したメンタルヘルス不調に関する

健康情報の取扱いは、これまでと変わりません。つまり、「労働者の心の健康の保持増

進のための指針』（下記UR L参照）にも記載されているように、事業者と産業保健ス

タッフは、以下に掲げる点に留意した上で、労働者の健康情報を取り扱う必要があり

ます。

①産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者の個

人情報を事業者等に提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を必要最小限

とすること。その一方で、産業医等は、当該労働者の健康を確保するための就業上

の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるように、集約圃整理・解釈

するなど適切に加工したよで提供すること。

②事業者は、メンタルヘルスに関する労働者の個人情報を取り扱う際に、診断名

や検査値等の生データの取扱いについては、産業医や保健師等に行わせることが望

ましいこと。特に、誤解や偏見を生じるおそれのある精神障害を示す病名に関する

情報は、慎重に取り扱うことが必要であること。

＜労働者の心の健康の保持増進のための指針＞

世主2://www. mh lw. go. io/new-i nfo/kobetu/roudou/gyouse i /anzen/101004-3. html 

~18 産業医がストレスチェックを実施することは可能ですか？ I 
A18 可能であり、適切な事後措置や職場環境の改善につなげるためにも、産業医が実施

することがむしろ望ましいと考えています。ただし、ストレスチェック制度では、ス

トレスチェックを実施した医師等は、労働者の同意なく、その結果を事業者に提供し

ではならないこととされています。産業医がストレスチェックを実施した場合も同様

に、労働者の同意なく事業者にその結果を伝えてはならないこととなりますので、ご

留意ください。

Q19 外部機関にストレスチェックの実施を委託した場合、ストレスチェックを実施した

その機関の医師等は、産業医に結果を提供しても問題ないのでしょうか？

A 19 産業医がストレスチェックの企画・評価に関わり、実施者となる場合には問題あり

ませんが、産業医が実施者とならない場合には、その産業医に労働者の同意なく結果

を4是供してはならないこととなります。

Q20 ストレスチェックの結果について、職場の集団的なストレスの分析に用いるため、

個人の結果がわからないように加工して事業者に提供することもできないのでしょ

うか？

A20 個々の労働者の結果であることが識別できないよう加工した集団的なデータであれ

ぱ、労働者の同意なく、事業者に提供することは可能です。ただし、集団の単位が小
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さいなど、集団的なデータであっても個人が識別できるような場合には、労働者の同

意なく、事業者に提供することは適切ではありません。

なお、職場の集団的なストレスの分析の具体的な方法などについては、今後、指針

などでお示しする予定です。

r Q21 事業者は、ストレスチェックの結果は保存しなくて良いのでしょうか？

A21 ストレスチェックの結果の保存は、ストレスチェックの実施者において行うことを

想定していますが、具体的な保存方法などについτは、今後労使や専門家の意見も聴

きつつ検討を行い、お示しする予定です。

Q22 健康診断のように、事業者は、ストレスチェックを実施した旨の報告を監督署に行

う必要があるのでしょうか？

A22 ストレスチェックの実施状況を把握するため、事業者には、労働基準監督署にその

実施状況について報告していただく仕組みを設けることを考えています。

具体的には、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定めることにしていま

す。

Q23 法第 66条第1項の「健康診断」から「第 66条の 10第1項の検査」（＝ストレスチ

エツク）が除かれているのはなぜですかっ

A23 健康診断とストレスチェックは、いずれも労働者の健康の状況を把握するためのも

のであるという観点では、重複した概念となっています。両者を事業者の義務とする

場合に、義務が一部重複することになるため、法技術的な観点からその重複を避ける

ため法第 66条第1項の「健康診断」から「第 66条の 10第1項の検査」（＝ストレス

チェック）を除く改正を行ったものです。

なお、これにより、健康診断とストレスチェックを同時に行うことを否定するもの

ではありません。（A16参照）

（面接指導）

同五五蚕66条第3項の「面接指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか？

A24 面接指導は、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接によ

り必要な指導を行うもので、これに基づき必要な措置が行われることになります。

具体的な実施方法などについては、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で

定めることにしています。

r Q25 医師以外が面接指導を実施することはできないのでしょうか？

A25 A24のとおり、面接指導は、問診その他の方法により労働者の心身の状況を把握し、

面犠により必要な指導を行うものであるため、医学的な知見を有する医師でなければ

実施することができない仕組みとしています。
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I a26 面接指導の結果は、労働者の同意なく事業者が把握しても構わないのですか？ ｜ 
A26 面接指導は、労働者の申出に基づくものであり、面接指導の結果、事業者は、必要

に応じて労働者の健康を確保するため就業上の措置を講じなければならないため、労

働者の同意なく、その結果を把握することができます。

Q27 事業者は、面接指導の申出を理由として不利益な取扱いをしてはならないこととさ

れていますが、「不利益な取扱い」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか？

A27 不利益な取扱いとしては、例えば、面接指導の申出の後に、当該申出があったこと

を理由として解雇、減給、降格、不利益な記置の転換等がされた場合などが考えられ

ます。具体的には、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ検討を行い、不適当と考

えられる事例を指針等で示すことを予定しています。

Q28 面接指導の結果に基づく必要な措置について医師の意見を聴くことになっていま

すが、意見を聴くのは面接指導を実施した医師でなければならないのでしょうか？

A28 面接指導を実施した医師から、面接指導の結果報告に併せて意見を聴取することが

適当です。また、面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属す

る事業場で選任されている産業医でない場合には、面接指導を実施した医師からの意

見聴取と併せて、当該事業場で選任されている産業医の意見を聴取することも考えら

れます。

（省令事項等）

Q29 法第 66条の 10第 1項の「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的に何を定め

るのでしょうか？

A29 今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、①ストレスチェックの実施頻度

として、現行の一般健康診断と問機に、 1年以内ごとに 1回以上実施すること、②今

後、専門家等のご意見を踏まえて検討することとしている、ストレスチェックの項目

の考え方などを定めることを考えています。

Q30 法第66条の 10第2項の「厚生労働省令で定めるところJとは、具体的に何を定め

るのでしょうか？

A30 今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、ストレスチェックを行った医師、

保健師等からの結果の通知は、検査が行われた後、遅滞なく行わなければならないこ

となどを定めることを考えています。

1 I Q31 法第 66条の 10第3項の「厚生労働省令で定める要件J及び「厚生労働省令で定め

るところ」とは、具体的に何を定めるのでしょうか？

A3l いずれも、今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、「厚生労働省令で定め

る要件」としては、ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された労働者である

ことなどを定めることを考えています。また、「厚生労働省令で定めるとこる」として

は、①労働者から申出があった後、遅滞なく面接指導を行わなければならないこと、
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②労働者の勤務の状況等、面接指導において医師が確認すべき事項などについて定め

ることを考えています。

032 法第66条の 10第4項の「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的に何を定め

るのでしょうか？

A32 今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、面接指導の結果の記録を作成し

て、これを5年間保存することなどを定めることを考えています。

Q33 法第66条の 10第5項の「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的に何を定め

るのでしょうか？

A33 今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、医師からの意見聴取は、面接指

導が行われた後、遅滞なく行わなければならないこと等を定めることなどを定めるこ

とを考えています。

I a34 法第 66条の 10第7項の指針は、具体的に何を定めるのでしょうか？ ｜ 
A34 面接指導の結果及び医師の意見を踏まえ、事業者が講ずべき労働者の健康を保持す

るために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な内容を盛り込む予定で

す。具体的には、医師からの意見聴取の方法、就業上の措置の区分とその決定方法、

面接指導の結果に基づく不合理な不利益取扱いの考え方などについて定めることとし

ていますが、詳細は、今後、労使や専門家のご意見を聞きつつ、検討を行っていきま

す。

Q35 法第66条の 10第9項でストレスチェックに関する医師等の研修の実施に努める旨

が規定されていますが、研修の予定はどのようになっていますか？

A35 ストレスチェックが適切に実施されるよう、来年度以降、医師等に対する研修を実

施することとしています。研修の内容等は今後具体的に検討する予定です。
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Q1 これまでは、快適な職場環境の形成のための措置として、指針の中で喫煙対策が盛

り込まれていましたが、今回受動喫煙防止対策が努力義務として規定された意義は何

でしょうか？

A1 改正法では、受動喫煙が労働者の健康に与える影響を踏まえて、受動喫煙防止対策

を労働者の健康の保持増進のための取組として位置づけ直すものです。

今回、法律に明記することは、事業者による取組を促す上でも、また、受動喫煙防

止対策の必要性に関する労働者の理解を深める上でも重要であると考えています。

Q2  今回の改正法で、受動喫煙防止対策が義務ではなく努力義務として規定されたのは

なぜですか？

A2  労働政策審議会安全衛生分科会における議論の中で、現時点では受動喫煙防止対策

を義務化するよりも、努力義務としたよで助成金等による援助により、対策が遅れて

いる事業者等を支擁していく方が適当というご意見がありました。

また、労働者健康状況調査（平成24年）においても、事業場における受動喫煙防止

対策の取組の問題点として、「受動喫煙に対する喫煙者の理解が得られない」、「顧客に

喫煙をやめさせるのが困難である」などが挙げられており、受動喫煙防止対策の必要

性について、さらなる周知啓発が必要な状況です。

このような状況を踏まえ、今回の提出法案においては努力義務とした上で、固によ

るf妥助を定めることとしました。

Q3  「受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置」について、

具体的にどのような措置を行っていれば努力義務を果たしたことになるのでしょう

ヵ、？
A3  事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の例としては、全面禁煙、喫煙室の設

置による空間分煙、たばこ煙を十分低減できる換気扇の設置などがありますが、個々

の事業者や事業場によって実情は異なるので、適切な措置も異なってきます。事業者

の皆様には、まずは各々の事業場の現状を把握していただき、その実情に照らして実

行が可能な措置のうち最も効果的な措置を講じるよう努めていただきたいと考えてい

ます。

Q4  例えば、飲食店で喫煙席と禁煙席に分ける対策や開放型の喫煙コーナーによる分煙

も「受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置」として認

められるのでしょうか？

A 4  A3のとおり、個々の事業者及び事業場によって実情は異なるため、措置の内容を

一律に示すことは考えていませんが、まずは各々の事業場の現状を把握していただき、

その実情に照らして実行が可能な措置のうち最も効果的な措置を講じるよう努めてい

ただきたいと考えています。
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Q5  努力義務に基づいて労働基準監督署ではどのような指導を行う予定なのでしょう

か？

A5 改正法の趣旨について、幅広く周知・啓発を行うとともに、受動喫煙を防ぐための

措置を何ら講じていない場合は、適切な措置を講ずる必要性について、パンフレツト

等により周知個啓発していきます。さらに、中小企業事業主に対する喫煙室設置に係

る費用の助成等の支援事業を紹介し、その活用を促していきます。また、個別の労働

者から相談があった場合は、懇切丁寧に対応していきます。

Q 6  法第 71条では、国が「受動喫煙の防止のための設備の設置の促進Jなどの援助に

努めると規定されていますが、具体的に、厚生労働省ではどのような援助を行う予定

なのでしょうか？

A6 現在、以下の3つの支援事業を行っております。詳細は、それぞれ厚生労働省のH

Pをご参照くださいρ また、今後、効果的な支援となるよう、適宜支援内容の見直し

を検討します。

① 受動喫煙防止対策助成金

http目：／／www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bi.mva/0000049868.html

② 受動喫煙防止対策に係る相談支援

http://www. mhlw.耳o.io/stf /se i sakun i tsu i te/bunya/0000049989. htm I 

③ 受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援（たばこ煙濃度等の測定のための

機器の貸与）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunva/0000049996. html 

ra1 今回の改正法は、禁煙自体を推進していくものなのでしょうか？

A7 改正法における受動喫煙防止対策は、労働者の健康の保持増進の観点から、職場と

いう個人の自由がきかない空間において、労働者が業務中に他人のたばこの煙にさら

されないようにするためのものであり、喫煙そのものを制限することを目的としてい

るものではありません。

r a 8 将来的に、受動喫煙防止対策を義務化する予定はあるのでしょうか？

A8 改正法全般について、施行して5年後に改正後の安衛法の施行状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の規定

があるため、受動喫煙防止対策についても改正法の施行状況を見ながら検討すること

になります。
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！重大な労働災害を繰り返す企業への対応｜

I a 1 この制度は、どのような契機で創設されることになったのでしょうか？ I 
A1 新制度は、死亡災害などの重大な労働災害を複数の事業場で繰り返す企業が散見さ

れることから、そうした企業に、企業全体で着実に改善を図らせ、再発防止を期する

ために設けるものです。

なお、この制度は、第 12次労働災害防止計画において、「法令違反により重大な労

働災害を繰り返して発生させたような企業について、一定の基準を設け、着実に労働

環境の改善を図らせる」とされたことを踏まえ、労働政策審議会安全衛生分科会にお

いてご議論いただいた結果、設けることが適当とされたものです。

Q2  新たな制度が創設されることで、現行の安全衛生改善計画制度の運用は変わるので

しょうカ、？

A2  新制度の要件に該当する企業については、新制度による対応を行うことになります

が、それ以外には、基本的に、現行の安全衛生改善計画制度の運用に変更はありませ

ん。

Q3 法第 78条第1項の「重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの」とは、具

体的に何ですか？

A3  今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、例えば、死亡災害、障害等級第

1級～第7級に相当する労働災害を想定しています。

Q4  「重大な労働災害を繰り返す企業」について、過去の実績に照らすと、新制度の対

象となる企業はどれくらいあるのでしょうか？また、そのうちどの程度が公表される

見込みですか？

A 4  重大な労働災害に何が該当するかについては、今後労働政策審議会安全衛生分科会

で具体的な検討がなされることから、重大な労働災害を繰り返す企業の数について現

時点でお示しすることはできませんが、仮に死亡災害に限定するとすれば、平成21年

～23年の3年間で同様の死亡災害を複数の事業場で繰り返し発生させた企業の数は

20社程度です。

新制度では、事業者が、厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合にその旨を公表す

ることとされているため、現時点では、どのくらいの企業が公表の対象になるかは明

確にお答えすることは困難です。

Q5 法第 78条第1項の「厚生労働省令で定める場合」とは、具体的にどのような場合

ですか？

A5  労働政策審議会安全衛生分科会では、「重大な労働災害の再発を防止するため必要が

あると認める場合Jについて、 3年間で同様の重大な労働災害を複数の事業場で発生

させた場合を対象としてはどうかという議論が行われたところであり、このような議

論を踏まえ、今後具体的に検討していく予定です。
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Q6  企業単位の場合、計蘭の作成に当たって、どのように労働組合町労働者代表の意見

を聴けば良いのでしょうか？

A6 関係する全ての事業場の労働者に計画の遵守義務がかかることとなるため、何らか

の方法で関係する全ての事業場の過半数の労働者を代表する意見を聴いていただく必

要があると考えていますが、具体的な意見の聴取方法については、労働時間等設定改

善委員会の例（※）などを参考に、今後検討していく予定です。

（※）労働時間等設定改善委員会は、事業主代表と労働者代表を構成員とし、労働時

間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを

目的として、全部の事業場を通じてーの委員会又は事業場ごとの委員会を設置す

ることとされています。委員の半数は、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦

に基づいて指名されています。

f Q7  法第 78条第 1項の「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的に何ですか？

A7  今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、計画作成指示書の様式、計画に

記載すべき事項などについて定める予定です。

r Q s 法第78条第4項の「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的に何ですか？

AS 今後、具体的に検討する予定ですが、現時点では、計画変更指示書の様式などを定

める予定です。

Q9  法第 78条第5項の「重大な労働災害の再発の防止に関し必要な情置」について、

具体的にどのような内容の勧告がなされるのでしょうか？

A9  勧告は、特別安全衛生改善計画の作成指示等に従わない場合に、労働災害の再発を

防止するための次の段階の措置として位置づけています。

具体的には、特別安全衛生改善計画の作成又は変更指示をしたにもかかわらず、事

業者がその指示に従わない場合に、労働災害の再発を防止するために必要な措置をと

るよう勧告を行うとともに、事業者が策定した計画を実施していないことが確認され

た場合には、実施するよう勧告を行うことを考えています。

Q10 法第 78条第6項に基づく公表では、具体的にどのような事項が公表されるのでし

ょうか？

A 10 具体的には、今後、検討していく予定ですが、少なくとも、対象となる企業の名称

や、公表に至った事由（厚生労働大臣の勧告に従っていない旨など）は公表する内容

に含まれることになると考えています。
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闘回唱髭義司E繭語f,i）輔副嗣

[Q1 対象となる検査・検定にはどのようなものがあるのでしょうか？

A1 「製造時等検査」、「性能検査」、「個別検定」及び「型式検定Jが対象となります。

ただし、移動式クレーン及びゴンドラに関する製造時等検査は、現在、国が直接これ

を行っていて、宣告録機関は検査を行っていないため、今般の改正の対象にはなりませ

l ん。

Q2  外国の検査・検定機関の承認を受けていれば、圏内で改めて検査・検定を受ける必

要がなくなるというような、相互家認を行うものなのですか？

A2 新制度は、外国に立地する検査・検定機関についても、労働安全衛生法上の検査・

検定機関としての登録を受けることができるよう所要の整備を行うものであり、いわ

ゆる相互家認を行うものではありませんが、労働安全衛生法の受録を受けた外国立地

機関の検査・検定を受けた機械等については、日本国内で改めて検査・検定を受ける

必要はありません（※）。

（※）なお、労働基準監督署が実施する落成検査については、引き続き受ける必要が

あります。

[Q3 新制度の対象となる国はどこですか？

A3 対象となる固に限定はありません。

Q4  外国の検査・検定機関が、日本の登録を受けているかどうかは、どのように確認す

れば良いのでしょうか？

A4  検査・検定機関の一覧を厚生労働省のHPに掲載しておりますのでそちらをご確認

ください。登録を受けた外国の検査凶検定機関についてもこちらに掲載していく予定

です。

＜労働安全衛生法に基づく検査・検定機関一覧＞

htto ://www. mh lw目 go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/roudoukijun/anzen/ 

dl/kensakenteikikan.odf 

IQ5 外国の検査・検定機関は、その国の規格に従って検査・検定を行うのでしょうか？｜

A5  新制度は、外国に立地する検査・検定機関についても、労働安全衛生法上の検査・

検定機関としての登録を受けることができるよう所要の整備を行うものです。このた

め、検査・検定を行う場合も、労働安全衛生法に基づく構造規格に沿って行うことと

なります。

¥Q6 指定外国検査機関制度は、引き続き利用できるのでしょうか？ ｜ 

A6  改正法の施行後も、現在の指定外国検査機関が必ずしも外国登録検査・検定機関へ

移行するものではないと考えられることから、指定外国検査機関制度（※）を当分の

問存続させる予定です。
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（※）「指定外国検査機関制度」とは、外国で製造した機械等について、厚生労働大臣

が指定する外国の機関が日本の構造基準に適合していることを証明する場合には、

その結果を添付することで輸入時等の検査・検定を簡略化することができる仕組

みのことです。

Q7. 海外でずさんな検査・検定が行われるおそれはないのでしょうか？適正な検査・検

定を実施しているか否かをどのようにチェックするのでしょうか？

A7 外国の検査・検定機関に対して課す義務や登録要件は、圏内機関に対するものと同

じであり、検査・検定の基準も同じであるため、園内機関と同様に検査・検定の質及

び機械等の安全性は担保できるものと考えています。

また、①登録申請時に、登録要件に合致しているか否かについて実地調査等により、

圏内と同様に厳格な審査を行うとともに、②登録後も立入検査を請求するなどにより、

外国機関による検査圃検定が適正に実施されているか確認し、機械等の構造規格に適

合する方法で検査・検定が行われていない場合は登録の取消等をすることとしていま

す。

厚生労働省としては、こうした取組により、ずさんな検査が行われないよう、しっ

かりと制度を運用していきたいと考えています。

Q8  海外の登録機関で検査・検定を受けて輸入されてきた機械等に問題があった場合

に、それが使われて事故が起こることを防ぐためのチェック機能はあるのでしょう

かつ

AS  海外の機関で検査 E 検定を受け、国内に流通する機械については、例えば、サンプ

ル的に買取を行い、構造規格の具備を確認し、これに適合しない場合には、必要に応

じて輸入業者等に対して回収・改善を命ずるなどの対応を行うこととしています。

厚生労働省としては、こうした取組により、労働災害を防止するため、しっかりと

制度を運用していきたいと考えています。
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院軍司1：~ヨ桑園田護国信制il!JJffJlill

¥a1 なぜ、届出を廃止してしまうのですか？ ｜ 
A 1 法第88条第1項に規定する届出の飽旨は、一定規模以上の工場等で生産ラインの新

設等を行う場合に、労働基準監督署があらかじめその工事に係る計画を把握し、労働

者の安全衛生の確保が適切になされているか否かの確認を行うものです。

しかし、この届出制度については、①年間約 1万2干件の届出があるが、届出され

た計画に法違反が認められる事例はほぼ生じていないこと、②職場での安全衛生の確

保に係る意識が成熟し、リスクアセスメントの実施などの取組が進んできていること

から、事前に届出させて確認を行う必要性がなくなってきています。

こうした状況を踏まえた労働政策審議会からの廃止が適当との建識を受けて、今般

の改正においてこの制度を廃止することとしました。

Q2  届出を廃止した場合、届出対象の工事等の安全性はどのように担保していくのでし

ょうか？

A2  法第88条第1項の届出は、①年間約 1万2千件の届出があるが、届出された計画に

法違反が認められる事例はほぼ生じていないこと、②職場での安全衛生の確保に係る

意識が成熟し、リスクアセスメントの実施などの取組が進んできていることから、届

出が必要な一定規模以上の事業場においては、安全衛生の確保に係る取組が進められ

ていると認識しています。

労働安全衛生法第88条第 1項の届出を廃止した後も、①事業場に対する監督指導等

や現行の同法第 88条第2項に基づく事前の届出に係る実地調査などの機会において、

第 1項の届出によって確認していた機械等の配置等についても確認できること、②特

に危険性・有害性が高い機械等や大規模な建設業の仕事を行う場合等については、引

き続き、現行の同法第88条第2項から第4項までの規定により、事前の届出を求める

ことから、引き続き、安全性を担保できると考えています。

Q3  現行の制度では、工事開始の 30目前までに届出をすることとなっていますが、具

体的に、いつまで届出をする必要があるのでしょうか？例えば、以下の場合はどうで

しょうか？

① 工事予定日が施行日より前の場合

② 工事予定日が施行日より後で、かっ、施行日から起算して 29日以内の場合

③ 工事予定日が施行自より後で、かつ、施行日から 30日以上経過している日の場
A 
Eヨ

A3 改正法の附則第5条に経過措置が設けられていて、施行自から 29日聞が経過する日

までに届出を行わず工事を開始した場合について、引き続き罰則の対象とする旨が規

定されています。

このため、①～③までは、それぞれ以下のとおりとなります。

① 司 届出を行う必要があり、届出から 30日間経過せずに工事を開始した場合には

第88条第1項違反として罰則の対象となります。
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②＝今 届出を行う必要があり、届出から 30日間経過せずに工事を開始した場合には

第 88条第1項違反として罰則の対象となります。

③＝今 届出を行う必要はありません。

Q4  施行目前に届出がなされている法第 88条第1項の計函に係る工事の開始の差止命

令又は計画変更命令（同条第7項に基づくもの）については、命令に違反した場合の

罰則も含め、施行後はどのような取扱いになるのでしょうか？例えば、以下の場合は

どうでしょうか？

①施行目前にすでに命令がなされている場合、かつ、施行目前に命令に違反した場
A 
Eコ

②施行目前にすでに命令がなされている場合、かつ、施行日後に命令に違反した場
，晶、
"' 

③施行日後に命令がなされた場合

A4  改正法の附則第4条では、施行日より前に行われた労働安全衛生法第88条第1項の

届出に関して、施行目前に工事の開始の差止命令又は計画変更命令（同条第7項に基

づくもの）を行った場合、その効力は引き続き存続する旨が規定されています。

また、改正法の附則第5条では、附則第4条により引き続き効力を有することとさ

れる命令に違反した場合の罰則の効力も存続する旨が規定されています。

このため、①～③は、それぞれ以下のとおりとなります。

①＝今 改正前の規定（第 88条第7項）に違反し、罰則の対象となります。

②時 改正前の規定（第 88条第7項）に違反し、罰則の対象となります。

③ ＝今 改正法では、施行日より前になされた命令についてのみ経遇措置を規定して

おり、施行日以後に第 88条第1項に係る命令を行うことはありません。
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Q1 そもそも、今回譲渡制限・型式検定の対象とされた「電動ファン付き呼吸用保護具」

とは何ですか？

A1 電動ファン、ろ過材、面休などで構成され、環境空気中の有害物質を除去した空気

を装着者へ供給する、ろ過式呼吸用保護具の一種で、日本工業規格で規格（JIST8157)

が定められていたものです。肺力で空気を吸い込む防じんマスクや防毒マスクに比べ、

電動ファンで空気が送られてくるため、呼吸がしやすいことが特徴です。

労働安全衛生法令では、①吹き付けられた石綿の除去の作業、②ずい道（トンネル）

等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所での作業、③インジウム化

合物を製造し又は取り扱う作業などの特に粉じん濃度が高くなるおそれがある作業を

行う場合に、電動ファン付き呼吸用保護具の使用を義務付けているほか、呼吸がしや

すいメリットを踏まえ、様々な粉じん作業の現場で使用されることが望ましいとして

きていました。これまでは上記の規格が示されていたものの、法令で性能の担保がな

されていなかったことから、今回、新たに構造規格を定め、規格を充たさない製品に

ついて譲渡等の制限を行うこととしたものです。

Q2 どのような規格が定められる予定ですか？ 日本工業規格（JIS）と異なる規格と

する予定はありますか？

A2  電動ファン付き呼吸用保護具については、これまで、日本工業規格で任意規格とし

て JIST8157が定められていました。今回の法改正を受けて新たに定める構造規格は、

おおよそ現在の JIST 8157と同様のものとする予定です。

Q3  今、現場で使用されている、文はすでに市場で流通している電動ファン付き呼吸用

保護具は、施行と同時に使用できなくなるのでしょうか？

A3 改正法の附則において、施行日より前に製造又は輸入されて在庫となっているもの

や、現場で使用中のものについては、引き続き販売や使用ができるように経過措置を

設l宇ており、施行と同時に使用することができなくなるようなことはありません。

しかし、電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務は、 A1の

とおり、特に粉じん濃度が高くなるおそれのあるものであり、労働者の健康障害を防

止する観点からも、改正法の施行後は、新たに定める構造規格を満たすことが確認さ

れたものを使用することが望ましいものと考えています。

Q4  市場に流通している電動ファン付き呼吸用保護具が、検定に合格したものかどうか

はどこで確認できますか？

A4  検定合格品については、個々の製品に型式検定合格年開品名・型式検定合格番号等

の情報が合格標章により表示され、確認できます。

また、電動ファン付き呼吸用保護具の検定は、厚生労働大臣の登録を受けた登録型

式検定機関が行うこととなりますが、製造者名等の検定合格型式の一覧は登録型式検

定機関で作成しておりますので、そちらでご確認ください。
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労働災害の発生状況の対前年比較（全国計：速報値ベースγ－：ー
1 死傷病報告提出件数の推移（平成25年と26年の比較）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

死亡 休業 死傷 死亡 休業 死傷 死亡 休業 死傷 死亡 休業 死傷 死亡 休業 死傷 死亡 休業 l死傷

平成25年 39 3,945 3,984 98 10,904 11,002 154 18,730 18,884 220 26,993 ,27,213 285 3a;ao1 37,092 359, 45,304 45,66~ 

平成26年 49 3,681 3,730 125 ,11118 11,243 225 20,120 20,345 288 28,599 2a:a01 359 37,839 38,1~8 430 46,858 47,288 

増 j成 10 ム264ム254 27 214 241 .71 1,390 1.461 68 1,606 1,674 7ヰ 1,932 1,106 71 1,554 1,625 

2 各且に提出された死傷病報告の件数（平成25年と26年の比較）

1月 2月 3月 4月 5月 6月

死亡 休業 事E傷； 泥亡 休業 死傷 ．死亡 休業 死傷 死亡 休業 死傷 死亡 休業 死傷 l死亡｜休業 i死傷

平成25年 39 3,945 66 ?,263 8,329 65 9,814 ~.879 741 8.4971 8,571 

平成26年 49 3,681 63 8,479 8,542 71 9,240 9,311 711 9,0191 9;090 

増 減 10 ム264ム254 ム3 216 213 6ム574ム568 ム31 5221 519 

※労働者死傷病報告より集計。ー
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斗ご
北海道局

克亡 休業

25年 27 °2611 

26年 23 2668 

年遂〈件〉 A4.0 500 

年差｛%｝ ム14.8 19 

I" ミト 街木局

死亡 休業

25年 ' 743 

26年 7 763 

年差【件｝ 3:0 200 

年差（%｝ 75.0 2.7 

~ 
石Jil局

死亡 休業

25年 4 • 417 

26年 6 472 

年釜（件］ 2 55 

年差｛%］ 50.0 13.2 

ゴト
滋賀局

死亡 休業

25年 5 496 

26年 2 531 

年差｛件】 A3.0 35.0 

年差｛%｝ A ao• 7.11・ 

三ト
飼山局

死亡 休寒

25年 16 784 

26年 ' 837 

年差〈件］ A1乙0 530 

年差（%） LI.. 75.0 '・' 

でふ
佐賀局

耳亡 体調陸

25年 I 441 

26年 3 448 

年差｛件］ 3.0 T.0 

年差（%） 200D ’. 

※労働者死傷病報告よU集計．

青森局

計 E亡 体章

2645 2 572 

2691 7 "' .... S:o A2tO 

1.7 250.0 ム4.7

務局局

1t 死亡 休業

747 2 '" 770 16 • 1008 

23.0 14.0 126.。
:l.1 700.0 ,.. 

循券局

計 死亡 体3候

421 5 323 

478 7 ‘339 

57 2・ 16 

135 40.0 5.0 

3・ 京錨鳥

計 耳亡 休業

501 3 841 

533 3 S回

3~0 0.0 ＂む0

6,4 0.0 3.1 

広島局

百十 括合 休業

800 " 1111 

841 9 1175 •. 

41.0 ,;. 5.0 64.0 

日..A35.7 58 

長＂局

Eす 軍亡 r 休業

442 7 ・ 517

451 6 "' 
9.0 A 10 790 

之0 A 14• • 15.3 

／、
ぺ

都道府県別労働災害発生状況（6月末現在での対前年比較：速報値ベース）
！ 岩手島 宮結局 I*園局 山形局

計 E亡 体輩 lt E亡 体案 E十 !i>c 体章 E亡 休書

574 ' 612 617 ' 1’＂ 1168 ' "' <l74 2 日B

'" 16 '" 624・ 9 1062 ~ 1071 1 ... 
'" 3 '" A 22.0 10.0 A3.0 70 .... A-101.0 A 97~ .0. a.o A 6.0 ‘・A14』 1D A 75.0 

A3' 200.0 A0.5 1.1 80.0 A’3 A回 A闘S AU  A3.0 ... A 13.9 

埼玉局 千葉局 東京扇 神奈川局

lt 』 死亡 係書 1t 茸亡 休業 2十 死亡 休業 It 死亡 体.

＂‘ 
11 195' 1965 盟 1820 184.'.I " 3608 3526 19 ・,.,, 

1024 19 2153 2172 .13 18目6 .1899 " 3565 ・ 3519 13 2621 

1-40.0 a.o 199.0 207.0 A 111.0 660 56.0 ... • A4~0 A37• "" 143.0 

l<A 72.7 ,., 1M A 43.5 。.6 3.0 ,,. AJ.2 A 10 A31.6 5J 

山車局 長野局 般車局 飾同局

lt !El!: 体案 1t 死亡 休業 計 死亡 体調E 2十 死亡 体案

328 3 238 241 61 ・ 8回 889 10 771 781 6 ' ＂田

346 • 331 335 ' 928 933 6 787 793 1• 1580 

18 1 93 " -I 45 44 -・ 16 12 8 74 

55 33• 39.1 39' ”167 5.1 ... -40.0 ~I 15 133.3 4.9. 

大医局 長底局 奈良属 和政山局

計 E亡 体車 if. . !Et: 休業 It 亮亡 休業 計 ヲE亡 体案

'" 19 
-,.., 盟国 15 16!6 1701 4 • ... '" • 424 

870 20 30・2 3102 23 1855 11188 
’ "' .... 2 411 

26.0 10 193 0 194.0 80 179.0 ・ 18まD ~· IO ‘.0 AZ' A 13.0 

3.1 •• 6.7 •·' .,. 106 11.0 75.0 02 0.8 ‘ A 50.0 A31 

山口局 徳島局 香川島 愛媛局

計 究亡 F体調長 針 死亡 休業 計 死亡 休業 計 亮亡 休業

1125 5 .. , 
'°' 4 328 332 3 433 担6 5 556 

1184 10 477 487 • 314 320 8 460 468 • "' 
国.o 5.0 .6-26.0 .6.21.0 ~· A 1'.0 l::i. 12.0 5.0 27.0 ・33.0 AID 20.0 

52 100.0 A52 AO  50.0 • h. 4.3 83.6 166.7 62 ,. i:.20.0 3.6 

II本局 大分局 宮崎局 ‘望E‘局

針 死亡 体案 言f E亡 休業 富士 完亡 体案 !t 死亡 休業

524 5 730 735 2 "' 
，，白 7 ... 476 3 652 

602 2 691 "' 5 532 537 ' "' "' 6 661 

78.0 A3.0 ,/:,,. 39.0 "'20 30 94.0 97.D A IO 6.0 5.0 30 9.0 ,., "'00.0 企 .. A 5.7 150..0 .21.5 220 l:J.. 14.3 u ・ f.1 1000 1A 

一一一一
櫨島晶 茸輔届

ft 死亡 体重 lt 死亡 体畢 計目、

"' 8 ... ’~72 
’ 

11fa 1121 

467 ,, 
"' 

• 671 17 tl10 1127 

A 74• •• A.M Al• a,o A2.0 .. 
A 13.7 100.0 .6:1.0 A削 ... A02 M 

. 
衛渇局 富山鳥

計 亮亡 休業 Z十 死亡 体調B 計

2497 9 1Q6.7 1076 2 "' 510 

2634 ' 1000 1006 • -546 550 

137.0 A3.0 A67" A 70• w 380 40.0 

·~、A33• Ao• A6' 100.0 1" 7,8 

It伺局 三重烏

計 死亡 休. 官す 死亡 休.. 計.,,,, 
20 - 2514 "" ' 788 

"' 1594 25 2535 2660 11 878 ,,, 
盟 5 21 ・" 7 88. ・" ,. 

25.0 0.9 10 1750 IU lW 

a・.局 島捜届 ． 
ft 死亡 体重 計 亮亡 体重 I. 計 I 

428 1 191 192 5 

413 。 199 "' 
4 寸！ 

A 150. A f.O 8.0 7.0 "1.0 
A35 A・foo:o 42 3.6 A200 751 ＇・＂＜－、

高知局 箔筒局

針 死亡 体調健 計 死亡 体調院 I 計

'" 7 ., .. 37i • 1876 ・1885 

680 6 3(1 377 ". 1969 1987 

19.0 ム1.0 7.0 6.0 Ob 93.0 102.0 

3A i:J,. 14.3 u 1.6 100.0 5.0 6A 

沖縄局 計

計 死亡 休業 計 E亡 体調民 計

655 2 361 363 359 4M04 

''"" .. 667 5 368 373 430 "・''' "・"' 120 3.0 7.0 10.0 71.0 1554.0 1625.0 

u 150.0 u 28 19.B 3.4 36 
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局 北海道局

1程植 死亡 体叢

平鹿21年 70 6322 

平成22年 94 6392 

平成田年 63 6357 

平成24年 82 6430 

平成田年 64 6644 

じ〈 描木局

死亡 休業

平成21年 16 1706 

平成22年 26 1708 

平成田年 17 1713 

平成剖年 19 1851 

平成田年 15 1771 

午、＂.， 石川局

E亡 休業

平成21年 20 1064 

平成22年 11 1074 

平成田年 11 1126 

平成剖年 11 1oao 

平成田年 8 1045 

にぐ 滋賀局

死亡 体聾

平成田年 18 1282 

平成田年 11 1296 

平成田年 10 1331 

平成24年 11 1443 

平成田年 12 1410 

lト 局
岡山局

死亡 休業

平店21年 19 1800 

平成田年 18 1875 

平成四年 17 1949 

平戒24年 33 ·1•so 

平成田年 35 1933 

子 久島
佐賀局

再亡 休業

平成21年 5 935 

平成22年 14 10Cl4 

平成田年 3 982 

平成田年 51・ 1015 

平成25年 6 1123 

※労働者死傷病報告より集計J

青轟局

計 死亡 体業 百十

6392 16 1116 (132 

6486 13 1157 1170 

6420 17 1239 1256 

6512 14 1296. 1310 

6708 7 1217 ,.,,. 
群馬局

E÷ 死亡 休業 計

1722 26 2064 2090 

1734 19 2192 2211 

1730 17 2182 2199 

1870 18 2186 2204 

1786 16 2236 2252 

福井局

計 :rec 休業 ft 
1084 12 

.,,, 
735 

1085 . 8 ' 777 785 

1137 9 891 900 

fo91 8 857 865 

1053 15 744 759 

京都島

計 死亡 体串 計

1300 24 2338 2302 

・1307 18 2306 2324 

1341 18 2552 2570 

1'54 11 2458 2469 

1-422 16' 2472 2488 

広島局

計 死亡 休業 計

・1819 19 2943 2962 

-1893 31 2918 
294’ 

1966 30 2996 3026 

2023 31 2969 3曲。

1968 28 2996 3024 

長崎島

計 :rec 休業 ft 

.940 17 .1387 1-404 

1018 17 1373 1390 

985 18 1388 1'106 

1020 10 .. 1408 .1418 

1129・ 17 ・ 1350 1367 

fヘ
ー道府県別死亡時災害の推移（平成21年～25年齢ベコ
岩手局 宮揖局 ， 祉園高 山静局 福島晶 茸塊局

売亡 体章 計 耳亡 体書 計 E亡 、体畢 計 正亡 体業 計 死亡 韓象 句計 軍亡 体書 計
13 1188 1201 23 2055 2078 II 953 964 10 1010 1田0 18 1743 ・1761 28 2510 2538 
17 1205 世田 .22 2169 2191 13 1016 1029 ·• 1071 1080 " 1767 -1786 33 、2653 2686 

419 1290 1709 "' 2336 3182 13 1022 1035 ; 1165 1173 104 1776 1880 担 2956 2988 
16 1351 1367 1昌、’ 2602 2620♂ 

’ 
1070 1079 14 1232 1246. 25 2003 2028 40 2917 2957 

19 1439 ., ... 17 2563 zseo 22 984 1田6 11 ・1242 1253 3.1 2049 2080 35 2722 2757 

埼王島 千葉局 東京扇 神奈川局 軒高島 富山局
死亡 休業 It 托亡 休業 'lt 死亡 体案 Z十 亮亡 休業 計 ！£~ 体調震 言す !Ee 休業 者十

39 5452 5491 41 4923 4964 50 090'1 9101 52 6163 6215 25 2373 2398 10 1149 1159 
47 5517 国＂ 44 ・4973 5017 67 9259 93261・ 52 6522 6574 26 2510 '2536 13 1106 1119 
40 5420 ,5460 33 -4889 4922 69 且468 9537 54 6539 6593 21 2578 2599 16 1211 1227 
45 5650 • 5695 35 5095 5130 79 9703 9782 

" 6643 6689 20 2577 2597 10 1242 1252 

" 5596 5639 47 4945 4992 54 9585 9639 " 6442 ・5495 30 "2603 2633 11 1099 1110 

山梨局 E聾晶 綾車馬 静岡局 量担島 ー量局
亮亡 休業・ It E亡 休業 計 死亡 休業 tt 死c 体. 富十 死亡 体調書 tt 死亡 休業 計

9 '577 ... 18 1832 ’1850 22 
3’ .. 1968 31 '4011 4042 50 6188 .,,, 18 2225 2宅相

14 702 716 25 1873 1898 24 2076 21田 40 4140 4180 58 6427 ... , 31 2282 2313 
12 750 762 25 1935 1960 

.,. 
1983 2曲 1 42 4193 4235 52 6520 S田z 16 2241 .2257 

7 '" 704 13 ・1941 1954 18 .f9B7 2曲S 35 
415・・-4193 49 6343 6392 22 2197 2219 

9 768 777 20 2004 2024 " 2003 2019 25 3961 > 3886 54 ..・0 65341・ 16 ' 2125 2141 

文置島 兵庫局 奈良局 和歌山局 島取局 鳥観局
E亡 悼，E 計 克亡 体案 古十 E亡 弗畢 tt 高亡 体量 計 死亡 体需 計 死亡 体書 計

74 8455 8529 45 4523 4568 12 1399 1411 11 1192 1203 • ’... 4出 13 7361 
74’ .. 8393 8459 " 4620 4680 14 1321 1335 9 .,, .. 1217 • .457 465 9 718 727 

59 8291 8350 37 4712 4749 • 1279 1288 11 . 1230 12'41 10 537 547 12 747 759 
58 8306 8364 43 4627 4670 11 1339 13SO 10 11ト・72 1182 6 461 467 7 ・101 

70・
" 7949 8014 36・ 4632 466B 9 12・4 ’2’3 

？ 1166 .1173 5 460 465 12 717 729 

山口局 徳島局 香川高 量蝿局 高知局 福岡局
死亡 休業 It E亡 体案 it 死亡 休. Z十 死亡 休業 t十 亮亡 休業 言十 死亡 体調民 計

22 1289 1311 8 801 809 8 1174 1182 15 1425 1440 14 976 990 s，‘4825 4864 
11 1285 1296 11 811 822 12 1165 1177 19 1518 1537 9 . 1049 1058 40 ‘4816 4858 
15 1357 1372 a 749 757 10 1118 1128 14 151'4 1528 昌、：1057 i曲3 ・40 4838 判78
13 1332 1345 10 824 834 18 1144 1162 16 1544 1560 i• 990 1004 47 .. .,. 4965 
14・ 1233 1247 9 817 826 

ー

1111 1119 13 1448 1461 12 910 922 35 4911 ..... 
躍本島 大分眉 宮鱒島 鹿児島高 沖縄昆 計

耳亡 休. Z十 死亡 休業 Eす E亡 休業 計 死亡 体業 計 耳亡 体. 計 記亡 休業 It 
21 1720 1741 19 1233 1252 7 1322 f329 12 1603 1615 14 "' 848 1070 113082 114152 

‘，， 1751 ma  '11 1174 1185 14 '. 1356 1370 19 1680 1699 12 891 903 ・mo 1155田 116733 
15 1779 1794 ~ 14 1161 1175 8 13制 1352 15 ・1671、 1685 9 91.B ・927 2342 117280 H9622 .,, 

1557 1679 20 f121 1141 11 1289 13回 ,, , 
1684 1701 7 992 ,,, 1084 ;110492 119576 

15 1785 1800 8 1.169 j 177 11 1276 1287 
.,, 

1738 1750 •• 981 987 1019 117138 118157 
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平成 26 ~三 8 月

安全衛生部安全課

労働災害の増加を踏まえた緊急対策Iごついて（案）

1 現状

平成 26年6月末の労働災害発生状況（速報値）によると、対前年比で死

亡災害が 19. 4・%、休業4日以上の死傷災害が：•• 3. 6 %の大幅な増加。

1 2次防の重点業種とされている製造業、建設業、陸上貨物運送業・、小売

業、社会福祉施設及び飲食店のいずれも、労働災害が増加しており、 ζのま

までは計画の目標（※）達成にも影響しかねない状況。探究亡、死惜とも 5年で 15糊．

ぐ2 対応

上記 1を踏まえ、緊急対策として以下の 2点を実施。

( 1 ）業界団体等に対する労働災害防止に向けた緊．急要請

特定業種に限定せず主要な業界団体（約 22 0団体）に対し、盤盟企室

全管理の総点検、安全管理者の選任義務がない事業場への安全の担当者（＝

安全推進者）の配置、安全衛生教育の実施について安衛部長名で文書要請。

製造業等の労働災害が増加している業種については、別途、ー業種別の実

施事項を示し、災防団体や業界団体にその確実な実施を要請。

ア 製造業（食料品製造業）

食品加エ機械・の安全対策の確認、雇入時教育等の安全衛生教育の徹底

等

.( ィ 建設業

建災防都道府県支部による安全バトロ｝ノレの実施 等

ウ 陸上貨物運送事業

’トラックドライパーに対する荷台等からの墜落防止の啓発、荷役作業

の安全対策ガイドラインの実焔事項の且主息主主等

エ 第三次産業（小売業、社会福祉施設、飲食店）

危険予知活動の実施、職場内の危険マップ作成、安全推進者の記置 等

( 2 ）都道府県労働局、労働基準監督署による指導

上記（ 1）の緊急要請を行うほか、以下の対策を実施。

ア 自主点検の実施

食品加工機械による災害を発生させた事業場、荷役作業中に災害を発
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生きJせた陸上貨物運送事業を対象に‘自主点検を実施。
本省が自主点検票の作成、対象事業場の選定、点検結果の集許を行い、

？都道府県ごとの集計結果を労働局に提供。労働局、監督暑では、これを

受けて‘自主点検lご応じなかった事業場に対じ集団指導、個別指導を実

車。

イ 災防団体の都道府県支部と連携した安全パトロールの実施

主主災防都道府県支部と連携し、合聞の安全パトロ｝ノレl災害増加要因

の検討匂及び対応策の検討等を行う。

3 その他

( 1 ）上記 2・ ( 1）の緊急要請については、 8月 5日｛火〉に閣議後記者会見

において大臣にさ発言いただくとと’もに、記者発表する。緊急要請文は、

アレス発表当日に関係団体あて発出するほか、主要な団体に対レては直接（ I 

協力要請に出向くこととする。なお、労働災害防止団体はプレス発表当日

に招集し、安全衛生部長から直接要請の趣旨及び団体に期待する役割を伝

達する。

( 2 ）上記 2 (2）めτ局暑の実施事項についでは、 8月 1日｛金）に開催する

全国健康安全課長会議において安全課長より説明する。

' ' 
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労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請（案）

労働災害の発生件数は、関係各位のご尽力により長期的には着実に減少

してきましたが、平成 22年、 .23年、 24年と 3年連続で増加という事態と

なり、労使、関係者一丸となって対策を講じた結果、平成 25年は 4年ぶ

りに前年を下回りました。しかしながら、平成 26年は再び増加傾向に転じ

ており、死亡者数は対前年比四.4% (6月末現在）の大幅な増加となって

おります。また、休業 4日以上の死傷者数も対前年比 3.6% （同）の増加

となっております。

本年の労働災害が場加している背景には、消費税の増税前の駆け込み需

要や 2月の大雪の影響のほか、 4月以降も前年同期を上回る労働災害が発

生していることから、産業活動が引き続き活発になっていることがあるt
c考えられます。

また、これまで労働災害防正活動に積極的に取Iり組んできた製造業、建

設業、陸上貨物運送事業などでも、死亡災害が大幅に増加しており、経営

環境が厳しい中で安全衛生管理体制の劣化があることが懸念されます。

さらに、小売業をはじめとする第三次産業において労働災害の割合が拡

大傾向にありますが、こうした業種では重篤な労働災害が少なく、安全に

対する意識が事業者も労働者ともに弱いことがその背景にあると考えられ

，ます。そのほか、若年者をはじめ経験が十分でない労働者に対して効果的

な安全衛生教育が実施されているかも確認が必要と考えます。

安心して働くことができる職場づくりは、人材を確保・養成し、企業活

動を活性化する上でも、大きなメリッ・トをもたらしまーす。事業者の皆様に

おかれましては、上記の労働災害増加の背景と併せ、こうした点も考慮い

どただき、誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するために、

企業の安全衛生活動を今一度総点検していただくよう要請いたします。

その止で、労使の皆様をはじめ、関係者が一体となって以下の取組を徹

底し、労働災害防止に努めていただきますよう、。併せて要請いたします。

1 経営トップの参加の下に職場の安全パトロ」ノレを実施するなど、職場

内における安全衛生活動の総点検を実施すること

2 安全管理者等の選任義務がない事業場においても安全の担当者（安全

推進者）を配置するなど、事業場の安全管理体制を充実すること

3 雇入れ時教育を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること

平成 26年 8月O日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部長土屋喜久
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ミ主点業種別の対策

・機械等にはさまれる／巻き込ま
色盈災害が大幅に増加（死亡
43%、死傷5%増）

・経験年数1年以下の労働者の災

害が大幅に増加（8%増）
・製造業の就業者は増加傾向

・重量霊蔓が引き続き亘主主

・鉄筋工、型枠エなどの建設技能勢働
者の需給状況が逼迫

． 安全衛生管理活動が低調になってい
ることが懸念

「墜落・転落」及び「はさまれ・巻き込
まれ」災害による死亡者数が大幅増．
担

・ 労働災害が多発する食料品製造業について、 Fはさ
まれ・－巻き込まれ」、「切れ・こすれJ災害を発生させ
た事業場に対して、行政による自主点検の実施

，．・ 業界団体等への自主点検・対策の徹底の要請

・ 業界団体等への新規雇λ時教膏の対策の徹底の
要請
暑熱時期の熱中症予防対策の徹底

自主点検の点検結果等を踏まえた局署による量豊
の施

・ 局 E署における「墜落・転落」、「はさまれ・巻
き込まれ」災害、腰痛予防に係る点検・対
策を重点としたパトロールの実施

建災防守建設関係団体今の「墜落・転落J、
「Iまさまれ・巻き込まれJ災害、腰痛予防に・
係る点検z対策の徹底の要請（全国大会に
おけるパンフレット配布による周知啓発、支
部におけるバト同一ルの実施等）

暑熱時期の熱中症予防対策の徹底



必込

"" 

・死傷者数iま平成幻年以降、4主連鐘
撞握。本年（上半期7も増加傾向。

死傷災害は「墜落・転落Jが最も多く
(2$~7%）かつ増加（S.6%増）。

・特に荷積み、荷下ろし時のトラックか
らのf墜落Jが最も多いσ、

死亡は、交通事故が最も多い。

第12次労働災害防止計画の重点業種
である小賓業、社会福祉脆設及び飲食
阜のいずれも、死傷者数が撞担。

、 特に社会福祉施設などでは、労働者数
の増加や、労働者の高年齢化が顕著。

「転倒iや「無理な動作iによる腰痛など、
生命に関わる度合いの比較的小さい災
害が多く、事業者、労働者とも蛍盤盆童
に対する意識が不十分。

__) 

トラックからのF墜落・転落iの防止に係る
集中的な周知啓発を業界団体痔に要請

災害発生事業場を中心lこ「荷役作業の安
全対策ガイドライン」に基づく実施状況等
に係る阜主卓盤の実施

盈主盈塞として、大規模商業繍設等に対
仏ーガイドラインに基づく荷主の取り組み手
法の周知

・安全推進者の配置及び職場での室金
活動の活性化について行政による周 .•. 
知・指導

・上記事項を関係団体I乙対Lて要請

． 社会一福祉施設については、盤遵畳屋
ゃ社会福祉協議会等とも連携

・社会福祉施設に対してf職場における
腰痛予防対策指針jの研修会実施

_) 

-・・ 

r 



第3次産業で働く皆さまヘ （案）
色。円 l d、‘.... ' ＇，.・ J A ；町、♂...." 

己一安全で安心な職場をつくるために ｜ 
労働災害めうぢ、 4日以上仕事を休まなければならない災害ほ、年間12万件近くちありLこのう

ぢ、 4割以上の災害は、小売業・社会福祉施設・飲食店などの「第3次産業Jで発生しています。
このため、厚生労働省は、第31：欠産業の職場への安全の担当者の配置と職場での安全活動の活性

化を促進しています。

~；c'.·'.,,,ir1時計域防2脱出梅雨量副長雨刀棋譜制mi~ .. : ，，ト1

倉庫に電気をつけずに
入ったときに放置され

伊た台車！と足がひコかか
［り、転倒した。

(62歳、休業Lか月）

棚から重い荷物を下ろ
すとき、背伸びして無
理な体勢で受け止めて、
腰をひねった。

(34歳、休業3か月）

トイレ介助で、利用者
を持ち上げたら、腰を
痛めた。

(36歳、休業1か月）

キッチンを歩いていた
とき、マットが滑り、
転倒した。

(43歳、休業2か月）

フライヤーの油交換作業
のため、油の入ったー斗
缶を持ち上げたところ、
腰を痛めた。

(5斗歳、休業2か月）

！テーブルに乗り、飾り ｜ 
商品を運ぶ作業をしてい i l脚立に乗り電球を受換l付けをしていたとき、 i 
たιき、1 階段で足を滑ら｜ ｜中、パラ〉スを崩し、

！バランスを崩し、転落！
せ、転落した． i i脚立から落下した。｜した。 ！ ！ 

(18歳、休業3週問）； (66歳、休業2か月） l (32歳、休業1か月）

：；雇是~~；言提g；；誇~；隣2耕：~~必.~
iまな板を拭いていたと i前方に荷物を台車に載せ i鍋の湯を捨てようとし
｜きに、まな板に放置し｜てスイシグドアを通否と！たとき、l 手が滑って鍋
！ていた刃物で手を切っ｜き、慌てて台車を引いた！を落としてしまい、長
！た。 ｜ため、台車に足をぶつけ i靴の中（；：湯が入ってや
I (19歳、休業1か月）｜た。 t ！けとした。

~ I I (47歳、休業1か月） ! (1端、休業3か月）

。駐労働省都道府県労働帽労働基準監龍 山 1
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f「 i 三

第3次産業で［ま、ー’
. r転倒J.
：.~急な動き・無理な勤きJ

盤諸4転落J
－「交通事故（道路） J 

、が多く、これらが原因で、全体の約
7割の災害が起きていますq

他にち、割れた食器や包Tなどで切
ってしまう「切れJ_や、熱いものに触
っτしまったりLお湯をかけてしまっ
たりす否「やげど」などちあります，（ ) 

二二二2』－－＂＂ ( 

、

日、岱ド！日l ，叶、ι：：：，，，，叫（：：.• .• -.ii 

労働災害を防ぐためには、．
－「職場に潜んでいる危険jなどを見つける i

F危険な箆所Jなどを知らせる
. r脚立や台車Jなどの使い方を学ぶ
などの「安全活動1をします。
安全活動は、経蛍者や責任者の責務であるととちに、従業員ち全員参加する之とが重要です。

、

. 円山 ～ 。 ＆ 
• ' - ' ・, 1;1・，，.、 1 ‘

？て1で~ーτ＇ • • ＇，ー

I J回込町りー~んだ労働ム喜一生｛鳴の推移
（第3次産業）
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i出笠翌皇民訴 •••• ••• •• -,・ : • .'@11 
一， Eヤ もせ

4S活動 ＝ 災害の原因を取り除く

・45とは「整理j、 「整頓」、 「清掃」、 「清潔Jの
ことで、これらを日常的な活動として行うのが45活
動です。

・45活動は、労働災害め防止だけではなく、作業のし
やすさ、作業の効率イむち期待できます。

φお客様の自に触れにくいパνクヤードち整頓を忘れな
いようにしましょう。

・荷物やコ‘ミなど；物が散らかってい否職場や、 7.1<"や？由
で床が滑IJやすい聡場は、災害の危険が高，くなります。

K Y活動 ＝ 潜んでい.Q危険を見つけ.Q

・KYとは「危険（K} ・予知（Y)Jの
ことですσ

や l<;:Y活動は、業務を開始す硝に鵬で
「その作業では、どんな危険が潜んでい

否か」を話し合い、 「これは危ない」ーと
いうポイントは対策を決め、作業のとき
は、一人ひとりが「指さし呼称Jをして F

行動確認します。
φ「うっかりJ、 「勘違いJ、 「思い込
みJなどは安全ではない行動を招き、災
害の原因となります。

危険の「見え石化』＝危険を周知する

φ危険の f見え石化」、は、職場の危険を可視イじ
｛＝見え否化）し、従業員会員で共有す否ことです。
KY活動で見つけた危険のポイジトに、ステッカーなど
を貼りつけ否ことで、 3主意を喚起しま：す。

＋墜落や衝突などのおそれのあ否箇所が分かっていれば、
仁 慎重に行動す否ごとができます。

" ／ノ安全教育・研修＝正し凶作業方法を学ぶ

かたづけi 分割l

鱗量、3';1¥

。

φl同！P立の正しい使い方J、 「腰痛を防ぐ方法J、 「器具の正しい操作方法を知っていれば、労働
災害を防ぐととができます。

φ教育・研修では、 「どんな災害が起こっているかJ、 「どうしたら災害は防げるか」、 「正しい
作業手JI頃（マニュアル） Jはどのような内容かなどを従業員に伝え、教えます。

φ朝礼など皆が集ま否機会を捉えて教育・研修を行う方法ちあります。はじめて職場に就いた従業
員には震い入れ時に行います。

安全意識の麗発＝全員参加

。安全活動は、経営者や責任者の責務であるととちに、正社員、パート、アルパイト、派遣にかか
わらず、従業員ち全員参加す否ごとが重要です。

φ従業員一人ひとりの安全意識を高めるために、朝礼などの場を活用したトνプの「安全で安心な
職場づくり」の表明や、チラシなどによる周知などが効果的です。
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L_ ,. , 殺説明智治体砂川
，··~労置困安全術時間令会z条第3号｛広掲げ否業主lti:iけ否安弘治相：昨i~係者ガイドライン

r 一～f 一ー－..，....－ーー＼、
〈安全推進者を記置しましょう〉

・
め
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す
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活
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会
』
斗
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安
に
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安全活動ば‘ 「誰かがしてくれ否Jでは、
労働災害の防止に効果のある活動l志之さません。
そこでふ f安全の担当者」＝「安会推進者Jを
配置しまbょう。！

く安全推進者を毘置するときのポイシト〉

。安全推進者は、事業場ごとに1人以上配置します。
（一定区域内め複数の事業場に、 1人の安全推進者を配置することもできます。）

φ安全推進者を配置したときは、名前を作業場に掲示じて、周知します。

φ事業主［＆安全雌者が活動しやすいように、必要な権限を与えて、能力向上にち配意しれ

く安全推進者の活動内容〉

①職場環境と作業方法の改善に閉す否こと
例：積腸内の整理整頓（45活動）の出隼、床の凹凸面

の解消など職場内の危険箇所の改善、刃物ヤ台車など
道具の安全な使用に閑す否マヱユアルの整備など

②労働者の安全意識の震発と安全教育に関するZと
例：朝干しなどの場を活用した労働災害防止の意義
の周知・啓発、荷物の運搬などの作業での安全な
作業手JI庚にヴいでの教育・研修の実施など

職場の安全活動については‘厚生労働省ホームページをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局、労働基準、
監督署の方にお問い合わせ下さい．

くホームペーヲ＞
安全・衛生に関する主な制度・施策紹介

安会衛生関係のパシフレット一覧

くjtシフレット＞
「労働者の安全と衛生の確保についてJ

安全・衛生

安全パシコ

安全と衛生の確保
; 

「安全な店舗づくりの進め方～45活動で転倒・転落災害を防ぎましょう～J 安舎店舘45

内生会福祉施設における労噛災害防止の危めに～腰痛湖策・今S活動， KY活動～J
htto• //WWW mh!w CIO in/new-infn/kobetu /rOUdOU/OVOUSPifan?en/111202・1html 

「小売業、社会福祉施設における危険のT見え否化J~ール（危険の見える化関係） J 
、

安全衛生島克吾佑小売業E関
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.!>. 
旬、」

｛製食造料業品

製造業〉

建設業

陸上貨
物運送
事業

第ニ次
産業
（小売業
社会福
祉胞設
飲食店j

. . 
本省皇居組事項

・関係団体f~対8月し上、旬改］正安衛則に基づく安全活動の取り組
みを要請［8

・災3惨時世よ一酬哨監込詰耐輯ま蜘醐れ加蹄一』醐｛胡又即を出…肱世血一E叫岨包叫醐舟輔r馳帆さH一逝珊閣守一酎蜘岬ごζと廿L訓に柿柚す叩酎る；.）備るには曲即自よu四主る.30点暗o~闇り阿慮。ス4瞳目闘阻.);.( 

提出先主は点、検都表道は都府県道府労働県局労働と
ぴ自 局に情報提供.[8月下

旬I
》自主点検表は、回収し、本省において集計分析（12

月）
－ f墜落・転落J、「はさまれ・巻き込まれJ及t胤中症に

よる災害防止のための点検・対策について建災防等へり

要訂I

・ 「！藍搭・転搭J及び「はさまれ・巻古込まれJによる災
号事防止のための点検・対策の実施に係るパンフレyトの

作成及V'Jlli労省HPでの晶表

・降災l由及び全日本トラ、ツク協会に対し、fトフグタから白
‘ !!ll'官主・転結の防止Jへの集中的な周知砕援の取組を要蹄

[8月上旬］

・陸上貨ン物j 迎に送広Zづi]f謀く者安全に主対般しの『実荷役施状作況業毒の事安に係全対る策自ガ主イ点投ド
ラインJ

報提供。［8月、下回旬収I 
＞自主点検表は し、本省において集計分析（12

月）

〉 なお、供自し主、点上検紀去以は外l盤由災事防業及揚びへ全の日周本知トラック協会に
も提 を要甜

’ 
・閲際団体に対し、夜，l(；；.会1住者推道自路配置町配及び陸茸等詰に討係量進吾1者7イをKライ

ンJに1岳づく安全：Mill住者 中心と
した安全活動の取り組みを要蹄［8月上旬］

・第具ト体三の作例次成産な業及どびでを厚盛多労くり省発込生ゐEすPだでガるの労イ公働F表災ラ密イ［8事ン月畑例下や知旬用、］安P全ー活フ動レのツ

・厚~省 HPIッZ掲ト載等）されをてよいりる安全活動に役立つ各種資料
｛パンフv 活用しやすくなるよう整理．

[9月以隣順次］

ぺ災害の日場作りに向時制策J耕輔分ー声1
~孟融矧j雪由実施明 ～業界団体野町第糊型事，~.＜·：－C'
・食料品製造事業者に対する集団指・労働災害防止大会町機会等をとら

導や個別指導等の機会を捉えた周 え、会員事業場に対七周知・啓発を

知指導 実施、

•，事業者等から提出された自主点検表
を回収L、本省あて回付

・導自主等点の検錫表匝宋提出司喋揚への個別措

・「墜落・転落J、『はさまれ・巻き込
まれJ及び熱中症による災害防止の
ための点検・対策を重点としたパト
ロール由実施

・建設事莱者I~対する集団指軍事や閣別
指噂帯白機会を捉えた点検・対簸の
実施についての周知指導

・陸上貨物遮送事業者に対する諸国指
専や個別指導曹の機会を捉えた周知

指導
・凶j.f,・団体白取り組みに対する協力

・陸上貨物湿送事業者から提出された
自主点検表昔、本省あて回付

・自主点験設未提出事業騒への個別積
単等由実施

・荷主対策として、常時、借役作業が
行われている大規街商業施設（ショ
＂ピングモー ・JV，百貨店等）等白事
業場に対する集団指穂、個別指導等
白隠に、『荷役保業白安全対策に係る
ガイFラインJに基づ〈荷主の取組
事項を周知指事

・局暑で計画している集団指導等干、
都道府県等部主催する会舘等、対象
事業場部参集する機会等をとらえ
て、 Pーフレフトを活用した周知指
耳事由実施

・労働街並週間及び準備月周期間中の

取位、組安のー全鳴活動と由し取て組、安び腰全推痛進予者防のを記周

知。

• ,, 

－ f墜落・転落J、fはさまれ・巻き込
まれ，J及び熱中症による災害街止の
ための点検・対策申実施についτ、
パンフレタト等を活用して会員に周
知

・全日本トフヌ主協会各支部が開催す
る交通事故防止大会田機会等をとら
え、陸上質輯運送事業者等に対L句集

～ 'fl啓発を実施．

・陸上貨物速道事業者に対し自主点検
の実施を周知（団体で回収、回収し
た自主点検疫』斜三省に回付し、本省

で集計）

（取組については同協会と捌盤中］

・申下会員企業轄に対し、安全指聾者
の記置等に侃~9-7 レy ト等を活
用した「ガイドライン』や腰痛予防
町周知

、7労働誕害防止団体骨挺施事項
J ヤ！主張呪：γ＇－－－~·.＇·：；：. ，・：’：，．唱・ r － ～． . '・ 
・労働災害防止大会の機会等をとら

え、会員事業場に対L周知・啓発を

実施

・『墜落・転落J、『はさまれ・巻き込
まれJ及び熱中症による災害防止申
ための点検・対貨を重点としたパト
ロール等の実臓について支部に指示

・全国大会絡でのパユペフレフト配布等
による周知啓発

・陸止貨物辺浩司喋労働災密防止協会
が作成すっる意路啓発用Pーフレッ
ト、注意喚起用回掲示物をltlい陸上
貨物理送事業高等I<:対L集中啓発を
実施． 

・．陸上貨物理送事業労働災寄防止協会
支部が開信ずる労働災寄防止大会の
機会専をとらえ、白陸上貨物運送事業
者等に対L；艇中啓発在来値．

・陸上貨物理送事業者に対し自主点検
の実施を周知（協会で回収、回収し
た自主点検薮は本省に回付し、本省
で集骨十）

（隣組についでは同協会と制盤中）

・対象業種の司喋場に対するセミす日
等の機会を捉え、 f'j;f.イ i'-7イ＜Jや
腰痛予防の周知

－ f臓場における腹茄予防対策指針J
の周知 ’ 

・社会福車地設及び医療業に対する腰
痛予防対策句研修会の実抱

関係省庁帯と由連鴎

・経荷産業省

・国土交通省

・職業安定局

・国土交通省

・瞥街日T

・桂曹車提省f

・職業安寓局

・社会・援護帰

・老健局

・医薬食品局

戸J

、ー一一一
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出盟主J 受動喫煙防止対策支援制度都道府県別利用状況
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、白

N？~ゆえ仰向勝~ > 都金持捌聞こ討ちれている銭と労働者ゐ紳iこ関する相談で，J~（，じめ初日Ji；こ関するも
のは近年急増［；.，，平成剖年度には「解雇Jを抜~＼:t"相談件数のトップとなっています．心
得甲骨耕輔村川一岬スぞシトφ手腕時れか

｜バワーハラスメントの発生状況 ｜ 

ぺ 過去3年間に従業員からパワーハラスメントに関する
相談を受けたととがある企業

32.0o/o 45.2°/b 

可、可思胃

過去3年間にパワーハラスメシ卜を受けた乙とがあると回答した従業員は

実際にパヲでハラスんトに該当する 日 I 
事実のあった企業

パワハラを受けたととがある

勤務先で、バワハラ在見岸り、相識を受げたZとがある

パワハラをしたと感じたり、パワハラ証したと指摘古れたZとがある

職場でのひどい嫌がらせ、いじめ、暴行や職場内のドラブルにより、もうつ病などの精神障害を発病し、労災

補償を受けるケースが増えています。

21年度
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みんなでなくそう 職場のパワーハラスメント
職場内でのいじめや嫌がらせに悩む職場が増えてきています。

これら職場のパワーハラスメントは、適切な対応により、予｜貯解決が可能です。

組織全体で対応し、快適な職鴻環境の実現をめざLまLょう。

「職場のI,~ワーハラスメント Jとは ｜ 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性筏を背景に、業務の適正な範囲

を超えて、精神的身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。。

掠上司から部下！＝行われ晶ものだけでな〈、先盛怯車問や同冊聞などJ’々 な恒位性豊背量に行われるものも古まれる.' 
｛平成24年1月 曜堀町いじb嫌がらせ問題に闘する円車会I量ワーキング・ゲJlr-"1帽告より］

l，かとえば、こんな行為

〈〔盟国圃知市普

cI画圃哩…僻
［鵬糊圃隅離鈴間…視
砂考え方

(j)I立、業務の遂行に関保するもので主f諜務の適正な範閤」＇＂含まれません。

告と ·~,1立、原則としす業務の適正な範囲」を超えると考えられ宮す。

<ii＞，～昼、f;J:.何が業務の適正な範図Jを超えるかi;J:業種や企業文化の影響を受け、具体的な判断も行為が行われた状況や行為が継続的

であるかどうかによって左右される部分があるため、各企襲職場で偲織をそ石え、その範囲を明確，；：することが望吉しいです。

｜＝竺」ハラスメントが発生すると、次のようなマイナスの影響が J 
被聾者／：；：：与える影響i

。士気の低下、能I力発揮に支障があります

企業に与える彬謝i

。職場風土を悪くします

ゆ本人のみならず周りの士気が低下します

必解決に時間と労力を喪します

待心の僧廠寄書することがあ引ます

a被害者の職場復帰にも時間と労力を要します

＠加害者や企業の法的責任が間われることがあります

e事件が公になれば、企業の評価は一気に落ちます

＇／~？，庁バヴスメント予防，解決の敢穏によるプラスの効果 ム人‘ l ．｜ 

管理曜の軍機由寵化によって職塙JI•壇が寵わる





場を倉0りましよう！
なります。

します。乙の問題を他人事と考えず、正面から向き合いましよう。

玩のような脚色あり玩 一一一「
・「職場のハラスメント対策ハンドフックJを作成し、組合員に配布しています
・年1回ハラスメン卜撲滅糠簡の募集をしています

ー上司の部下への接し方等め研修・情習等を実施しています

・労使の情報共有、定期的な労使協峰、労使協定の締結など労使で取り組んでいます

，， 

並望豆土生ひとりの取組 ｜ 
λ＇.:i:iIM岳部品；.・；

［ト7ブマネ似ント 」
7勺τ「 ττ；；.τ、.' ，：•ザ”

パワーハラスメント問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示じながら、
その姿勢を明確に示すなどの取組を行う...

if:'・自らがバワーハラスメントをしないと”戸はもちろん、部下にもさせないまうに指導
する．ただし、必要な指導はためらわずに適正に行う。

ふ守 山. • ~ .""'"" 

~· . ' ~ 

i；糊…とり ｜ 互いを受け止め、人格を尊重し合う．理解し、協力し合えるよう適切なコミュニケー
ションをとる努力をする。問題を見過ごさずに互いに支え合う。

！湾海首長職場i主要注意 ？ っ｜

調査結果によると、パワーハラスメントに関する相践がある臓場には、共通する特徴があります．

あなたの職場は大丈夫ですか？

・上司と部下のコミュニケーションが少ない職場

＠残業が多い／休みが取りにくい職場

＠失敗が許されない／失敗への許容度が低い職場

職場のいじめF嫌がらせ問題に関する円卓会議で紛介された、あるt企業役員のメッセ』ジ

すべての社員は、その家族にとって、自慢の娘や息子で、あったり、

尊敬されるお父さんやお母さんだったりする。

そんな人たちを、職場のパワーハラスメントで

苦しめたりするζとがあってはいけない。

寸手！：｛~
＝－＼.丘遅爵ーコォコ~·！
勺・州制榊~~；



職場のバワーハラスメントに関する実態調査結果吋均年度時糊i：）~·
バワーハラスメントの相談状況 ｜ 

過去3年間にパワーハラスメントに関する相談を1件以上受けたことがある企業は、回答企業会体の

4.5 .. 2.%で、そのうち実際にパワーハラスメントに該当する事実のあった企業lま、7.0.8%です。

過去3年間の相談件数 格談のうちパワーハラスメントJに該当しfこ件数

。｛牛離

1四 5件、t
•-10件

11-20件

21-:ro件

31-40件

41-50件

51-70件

11-100件

101件担上

.1.6 

ヲ長0件lま現在も過去もHヮ，、ラに関する相阪はない』‘
rパワハラに到する相E裂を受けていないJを含む

。伴

1-21•牛

3-5件
6-10（牛

11-1•·1牛

16向 201牛

21-30件 •o.•

31町 40件101 

.，.～50件10.2

51～70件目0.2

11-100件Jo.1 

101件以上10.1 

125.4 m’47.0 
3'.5・ 

店主ヴ与hラスメントの予除解決め込めの取組 、 。l
回答企業全体の80.8%が［パワハラの予｜砂解決を経営よの課題とじて重要Jだと感t;ている一方で、予

防解決に向けた取組をしている企業は4.5.4%にとどまづています。特に、従業員~.9 人以下の企業におい

ては18.2%と 2.~司法下回っています。

六三瓦査）職場のパワーハラスメント予防J住ふーの取組の実施状況

主情炉4580）』四国園町F一一吋酬糊蜘；＇.：~：~＇：Y:; ＇＼.，：，；·.~
99人以11o:1218).

loo～2.99人以11.o:.6 72) 

300～999人以官 n=2038) 

1000人以瓦 n=621)

実施Lている闇．．． 現在書官札ていない時計轍鍛繍 特に取組を考えていない［＼f;io；；慰問

除縦断：指スメ以トょの．予防j繰りために実施している取組・

パワーハラスメントの予防解決に向けた取組として実施率が高いのほ管理職向けの講演や研修」で、取組実

施企業の64.0%で実施されf就業規則などの社内規定に盛り込む」が57:1 %でも高い実施率となっています。．

f企業調査）1tワーハラスメントの予除解決のために笑施している取紹

宮理轄を糊！こパワハラについての措置や研修会音実札た附』級協轍側｝轍鑓足掛溜磁瀦醐総理為嚇所鍬縦糊擬64.0

就業盟E『なと．の4土向規程i：盛もJ込んだ｜糠臨醐糊糊路制繍綴踏灘搬糊富捌紺白
ポスタ一リ一フレ.，ト等啓発資特をE札た隙翻櫛緩蝿緩綴滋溜溺醐繊繊醐幽40.7

ー般社員制象！こパワハラについての闘や暗修会在実乱t胸賊鶴滋銭踏襲鰯組織醐臨翻蜘30:0

トップの宣言、会社白方針l認めた！麟磁滋毅務自唱機繍鱒蹴倒臨調33.i

酬における品ニケー知活性化相鳴する研修間帯臨た協線灘線鶴磁磁磁線輔23.6

アンケート等で社内の畏態把握音仔った幽萌霞恕嚇額融制轄栂師措置硝20.5

社内相らどで話題として取り上げた｜繊醐燦蜘滋欄19.8


